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(57)【要約】
【課題】興趣を高めることが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】映像光を投射可能な第１リアプロジェクタ
１２２と、第１リアプロジェクタ１２２から投射された
映像光により映像が投影される上側リアスクリーンと、
映像光を投射可能な第２リアプロジェクタ１２４と、第
２リアプロジェクタ１２４から投射された映像光により
映像が投影される下側リアスクリーンと、下側リアスク
リーンの前方に配置される遊技パネル３００と、作動可
能に構成される大型役物本体部２３０とを備える。上側
リアスクリーンは、遊技パネル３００の上方に演出空間
７００が形成される態様で下側リアスクリーン２９０４
よりも後方に配置されている。大型役物本体部２３０は
、抽選の結果にもとづいて、遊技パネル３００および下
側リアスクリーンの上方に形成された演出空間７００に
進出可能に構成される。
【選択図】図４７



(2) JP 2019-24835 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抽選を行う抽選手段を備え、前記抽選の結果にもとづいて遊技が進行する遊技機であっ
て、
　映像光を投射可能な第１投影手段と、
　前記第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材と、
　映像光を投射可能な第２投影手段と、
　前記第２投影手段から投射された映像光により映像が投影されるとともに、前記第１被
投影部材に投影される映像とは正面視で異なる領域に映像が投影されるように配置される
第２被投影部材と、
　遊技領域を有し、前記第２被投影部材に投影される映像を視認可能な態様で当該第２被
投影部材の前方に配置される遊技部材と、
　作動可能に構成される可動役物と、
　を備え、
　前記第１被投影部材は、
　前記遊技部材および前記第２被投影部材の上方に空間が形成される態様で当該第２被投
影部材よりも後方に配置されており、
　前記可動役物は、
　前記抽選の結果にもとづいて、前記遊技部材および前記第２被投影部材の上方に形成さ
れた前記空間に進出可能に構成される
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材とは、連続性のある映像を投影することがで
きる一の表示領域となるよう接続構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばパチンコ機等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が受け入れられると内部抽選が
行われ、内部抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。
そして、内部抽選の結果が大当りであると、大当り遊技が実行される。
【０００３】
　この種の遊技機として、電源のオン・オフによって透明状態と乳白色状態（不透明状態
）とに切り替わるスクリーンシートを表示部の前方に配置し、このスクリーンシートが不
透明状態であるときにレーザー光を出力する遊技機が知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－２００４７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の遊技機によると、スクリーンシートへの画像表示と、表示部への表
示とを組み合わせることで、遊技者に対して視覚的なインパクトを与えることができる可
能性がある。
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【０００６】
　しかし、近年、さらなる視覚的なインパクトを与えることができる演出を行うことで、
興趣を高めることが可能な遊技機が望まれている。
【０００７】
　本発明は、そのような点に鑑みてなされたものであり、その目的は、好適に、興趣を高
めることが可能な遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　映像光を投射可能な第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）と、
　前記第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例え
ば、上側リアスクリーン２９０２）と、
　映像光を投射可能な第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）と、
　前記第２投影手段から投射された映像光により映像が投影されるとともに、前記第１被
投影部材に投影される映像とは正面視で異なる領域に映像が投影されるように配置される
第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）と、
　遊技領域（例えば、遊技領域３２０）を有し、前記第２被投影部材に投影される映像を
視認可能な態様で当該第２被投影部材の前方に配置される遊技部材（例えば、遊技パネル
３００）と、
　作動可能に構成される可動役物（例えば、大型役物本体部２３０）と、
　を備え、
　前記第１被投影部材は、
　前記遊技部材および前記第２被投影部材の上方に空間（例えば、演出空間７００）が形
成される態様で当該第２被投影部材よりも後方に配置されており、
　前記可動役物は、
　前記抽選の結果にもとづいて、前記遊技部材および前記第２被投影部材の上方に形成さ
れた前記空間に進出可能に構成される
　ことを特徴とする。
【０００９】
　上記（１）の遊技機によれば、第１被投影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２
）と第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）とが、正面視で異なる領域
に映像が投影されるようにずれて配置されている。そしてその上で、第１被投影部材が、
遊技部材（例えば、遊技パネル３００）および第２被投影部材の上方（すなわち、第１被
投影部材の前方）に空間（例えば、演出空間７００）が形成される態様で第２被投影部材
よりも後方に配置されている。そして、遊技部材および第２被投影部材の上方に形成され
た空間に、抽選の結果にもとづいて、可動役物（例えば、大型役物２３２）が進出可能に
構成されている。これにより、第１被投影部材および第２被投影部材による広域な領域に
映像を投影できる。しかも、遊技領域における遊技と、第１被投影部材および第２被投影
部材に投影される映像とのいずれをも視認できる拡張性のある遊技を実行可能であるとと
もに、遊技領域における遊技と第２被投影部材に投影される映像との視認を維持しつつ、
さらに可動役物による可動演出を実行可能とした、これまでにない新たな演出を行うこと
が可能となり、興趣を高めることが可能となる。
【００１０】
　なお、「遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊技盤ともいう）等
が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【００１１】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記第１被投影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２）と前記第２被投影部材（
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例えば、下側リアスクリーン２９０４）とは、連続性のある映像を投影することができる
一の表示領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）となるよう接続構成されている
　ことを特徴とする。
【００１２】
　上記（２）の遊技機によれば、第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）
から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例えば、上側リアスクリ
ーン２９０２）と、第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）から投射され
た映像光により映像が投影される第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４
）とが接続構成されている。例えば、従来よく用いられていた液晶表示器では、複数の液
晶表示器を前後方向に配置することで一の液晶表示器の前方に空間を形成することは可能
であるものの、連続性のある映像を投影することができない。この点、本発明によれば、
遊技部材（例えば、遊技パネル３００）および第２被投影部材の上方に形成された空間（
例えば、演出空間７００）に可動役物（例えば、大型役物２３２）が進出していないとき
に、各投影手段と各被投影部材との距離を最小限に抑えて広域の一の表示領域に連続性の
ある映像を投影することが可能となる。
【００１３】
　なお、「第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材と
、第２投影手段から投射された映像光により映像が投影される第２被投影部材とが接続構
成されている」とは、第１被投影部材と第２被投影部材とが直接接続されているものに限
られず、第１被投影部材と第２被投影部材とが間接的に接続（例えば第１被投影部材と第
２被投影部材との間に他の被投影部材を挟む等）されていても良い。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、好適に、興趣を高めることが可能な遊技機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の外観を示す正面図の一例である。
【図２】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の分解斜視図の一例である。
【図３】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の後部ユニットを示す斜視図の一例で
ある。
【図４】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の後部ユニットを示す縦断面図の一例
である。
【図５】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の遊技演出ユニットを示す斜視図の一
例である。
【図６】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の遊技演出ユニットを示す正面図の一
例である。
【図７】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の遊技演出ユニットを示す斜視図の一
例である。
【図８】本発明の一実施形態に係る遊技機の遊技演出ユニットのうち、本体枠部に大型役
物ユニットを取り付けた状態を示す斜視図の一例である。
【図９】図８に示される本体枠部から後述の左縦カバーおよび右縦カバーを除いた状態で
示す斜視図の一例である。
【図１０】本発明の一実施形態における大型役物ユニットを示す斜視図の一例である。
【図１１】本発明の一実施形態における大型役物ユニットを後側から見た斜視図の一例で
ある。
【図１２】大型役物支持アームに支持された大型役物本体部の斜視図の一例である。
【図１３】大型役物支持アームに支持された大型役物本体部の正面図の一例である。
【図１４】大型役物支持アームに支持された大型役物本体部の斜視図の一例であって、大
型役物本体部の前面側のカバー部材を取り外したときの斜視図の一例である。
【図１５】大型役物本体部および大型役物支持アームの分解斜視図の一例である。
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【図１６】後側導光板にＬＥＤ基板が組み付けられた状態を示す斜視図である。
【図１７】後側導光板からＬＥＤ基板を分離した状態を示す斜視図である。
【図１８】後側導光板回転駆動機構および大型役物支持アームを、後方から見たときの分
解斜視図の一例である。
【図１９】前側導光板回転駆動機構および後側導光板回転駆動機構を、前方からみたとき
の斜視図の一例である。
【図２０】大型役物本体部を右側方から見た側面図の一例である。
【図２１】後側導光板が回転方向における原点位置にあるときの大型役物本体部の背面図
である。
【図２２】後側導光板が回転運動により、回転方向における原点位置から移動した状態の
大型役物本体部の背面図である。
【図２３】後側導光板が上下方向における原点位置（最上端位置）にあるときの大型役物
本体部の背面図である。
【図２４】後側導光板が、上下方向における最下端位置にあるときの大型役物本体部の背
面図である。
【図２５】大型役物本体部の正面図であって、大型役物に対して前側導光板および後側導
光板が作動した態様を示す図である。
【図２６】大型役物左駆動機構の分解斜視図である。
【図２７】本発明の一実施形態におけるロック機構およびその支持構造を示す斜視図の一
例であり、大型役物支持アームを下方から保持する保持状態の一例を示す図である。
【図２８】本発明の一実施形態におけるロック機構およびその支持構造を示す斜視図であ
り、大型役物支持アームを下方から保持する保持状態が解除された解除状態の一例を示す
図である。
【図２９】本発明の一実施形態におけるリアスクリーンユニットを示す斜視図である。
【図３０】リアスクリーンユニットを縦方向に切った断面を後方からみた斜視図の一例で
ある。
【図３１】本発明の一実施形態における遊技パネルを示す斜視図である。
【図３２】本発明の一実施形態における前扉ユニットを斜め前方から見た状態を示す斜視
図である。
【図３３】本発明の一実施形態における前扉ユニットを斜め後方から見た状態を示す斜視
図である。
【図３４】本発明の一実施形態における前扉ユニットの構成要素の一部を示す分解斜視図
である。
【図３５】本発明の一実施形態におけるフロントスクリーンユニットを示す斜視図である
。
【図３６】本発明の一実施形態におけるフロントスクリーンユニットの断面図である。
【図３７】左側サイド飾り役物の斜視図の一例である。
【図３８】装飾レンズおよびＬＥＤ基板のみの平面図の一例である。
【図３９】前扉ユニットの上部における縦断面図の一例である。
【図４０】飾り役物カバーを前方から見たときの斜視図の一例である。
【図４１】飾り役物カバーを後方から見たときの斜視図の一例である。
【図４２】ＬＥＤ基板を前方から見たときの斜視図の一例である。
【図４３】ＬＥＤ基板を後方から見たときの斜視図の一例である。
【図４４】飾り役物駆動機構の正面図の一例である。
【図４５】飾り役物駆動機構の背面図の一例である。
【図４６】飾り役物駆動機構の正面図の一例であり、飾り役物駆動機構が最下端まで下降
したときを示している。
【図４７】リア投影装置およびフロント投影装置のそれぞれから投射された映像光により
、リアスクリーンユニットおよびフロントスクリーンのそれぞれに映像が投影されている
態様の一例を示す模式的側面図である。
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【図４８】主制御回路を示すブロック図の一例である。
【図４９】本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローを示す図である。
【図５０】主制御回路のメインＲＯＭに記憶されている当り乱数判定テーブルの一例を示
す図である。
【図５１】主制御回路のメインＲＯＭに記憶されている図柄判定テーブルの一例を示す図
である。
【図５２】主制御回路のメインＲＯＭに記憶されている大当り種類決定テーブルの一例を
示す図である。
【図５３】メインＣＰＵによる電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
【図５４】メインＣＰＵによるシステムタイマ割込処理の一例を示すフローチャートであ
る。
【図５５】メインＣＰＵによるスイッチ入力検出処理の一例を示すフローチャートである
。
【図５６】メインＣＰＵによる始動口入賞検出処理の一例を示すフローチャートである。
【図５７】メインＣＰＵによる変動パターン決定処理の一例を示すフローチャートである
。
【図５８】メインＣＰＵによる主制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図５９】メインＣＰＵによる特別図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図６０】メインＣＰＵによる特別図柄記憶チェック処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６１】メインＣＰＵによる特別図柄表示時間管理処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図６２】メインＣＰＵによる時短回数減算処理の一例を示すフローチャートである。
【図６３】メインＣＰＵによる大当り終了インターバル処理の一例を示すフローチャート
である。
【図６４】メインＣＰＵによる変動パターンテーブル設定処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図６５】メインＣＰＵによる普通図柄制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図６６】サブＣＰＵによるメイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図６７】サブＣＰＵによるコマンド解析処理の一例を示すフローチャートである。
【図６８】サブＣＰＵによるコマンド送信処理の一例を示すフローチャートである。
【図６９】サブＣＰＵによるメッセージ設定処理の一例を示すフローチャートである。
【図７０】サブＣＰＵによるディレクトテーブル登録処理の一例を示すフローチャートで
ある。
【図７１】サブＣＰＵによるメッセージ送信処理の一例を示すフローチャートである。
【図７２】フロントスクリーンおよびリアスクリーンユニットの両方に映像が投影されて
いる態様の一例を示す模式的斜視図である。
【図７３】上側リアスクリーンと中間リアスクリーンと下側リアスクリーンとに異なる映
像が投影される演出例を示す図である。
【図７４】上側リアスクリーンと下側リアスクリーンとで異なる映像が投影されつつも、
各スクリーンの境界を把握し難い映像が投影される演出例を示す図である。
【図７５】上側リアスクリーンと中間リアスクリーンと下側リアスクリーンとで一の投影
面が構成されており、この一の投影面に連続性のある映像が投影される演出例を示す図で
ある。
【図７６】後述の内部抽選の結果が大当りであったときに投影される演出例を示す遊技機
の正面図である。
【図７７】演出空間に大型役物本体部が進出したときに、当該大型役物２を強調する映像
がフロントスクリーンおよび上側リアスクリーンに投影された演出例を示す遊技機の正面
図の一例である。
【図７８】リア投影装置およびフロント投影装置のそれぞれから投射された映像光により
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、リアスクリーンユニットおよびフロントスクリーンのそれぞれに映像が投影される態様
の一例を示す図であって、図４７の変形例である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態に係る遊技機１について、図面を参照しつつ説明する。なお
、本発明は以下に説明する実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で適宜設
計変更可能である。
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機１の外観を示す正面図の一例である
。図２は、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機１の分解斜視図の一例である。
【００１８】
　本実施形態では、遊技媒体としての遊技球が遊技領域を転動流下することによって種々
の遊技を行なうことが可能なパチンコ遊技機１（例えば、図１参照）に本発明を適用した
実施の一形態を用いて説明する。
【００１９】
　以下の説明では、特に説明がない限り、パチンコ遊技機１（以下、「遊技機１」と称す
る）（図１参照）を遊技者から見て、手前側を前側とし、奥側を後側として、前後方向を
規定する。また、遊技機１を遊技者から見て、左手側を左側とし、右手側を右側として、
左右方向を規定する。さらに、遊技者側から見た場合に視認できる側の面を正面と規定し
、遊技者の反対側から見た場合に視認できる側の面を背面と規定する。
【００２０】
　本実施形態に係る遊技機１は、図２に示されるように、後部ユニット１００と、遊技演
出ユニット２００と、前扉ユニット５００とを具備する。これらのうち、後部ユニット１
００が最も後側であり、後側から前側に、後部ユニット１００、遊技演出ユニット２００
、前扉ユニット５００の順で並んでいる。以下、各構成要素について詳細に説明する。
【００２１】
［１．後部ユニット］
　図３及び図４を参照して、後部ユニット１００の構成について説明する。図３は、本発
明の一実施形態に係る遊技機１の後部ユニット１００を示す斜視図の一例である。図４は
、本発明の一実施形態に係る遊技機１の後部ユニット１００を示す縦断面図の一例である
。
【００２２】
　図３および図４に示されるように、後部ユニット１００は、筐体１１０と、リア投影装
置１２０とを備えている。
【００２３】
［１－１．筐体］
　筐体１１０は、リア投影装置１２０を収容可能で、かつ、前側が開放された上下方向に
延びる箱状の部材である。
【００２４】
［１－２．リア投影装置］
　リア投影装置１２０は、第１リアプロジェクタ１２２と、第２リアプロジェクタ１２４
と、リアミラー１２６とを備えている。
【００２５】
　第１リアプロジェクタ１２２は、筐体１１０内の上部に配置されるプロジェクタである
。第１リアプロジェクタ１２２は、前方に向けて映像光を投射できるように配置されてい
る。第１リアプロジェクタ１２２から投射された映像光は、後述のリアスクリーンユニッ
ト２９０に投影される。より具体的には、第１リアプロジェクタ１２２は、後述のリアス
クリーンユニット２９０としての、上側リアスクリーン２９０２（例えば、後述の図２９
参照）および中間リアスクリーン２９０６（例えば、後述の図２９参照）に映像光が投影
されるように配置されている。
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【００２６】
　なお、第１リアプロジェクタ１２２を、リアスクリーンユニット２９０（例えば、図２
参照）のいずれの領域に向けて映像光が投射されるように配置するかは特に限定されるも
のではなく、例えば、上側リアスクリーン２９０２（例えば、後述の図２９参照）のみに
向けて映像光が投射されるように配置してもよいし、リアスクリーンユニット２９０の略
全領域に向けて映像光が投射されるように配置してもよい。
【００２７】
　第２リアプロジェクタ１２４は、筐体１１０内において第１リアプロジェクタ１２２の
下方に配置されるプロジェクタである。第２リアプロジェクタ１２４は、リアミラー１２
６に向けて映像光を投射し、リアミラー１２６により反射された反射光が後述のリアスク
リーンユニット２９０に投影されるように配置されている。より具体的には、第２リアプ
ロジェクタ１２４は、リアミラー１２６で反射させた映像光が後述のリアスクリーンユニ
ット２９０の下側リアスクリーン２９０４（例えば、後述の図２９参照）および中間リア
スクリーン２９０６（例えば、後述の図２９参照）に投影されるように配置されている。
なお、第２リアプロジェクタ１２４を、リアスクリーンユニット２９０のいずれの領域に
向けて映像光が投射されるように配置するかは特に限定されるものではなく、例えば、下
側リアスクリーン２９０４のみに向けて映像光が投射されるように配置してもよいし、リ
アスクリーンユニット２９０の略全領域に向けて映像光が投射されるように配置してもよ
い。
【００２８】
　リアミラー１２６は、第２リアプロジェクタ１２４から投射された映像光を、後述のリ
アスクリーンユニット２９０に向けて反射させる部材である。リアスクリーンユニット２
９０では、この反射された映像光により、映像が投影される。リアミラー１２６は、第２
リアプロジェクタ１２４の下方に配置されている。
【００２９】
　なお、本実施形態では、第１リアプロジェクタ１２２から投射された映像光については
、反射させることなく前方に向けて投射させ、第２リアプロジェクタ１２４から投射され
た映像光については、リアミラー１２６で前方に向けて反射させるようにしているが、こ
れに限られない。例えば、第１リアプロジェクタ１２２から投射された映像光および第２
リアプロジェクタ１２４から投射された映像光の両方を、反射部材（例えば、ミラー）で
前方に向けて反射させるようにしてもよい。また、第１リアプロジェクタ１２２から投射
された映像光および第２リアプロジェクタ１２４から投射された映像光の両方とも、反射
させずに、前方に向けて投射させるようにしてもよい。また、第１リアプロジェクタ１２
２から投射された映像光については、反射部材（例えばミラー）で前方に向けて反射させ
、第２リアプロジェクタ１２４から投射された映像光については、反射させることなく前
方に向けて投射させるようにしてもよい。
【００３０】
［２．遊技演出ユニット］
　図５は、本発明の一実施形態に係る遊技機１の遊技演出ユニット２００を示す斜視図の
一例である。図６は、本発明の一実施形態に係る遊技機１の遊技演出ユニット２００を示
す正面図の一例である。図７は、本発明の一実施形態に係る遊技機１の遊技演出ユニット
２００を示す斜視図の一例である。なお、図５および図６では、前扉ユニット５００に備
えられる遊技領域区画ガラス５２０についても図示しているが、図７では、遊技領域区画
ガラス５２０を図示していない。
【００３１】
　図２および図５～図７を参照して、遊技演出ユニット２００の構成について説明する。
図２に示されるように、遊技演出ユニット２００は、本体枠部２１０と、重量感のある大
きな役物でありつつも作動可能に構成される大型役物ユニット２２０と、上述のリア投影
装置１２０（第１リアプロジェクタ１２２、第２リアプロジェクタ１２４）から前方に向
けて投射された映像光により、正面視で視認できる映像が投影されるリアスクリーンユニ
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ット２９０と、後述の遊技領域３２０を有する遊技パネル３００とを備えている。本体枠
部２１０は、縦長矩形状の枠部であり、この本体枠部２１０に、大型役物ユニット２２０
、リアスクリーンユニット２９０および遊技パネル３００が取り付けられている。
【００３２】
　なお、本実施形態の遊技機１では、遊技パネル３００の大きさが従来の遊技機よりも小
さく、後述する遊技領域３２０（例えば、図３１参照）の直径が略３００ｍｍとなってい
る。また、遊技パネル３００の前面には、遊技領域区画ガラス５２０（例えば、後述の図
３３参照）が配置されており、この遊技領域区画ガラス５２０によって、遊技領域３２０
の前面側が他の領域と区画されている。
【００３３】
［２－１．本体枠部］
　図８及び図９を参照して、本体枠部２１０の構成について説明する。図８は、本発明の
一実施形態に係る遊技機１の遊技演出ユニット２００（例えば、図２参照）のうち、本体
枠部２１０に大型役物ユニット２２０を取り付けた状態を示す斜視図の一例である。図９
は、図８に示される本体枠部２１０から後述の左縦カバー２１３０および右縦カバー２１
３２を除いた状態で示す斜視図の一例である。
【００３４】
　本体枠部２１０は、主として本体枠２１２で構成されており、本体枠部２１０の左側の
上下それぞれの端部の前面側に、取付金具２１４が取り付けられている。この取付金具２
１４は、前扉ユニット５００（例えば、図２参照）を取り付けるための金具であり、例え
ばヒンジが用いられる。また、後述の大型役物２３２の左右両側には、当該大型役物２３
２と本体枠２１２とのスペースを塞ぐサイド部材２１６が設けられている。ただし、図９
では、大型役物２３２の左側に設けられたサイド部材２１６のみを図示し、大型役物２３
２の右側に設けられるサイド部材２１６については図示を省略している。
【００３５】
　図８および図９に示されるように、本体枠２１２は、例えば、左縦枠２１２２と、右縦
枠２１２４と、上横枠２１２６と、下横枠２１２８と、左縦カバー２１３０と、右縦カバ
ー２１３２とが相互に一体に組み合わされることにより、左右方向の長さよりも上下方向
の長さが長い長方形枠状であって、中央部に開口部を有する枠状に構成されている。この
中央の開口部は、後述する内部抽選の結果に基づいて大型役物ユニット２２０が作動する
役物演出や、内部抽選の結果に基づいてリアスクリーンユニット２９０（例えば、図２９
参照）に演出としての映像が投影される表示演出が行われる演出領域として機能する。
【００３６】
　左縦枠２１２２は、上側部分の前側の領域が切り欠かれており、その切り欠かれた領域
に、後述の大型役物左駆動機構２４０を収容可能となっている。
【００３７】
　右縦枠２１２４は、上側部分の前側の領域が切り欠かれており、その切り欠かれた領域
に、後述の大型役物右駆動機構２６０を収容可能となっている。
【００３８】
　上横枠２１２６は、左縦枠２１２２の上端部と右縦枠２１２４の上端部とを連結するも
のであり、下横枠２１２８は、左縦枠２１２２の下端部と右縦枠２１２４の下端部とを連
結するものである。
【００３９】
　左縦カバー２１３０は、左縦枠２１２２の前側を覆うものであり、左縦枠２１２２の上
側部分に設けられた大型役物左駆動機構２４０を前面側から塞ぐものである。
【００４０】
　右縦カバー２１３２は、右縦枠２１２４の前側を覆うものであり、右縦枠２１２４の上
側部分に設けられた大型役物右駆動機構２６０を前面側から塞ぐものである。
【００４１】
［２－２．大型役物ユニット］
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　図１０および図１１を参照して、大型役物ユニット２２０の構成について説明する。図
１０は、本発明の一実施形態における大型役物ユニット２２０を示す斜視図の一例である
。図１１は、本発明の一実施形態における大型役物ユニット２２０を後側から見た斜視図
の一例である。
【００４２】
　大型役物ユニット２２０は、重量感のある大型役物本体部２３０と、左右方向に長く、
左右方向の略中央部で大型役物本体部２３０を支持する大型役物支持アーム２３８と、大
型役物支持アーム２３８を支持する大型役物駆動機構（大型役物左駆動機構２４０，大型
役物右駆動機構２６０）とを備えている。
【００４３】
　大型役物左駆動機構２４０は、大型役物支持アーム２３８の左方において当該大型役物
支持アーム２３８を支持しており、大型役物右駆動機構２６０とともに、当該大型役物支
持アーム２３８を介して大型役物２３２を上下動させることができる。また、大型役物右
駆動機構２６０は、大型役物支持アーム２３８の右方において当該大型役物支持アーム２
３８を支持しており、大型役物支持アーム２３８を上下動させることができる。上述した
とおり大型役物本体部２３０は大型役物支持アーム２３８に支持されているため、大型役
物本体部２３０は、大型役物左駆動機構２４０および大型役物右駆動機構２６０によって
両持ちで支持されて、上下動されることとなる。
【００４４】
　大型役物支持アーム２３８の前面には、大型役物２３２の左右両側に、後述の導光板上
下駆動機構２３９，２７０（例えば、図２３参照）の駆動源であるモータ２３８４，２３
９２（例えば、図１４参照）が設けられており、このモータ２３８４，２３９２は、カバ
ー部材２３８４，２３８６で前方から塞がれている。
【００４５】
　カバー部材２３８４，２３８６の上端部には、それぞれ、上下方向に回転するローラ２
８０，２８４が設けられている。これらのローラ２８０，２８４は、図示しない付勢部材
によって前方に向けて付勢されている。ローラ２８０，２８４の左右両側には、前方に向
けて付勢されるローラ２８０を、後方に向けて押さえる一対の押さえ部材２８２，２８６
が設けられている。この押さえ部材２８２，２８６は、ローラ面がカバー部材２３８４，
２３８６の前面よりも一定の範囲内で前側となるように、ローラ２８０，２８４の軸を支
持している。
【００４６】
　カバー部材２３８４，２３８５の前面は、上方位置において、サイド部材２１６の裏面
と対向している。このとき、上記のローラ２８０，２８６がサイド部材２１６（例えば、
図９参照）の裏面に当接するため、大型役物本体部２３０が上方位置から下降するときに
、カバー部材２３８４，２３８５の前面とサイド部材２１６の裏面との当接を防止するこ
とができ、大型役物本体部２３０のスムーズな下降を行うことが可能となる。また、カバ
ー部材２３８４，２３８５の前面とサイド部材２１６の裏面とが対向しない位置まで大型
役物本体部２３０が下降し、その後、カバー部材２３８４，２３８５の前面とサイド部材
２１６の裏面とが対向する位置まで上昇するときには、先ずは、カバー部材２３８４の前
面とサイド部材２１６の裏面とが当接する。そのため、カバー部材２３８４，２３８５の
前面とサイド部材２１６の裏面との当接を防止でき、大型役物本体部２３０のスムーズな
上昇を行うことが可能となる。このようにして、大型役物本体部２３０のスムーズな昇降
を実現することができる。
【００４７】
［２－２－１．大型役物本体部］
　図１２および図１３を参照して、大型役物本体部２３０の構成の概略について説明する
。図１２は、大型役物支持アーム２３８に支持された大型役物本体部２３０の斜視図の一
例である。図１３は、大型役物支持アーム２３８に支持された大型役物本体部２３０の正
面図の一例である。
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【００４８】
　大型役物本体部２３０は、大型役物２３２と、この大型役物２３２の背面側に配置され
る導光板（前側導光板２３４，後側導光板２３６）と、導光板を回転駆動させることが可
能な回転駆動機構（前側導光板２３４を回転駆動させることが可能な前側導光板回転駆動
機構２３４０，後側導光板２３６を回転駆動させることが可能な後側導光板回転駆動機構
２３６０（いずれも後述の図１９参照））と、前側導光板２３４および後側導光板２３６
の両方をともに上下動させることが可能な導光板上下駆動機構２３９，２７０（いずれも
後述の図２３参照）とを備えている。
【００４９】
［２－２－１－１．大型役物］
　大型役物２３２は、例えば「７」等の図柄を模した光透過性を有する部材であり、左右
方向に延びる大型役物支持アーム２３８に取付固定されている。また、この大型役物２３
２は、後述するとおり上側リアスクリーン２９０２（例えば、図２９参照）の前方に進出
することができる役物であるが、インパクトのある役物演出を行うことができるように、
上側リアスクリーン２９０２のうち正面視で視認できる領域の大半を占める大きさとなっ
ている。また、大型役物２３２は、重量感を醸し出すことができるように、周縁部（外周
部）２３２２（後述の図１５参照）の前後方向の厚みが後述する遊技パネル３００の厚み
よりも大きく構成されているものの、その内側は、前側導光板２３４を回転運動させる前
側導光板回転駆動機構２３４０（後述の図１５参照）などを収容できる収容空間２３２４
（後述の図１５参照）が形成されている。また、大型役物２３２の後方側の面は平坦な平
面となっている。
【００５０】
　図１２～図１５（特に図１５）に示されるように、前側導光板２３４は、大型役物２３
２の正面視における形状と略相似形の板状部材であり、大型役物２３２の後方側の平面と
対向するように配置されている。また、前側導光板２３４は、大型役物２３２の周縁部の
略全周において当該周縁部から僅かに外側にはみ出る程度の大きさである。この前側導光
板２３４は、詳細は後述するが、大型役物２３２の背面において、前側導光板回転駆動機
構２３４０（例えば、図１９参照）による回転運動と、導光板上下駆動機構２３９，２７
０による上下運動との両方を行うことが可能に構成されている。これにより、正面視では
、大型役物２３２の背面において、大型役物２３２と近接して対向するように配置された
状態で、前側導光板回転駆動機構２３４０による回転運動と、導光板上下駆動機構２３９
，２７０（例えば、図２３参照）による上下運動とを合成した（組み合わせた）動きを視
認することができる。
【００５１】
　なお、図１４は、大型役物支持アーム２３８に支持された大型役物本体部２３０の斜視
図の一例であって、大型役物本体部２３０の前面側のカバー部材２３８２（例えば、図１
２参照）を取り外したときの斜視図の一例である。図１５は、大型役物本体部２３０およ
び大型役物支持アーム２３８の分解斜視図の一例である。
【００５２】
［２－２－１－２．導光板］
　図１６および図１７を参照して、導光板（前側導光板２３４，後側導光板２３６）につ
いて説明する。図１６は、後側導光板２３６にＬＥＤ基板２３７が組み付けられた状態を
示す斜視図である。図１７は、後側導光板２３６からＬＥＤ基板２３７を分離した状態を
示す斜視図である。
【００５３】
　なお、前側導光板２３４と後側導光板２３６とは、形状および大きさが略同じであるた
め、前側導光板２３４についての説明は省略し、後側導光板２３６についてのみ説明する
。
【００５４】
　後側導光板２３６は、前側導光板２３４と同様に、大型役物２３２の正面視における形
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状と略相似形の板状部材であり、後側導光板２３６と対向するように当該後側導光板２３
６の後方に配置されている。また、後側導光板２３６は、大型役物２３２の周縁部の略全
周において当該周縁部から僅かに外側にはみ出る程度の大きさである（例えば、図１３参
照）。この後側導光板２３６は、大型役物２３２の背面において、後述の後側導光板回転
駆動機構２３６０による回転運動と、後述の導光板上下駆動機構２３９，２７０による上
下運動との両方を行うことが可能に構成されている。これにより、正面視では、大型役物
２３２の背面において、前側導光板２３４と近接して対向するように配置された状態で、
後側導光板回転駆動機構２３６０による回転運動と、導光板上下駆動機構２３９，２７０
による上下運動とを合成した動きを視認することができる。
【００５５】
　なお、前側導光板２３４と後側導光板２３６とは、形状および大きさが略同じであるが
、形状が多少異なっていてもよいし、少なくとも作動したときに視認できればいずれか一
方が他方より大きくてもよい。
【００５６】
　また、前側導光板２３４と後側導光板２３６とは、回転運動はそれぞれ別の駆動機構（
前側導光板２３４が前側導光板回転駆動機構２３４０（例えば、図１５参照）、後側導光
板２３６が後側導光板回転駆動機構２３６０（例えば、図１５参照）により行われるが、
上下運動は、いずれも同じ駆動機構（導光板上下駆動機構２３９，２７０（例えば、図２
３参照）により行われる。
【００５７】
　また、大型役物２３２の背面に配置される導光板は、必ずしも本実施形態のように２枚
（前側導光板２３４，後側導光板２３６）である必要はなく、１枚であってもよいし、３
枚以上であってもよい。
【００５８】
　また、後側導光板２３６には開口部２３６１が形成されている。この開口部２３６１に
は、開口部２３６１の内側から後側導光板２３６の面に沿って光が透光されるように、Ｌ
ＥＤ基板２３７が嵌め込まれる。開口部２３６１に嵌め込まれたＬＥＤ基板２３７は、表
面側の押さえ板２３７５と裏面側の押さえ板２３７６とによって挟持される。
【００５９】
　ＬＥＤ基板２３７には、当該ＬＥＤ基板２３７の外周に沿って複数のＬＥＤ２３７２が
設けられている。複数のＬＥＤ２３７２は、図１７に示される例では、ＬＥＤ基板２３７
の外周全体に略等間隔で設けられている。後側導光板２３６の開口部２３６１にＬＥＤ基
板２３７が嵌め込まれた状態でＬＥＤ２３７２が発光すると、開口部２３６１の内側全周
から径方向の外側に向けて後側導光板２３６の面に沿って光が透光し、当該後側導光板２
３６が面発光する。
【００６０】
　なお、前側導光板２３４についても後側導光板２３６と同様に開口部が形成されており
、図示しないが、この開口部には、開口部の内側から前側導光板２３４の面に沿って光が
透光されるように、ＬＥＤ基板が嵌め込まれている。
【００６１】
　また、ＬＥＤ基板２３７には開口部２３７４が形成されている。この開口部２３７４は
、後側導光板回転駆動機構２３６０が挿通可能な大きさに形成されている。具体的には、
開口部２３７４は、ＬＥＤ基板２３７（後側導光板２３６）が大型役物２３２に対して回
転と上下動を組み合わせた所定の動きをしたときに、ＬＥＤ基板２３７と後側導光板回転
駆動機構２３６０とが干渉しないような大きさとされている。前側導光板２３４の開口部
に嵌め込まれるＬＥＤ基板についても同様である。
【００６２】
［２－２－１－３．導光板回転駆動機構］
　図１８～図２１を参照して、導光板回転駆動機構（前側導光板回転駆動機構２３４０，
後側導光板回転駆動機構２３６０）について説明する。図１８は、後側導光板回転駆動機
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構２３６０および大型役物支持アーム２３８を、後方から見たときの分解斜視図の一例で
ある。図１９は、前側導光板回転駆動機構２３４０および後側導光板回転駆動機構２３６
０を、前方からみたときの斜視図の一例である。図２０は、大型役物本体部２３０を右側
方から見た側面図の一例である。図２１は、後側導光板２３６が回転方向における原点位
置にあるときの大型役物本体部２３０の背面図である。
【００６３】
　なお、前側導光板回転駆動機構２３４０と後側導光板回転駆動機構２３６０とは、駆動
させる導光板の対象は異なるものの、構造および動作が略同じであるため、前側導光板回
転駆動機構２３４０についての説明は省略し、後側導光板回転駆動機構２３６０について
のみ説明する。
【００６４】
　後側導光板回転駆動機構２３６０は、後側導光板２３６を、大型役物２３２に対して回
転運動させる機構である。
【００６５】
　図１８、図１９および図２１に示されるように、後側導光板回転駆動機構２３６０は、
駆動機構取付板２３６０１と、駆動モータ２３６０２（図２１参照）と、駆動モータ２３
６０２の回転力が伝達される駆動ギア２３６０４と、この駆動ギア２３６０４の回転力が
伝達される各従動ギア（第１従動ギア２３６０６、第２従動ギア２３６０８、第３従動ギ
ア２３６１０、第４従動ギア２３６１２、第５従動ギア２３６１４、第６従動ギア２３６
１６）と、第２従動ギア２３６０８の回転力が伝達されるリンク連結ギア２３６２２と、
リンク連結ギア２３６２２と同軸で連結されるリンク部材２３６２０と、第６従動ギア２
３６１６の回転力が伝達されるリンク連結ギア２３６３２と、リンク連結ギア２３６３２
と同軸で連結されるリンク部材２３６３０とを備えている。
【００６６】
　駆動機構取付板２３６０１は、後側導光板回転駆動機構２３６０を構成する各種部材を
取り付けるための板状部材であり、大型役物支持アーム２３８に、導光板上下駆動機構２
３９（例えば、後述の図２４参照）を介して上下動可能に取り付けられている。導光板上
下駆動機構２３９については後述する。なお、駆動機構取付板２３６０１の左側の端部か
ら左方には後述のガイド板２７０７が延設されており、駆動機構取付板２３６０１の右側
の端部から右方には後述のガイド板２３９７が延設されている。
【００６７】
　駆動モータ２３６０２（図２１参照）は、例えばステッピングモータであり、駆動機構
取付板２３６０１の前面に固定されている。なお、図２１においては、駆動機構取付板２
３６０１の前面側に取り付けられている部材を視認できるように、便宜上、駆動機構取付
板２３６０１の図示を省略している。
【００６８】
　駆動ギア２３６０４は、駆動モータ２３６０２（図２１参照）の出力軸に同軸で連結さ
れたギアであり、駆動機構取付板２３６０１の後面側に配置されている。
【００６９】
　第１従動ギア２３６０６は、駆動ギア２３６０４と噛み合った状態で、駆動機構取付板
２３６０１の後面側に配置されている。第２従動ギア２３６０８は、第１従動ギア２３６
０６と噛み合った状態で、駆動機構取付板２３６０１の後面側に配置されている。第３従
動ギア２３６１０は、第２従動ギア２３６０８と噛み合った状態で、駆動機構取付板２３
６０１の後面側に配置されている。第４従動ギア２３６１２は、第３従動ギア２３６１０
と噛み合った状態で、駆動機構取付板２３６０１の後面側に配置されている。第５従動ギ
ア２３６１４は、第４従動ギア２３６１２と噛み合った状態で、駆動機構取付板２３６０
１の後面側に配置されている。第６従動ギア２３６１６は、第５従動ギア２３６１４と噛
み合った状態で、駆動機構取付板２３６０１の後面側に配置されている。
【００７０】
　リンク連結ギア２３６２２は、第２従動ギア２３６０８と噛み合った状態で、駆動機構
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取付板２３６０１の後面側に配置されている。
【００７１】
　リンク部材２３６２０は、正面視で後側導光板２３６の右方において、一方の端部がリ
ンク連結ギア２３６２２と同軸で連結され、他方の端部が後側導光板２３６の前面側に回
転自在に取り付けられている。リンク部材２３６３０は、正面視で後側導光板２３６の左
方において、一方の端部がリンク連結ギア２３６３２と同軸で連結され、他方の端部が後
側導光板２３６の後面側に回転自在に取り付けられている。
【００７２】
　リンク連結ギア２３６３２は、第６従動ギア２３６１６と噛み合った状態で、駆動機構
取付板２３６０１の後面側に配置されている。
【００７３】
　リンク部材２３６３０は、当該リンク部材２３６３０の一方の端部がリンク連結ギア２
３６３２と同軸で連結された状態で、駆動機構取付板２３６０１の前面側に配置されてい
る。
【００７４】
　なお、図１９に示されるように、後側導光板回転駆動機構２３６０を構成する各種部材
が取り付けられる駆動機構取付板２３６０１と、前側導光板回転駆動機構２３４０を構成
する各種部材が取り付けられる駆動機構取付板２３４０１とは、所定のスペースを有して
対面する態様で一体的に構成されている。
【００７５】
　図１５に示されるように、後側導光板２３６が取り付けられる駆動機構取付板２３６０
１と前側導光板２３４が取り付けられる駆動機構取付板２３４０１との間の所定のスペー
スには、前側導光板回転駆動機構２３４０の駆動源である駆動モータ２３４０２と、後側
導光板回転駆動機構２３６０の駆動源である駆動モータ２３６０２（図２１参照）と、前
側導光板２３４と、後側導光板２３６とが配置される。このとき、前側導光板２３４の駆
動源である駆動モータ２３４０２と、後側導光板２３６の駆動源である駆動モータ２３６
０２とが、左右方向に並べて、略同一平面上に配置されている。上記の所定のスペースに
各駆動モータ２３４０２，２３６０２が配置された上で、駆動機構取付板２３４０１と駆
動機構取付板２３６０１とが、導光板２３４，２３６（詳しくはＬＥＤ基板）に形成され
た開口部２３４４，２３７４を貫通して取り付けられ、一体化される。なお、駆動機構取
付板２３４０１と前側導光板２３４とは、リンク部材２３４２０，２３４４０によって連
結されており、駆動機構取付板２３６０１と後側導光板２３６とは、リンク部材２３６２
０，２３６３０（例えば、図１９参照）によって連結されている。
【００７６】
　このようにして、前側導光板回転駆動機構２３４０と、駆動機構取付板２３４０１と、
後側導光板回転駆動機構２３６０と、駆動機構取付板２３６０１と、前側導光板２３４と
、後側導光板２３６とが一体的に構成される。そして、このように一体的に構成された一
部が大型役物２３２の収容空間２３２４に収容されるため、導光板回転駆動機構２３４０
，２３６０によって占められる奥行き方向の大きさを抑制することができ、前側導光板２
３４と後側導光板２３６とを近接させて、コンパクトにすることができる。
【００７７】
　また、前側導光板回転駆動機構２３４０は、前側導光板２３４の前方側に配置されると
ともに一部が上記の収容空間２３２４に収容される一方で、後側導光板回転駆動機構２３
６０は、後側導光板２３６の後方側に配置される。すなわち、前側導光板２３４は、当該
前側導光板２３４よりも前方側に配置される前側導光板回転駆動機構２３４０によって駆
動される一方で、後側導光板２３６は、当該後側導光板２３６よりも後方側に配置される
後側導光板回転駆動機構２３６０によって駆動される。しかも、前側導光板回転駆動機構
２３４０の一部は収容空間２３４０に収容されている。したがって、大型役物２３２の後
方側の平坦な面と前側導光板２３４とを近接対向させることができるとともに、前側導光
板２３４と後側導光板２３６とを近接対向させた上で、大型役物２３２の後方において前
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側導光板２３４および後側導光板２３６を作動させることができる。
【００７８】
（後側導光板回転駆動機構による後側導光板の動作説明）
　図２１および図２２を参照して、後側導光板回転駆動機構２３６０による後側導光板２
３６の動きについて説明する。図２２は、後側導光板２３６が回転運動により、回転方向
における原点位置から移動した状態の大型役物本体部２３０の背面図である。
【００７９】
　駆動モータ２３６０２が回転すると、その回転に伴い、駆動ギア２３６０４、第１従動
ギア２３６０６、第２従動ギア２３６０８、第３従動ギア２３６１０、第４従動ギア２３
６１２、第５従動ギア２３６１４、第６従動ギア２３６１６、リンク連結ギア２３６２２
、およびリンク連結ギア２３６３２が回転する。リンク連結ギア２３６２２が回転すると
、このリンク連結ギア２３６２２と同軸で連結されるリンク部材２３６２０の一方の端部
を回転中心としてリンク部材２３６２０が回転する。また、リンク連結ギア２３６３２が
回転すると、このリンク連結ギア２３６３２と同軸で連結されるリンク部材２３６３０の
一方の端部を回転中心としてリンク部材２３６３０が回転する。駆動モータ２３６０２が
回転すると、リンク部材２３６２０とリンク部材２３６３０とが同期して回転し、後側導
光板２３６を回転運動させることができる。
【００８０】
　ここで、上述したとおり、大型役物２３２は大型役物支持アーム２３８に固定取付され
ている。また、図２１では図示が省略されているが、後側導光板回転駆動機構２３６０が
取り付けられる駆動機構取付板２３６０１は、上述したように、大型役物支持アーム２３
８に取り付けられている。したがって、駆動モータ２３６０２の駆動によってリンク部材
２３６２０，２３６３０が回転すると、例えば図２２に示されるように、大型役物２３２
（例えば、図１２１参照）に対して後側導光板２３６が回転運動することとなる。これに
より、大型役物２３２を実際の大きさよりも大きく見せることができるとともに、大型役
物２３２が大型役物支持アーム２３８に対して静止していたとしても、いかにも大型役物
２３２が動いているかのように見せることができる。
【００８１】
　なお、前側導光板回転駆動機構２３４０は、大型役物２３２に対して前側導光板２３４
を回転運動させるものである。前側導光板回転駆動機構２３４０は、後側導光板回転駆動
機構２３６０と同様の動作であるため、その動作説明を省略する。
【００８２】
　また、前側導光板回転駆動機構２３４０による前側導光板２３４の動きについても、後
側導光板回転駆動機構２３６０による後側導光板２３６の動きと同様であり、前側導光板
回転駆動機構２３４０の駆動モータ２３４０２が回転すると、その回転に伴い、各従動ギ
ア、各リンク連結ギア、および各リンク部材が回転し、大型役物２３２に対して前側導光
板２３４が回転運動することとなる。
【００８３】
　ただし、本実施形態では、導光板（前側導光板２３４および後側導光板２３６）の駆動
開始条件が成立すると（例えば、後述の演出空間７００に大型役物本体部２３０を進出さ
せることが決定されたときなど）、後述のサブＣＰＵ７３１は、前側導光板回転駆動機構
２３４０の駆動を開始させるタイミングと、後側導光板回転駆動機構２３６０の駆動を開
始させるタイミングとを異ならせて、それぞれの駆動を開始する。具体的には、サブＣＰ
Ｕ７３１は、先ずは前側導光板回転駆動機構２３４０の駆動を開始し、前側導光板回転駆
動機構２３４０の駆動を開始してから所定時間が経過したのちに、後側導光板回転駆動機
構２３６０の駆動を開始する。ここで、前側導光板回転駆動機構２３４０による前側導光
板２３４の回転運動と、後側導光板回転駆動機構２３６０による後側導光板２３６の回転
運動とが同じ態様で行われるため、前側導光板２３４の回転軌跡と後側導光板２３６の回
転軌跡とは同じである。
【００８４】
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　また、駆動モータ２３４０２と駆動モータ２３６０２とは略同じ回転速度で回転すると
ともに、前側導光板回転駆動機構２３４０と後側導光板回転駆動機構２３６０とで減速比
が同じである。そのため、前側導光板２３４と後側導光板２３６とは、所定の位相差をも
って、後側導光板２３６が、近接して対向配置される前側導光板２３４を追いかけるよう
に略同じ速度で回転運動することとなる。言い換えれば、前側導光板２３４と後側導光板
２３６とが、所定の時間差をもって略同じ軌跡を描きつつ略同じ速度で回転運動すること
となる。
【００８５】
　なお、本実施形態では、前側導光板２３４と後側導光板２３６とが略同じ軌跡を描きつ
つ回転運動するが、必ずしもこれに限られず、前側導光板２３４と後側導光板２３６とが
異なる軌跡を描くように回転運動してもよい。また、前側導光板２３４および後側導光板
２３６の動きが回転運動に限定されるものでもない、さらには、前側導光板２３４と後側
導光板２３６とが異なる軌跡を描くように作動するときには、前側導光板回転駆動機構２
３４０の駆動を開始させるタイミングと、後側導光板回転駆動機構２３６０の駆動を開始
させるタイミングとが略同じであってもよい。また、前側導光板回転駆動機構２３４０の
駆動を開始させるタイミングと、後側導光板回転駆動機構２３６０の駆動を開始させるタ
イミングとを略同じとして回転速度を変えるようにしてもよい。
【００８６】
　ところで、導光板２３４，２３６の上下運動は、いずれも、同じ駆動機構（導光板上下
駆動機構２３９，２７０）によって行われる。しかも、上述したとおり、導光板２３４，
２３６は、いずれも面発光するように構成されている。そのため、導光板２３４，２３６
は、面発光しながら、所定の位相差をもって略同じ軌跡を描きつつ略同じ速度で回転する
回転運動と、同じ速度で上下に移動する上下運動とを合成した動きを行う演出を行うこと
となる。これにより、大型役物２３２を実際の大きさよりも大きく見せることができるだ
けでなく、厚みをコンパクトにしつつ、大型役物本体部２３０全体としてインパクトのあ
る演出を行うことが可能となる。
【００８７】
［２－２－１－４．導光板上下駆動機構］
　図２３および図２４を参照して、導光板上下駆動機構２３９，２７０について説明する
。図２３は、導光板２３４，２３６が上下方向における原点位置（最上端位置）にあると
きの大型役物本体部２３０の背面図である。図２４は、導光板２３４，２３６が、上下方
向における最下端位置にあるときの大型役物本体部２３０の背面図である。なお、導光板
上下駆動機構２３９，２７０は、図２３および図２４に示されるように大型役物支持アー
ム２３８に取り付けられているが、本来、図２１および図２２に示されるように、導光板
上下駆動機構２３９，２７０の背面側にカバー部材（参照符号なし）が設けられている。
しかし、図２３および図２４では、説明の便宜上、導光板上下駆動機構２３９，２７０を
視認できるように、カバー部材の図示を省略している。
【００８８】
　導光板上下駆動機構２３９は、導光板２３４，２３６を、背面視左方（図２３における
左方）において上下方向に往復作動させる機構である。導光板上下駆動機構２７０は、導
光板２３４，２３６を、背面視右方（図２３における右方）において上下方向に往復作動
させる機構である。導光板上下駆動機構２３９と導光板上下駆動機構２７０とは、導光板
２３４，２３６を、背面視左方において作動させるか背面視右方において作動させるかに
ついて異なるものの構成および動作は略同じであるため、以下では、導光板上下駆動機構
２３９について説明し、導光板上下駆動機構２７０の詳細については、説明を省略する。
【００８９】
　導光板上下駆動機構２３９は、駆動モータ２３９２（例えば、図１４参照）と、駆動ギ
ア２３９３と、第１従動ギア２３９４と、第２従動ギア２３９５と、第３従動ギア２３９
６と、ガイド板２３９７と、ガイド２３９８とを備えている。
【００９０】
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　図１４に示されるように、駆動モータ２３９２は、ステッピングモータであり、大型役
物支持アーム２３８において、大型役物２３２よりも右方の前面側に配置されている。
【００９１】
　駆動ギア２３９３は、駆動モータ２３９２（例えば、図１４参照）の出力軸に同軸で連
結されたギアであり、駆動モータ２３９２が回転すると、この回転力が伝達される。
【００９２】
　第１従動ギア２３９４は駆動ギア２３９３と噛み合った状態で配置されており、第２従
動ギア２３９５は第１従動ギア２３９４と噛み合った状態で配置されており、第３従動ギ
ア２３９６は第２従動ギア２３９５と噛み合った状態で配置されている。
【００９３】
　なお、第３従動ギア２３９６には、径方向外側に延出するリンク部２３９６０が形成さ
れている。このリンク部２３９６０の先端部には、ボス２３９６１が設けられている。し
たがって、第３従動ギア２３９６が回転すると、第３従動ギア２３９６の中心を基点とし
てボス２３９６１が周回する。
【００９４】
　ガイド板２３９７は、上述したとおり、駆動機構取付板２３６０１の右側の端部から右
方に一体的に延設されている。ガイド板２３９７には、左右方向に延びる長穴２３９７０
が形成されている。この長穴２３９７０内に、上述のボス２３９６１が摺動自在に配置さ
れる。また、ガイド板２３９７には、ガイド２３９８を内挿するガイド孔２３９９（例え
ば、図１８参照）が形成されている。
【００９５】
　ガイド２３９８は、大型役物支持アーム２３８に設けられた上下方向に長い棒状部材で
あり、上述したとおり、ガイド孔２３９９に内挿されている。導光板上下駆動機構２３９
の駆動によってガイド板２３９７が上下運動できるように、ガイド２３９８とガイド孔２
３９９とは摺動自在となっている。
【００９６】
（導光板上下駆動機構の動作説明）
　大型役物支持アーム２３８（すなわち大型役物２３２）に対する導光板２３４，２３６
の上下運動は、導光板上下駆動機構２３９と導光板上下駆動機構２７０とが同期して駆動
することで実現できる。ただし、導光板上下駆動機構２３９の動作と導光板上下駆動機構
２７０の動作とは略同じであるため、ここでは、導光板上下駆動機構２３９の動作につい
て説明し、導光板上下駆動機構２７０の動作説明は省略する。
【００９７】
　駆動モータ２３９２（例えば、図１４参照）が回転すると、その回転に伴い、第１従動
ギア２３９４、第２従動ギア２３９５、第３従動ギア２３９６が回転する。そして、第３
従動ギア２３９６の回転に伴い、リンク部２３９６０の先端部に設けられているボス２３
９６１が、第３従動ギア２３９６の回転中心を基点として周回するとともに、長穴２３９
７０内を摺動する。この摺動に伴い、ガイド板２３９７を上下方向に移動させる力が作用
し、ガイド孔２３９９がガイド２３９８に対して摺動することで、ガイド板２３９７が上
下方向に作動する。ここで、上述したとおり、前側導光板回転駆動機構２３４０と、駆動
機構取付板２３４０１と、後側導光板回転駆動機構２３６０と、駆動機構取付板２３６０
１と、前側導光板２３４と、後側導光板２３６とが、一体的に構成されている。そのため
、駆動機構取付板２３６０１と一体的に構成されるガイド板２３９７が上下方向に作動す
ると、ガイド板２３９７と、駆動機構取付板２３６０１と、前側導光板回転駆動機構２３
４０と、駆動機構取付板２３４０１と、後側導光板回転駆動機構２３６０と、前側導光板
２３４と、後側導光板２３６とが、一体として上下方向に作動されることとなる。
【００９８】
　上述したとおり、導光板上下駆動機構２７０は導光板上下駆動機構２３９と同期して作
動するため、導光板上下駆動機構２３９と導光板上下駆動機構２７０との駆動によって、
前側導光板２３４および後側導光板２３６を、大型役物支持アーム２３８に対して上下方
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向に往復移動させることができる。なお、大型役物２３２は大型役物支持アーム２３８に
取付固定されているので、導光板上下駆動機構２３９および導光板上下駆動機構２７０に
よって前側導光板２３４および後側導光板２３６が上下方向に移動すると、この前側導光
板２３４および後側導光板２３６は、図２５に示されるように、大型役物２３２に対して
上下方向に移動することとなる。図２５は、大型役物本体部２３０の正面図であって、大
型役物２３２に対して導光板２３４，２３６が作動した態様を示す図である。
【００９９】
［２－２－２．大型役物駆動機構］
　図２６を参照して、大型役物駆動機構（大型役物左駆動機構２４０，大型役物右駆動機
構２６０）について説明する。図２６は、大型役物左駆動機構２４０の分解斜視図である
。
【０１００】
　なお、大型役物左駆動機構２４０と大型役物右駆動機構２６０とは、大型役物支持アー
ム２３８を左方において支持するか右方で支持するかといった点で異なるものの、構造お
よび動作が略同じであるため、大型役物右駆動機構２６０についての説明は省略し、大型
役物左駆動機構２４０についてのみ説明する。
【０１０１】
　大型役物左駆動機構２４０は、当該大型役物左駆動機構２４０を構成する各種部材が取
り付けられる左駆動機構取付ベース部材２４１と、駆動源としての駆動モータ２４２と、
駆動モータ２４２の出力軸と同軸で連結されて駆動モータ２４２の回転力が伝達される駆
動ギア２４３と、駆動ギア２４３の回転力が伝達されるボールねじ２４５と、ボールねじ
２４５が回転すると上下方向に移動するとともに大型役物支持アーム２３８（例えば、図
２５参照）を下方から支える台座２５２と、ボールねじ２４５と略平行に上下方向に延び
て上下方向への台座２５２の移動を案内する棒状のガイド２４６と、台座２５２からの大
型役物支持アーム２３８の落下を防止するアーム支持ガイド２４７と、アーム支持ガイド
２４７を支持するアーム支持溝部材２５４と、ガイド２４６を支持するガイド支持部２４
８と、大型役物支持アーム２３８を下方から保持するロック機構２５０と、ロック機構２
５０を支持するロック機構支持部２４９とを備えている。
【０１０２】
［２－２－２－１．駆動機構取付ベース部材等の各種部材］
　図２６に示されるように、左駆動機構取付ベース部材２４１は、上下方向に沿って延び
る長方形状の部材であって、本体枠部２１０の左縦枠２１２２の上側部分の切り欠かれた
領域（例えば、図９参照）に取り付けられる。
【０１０３】
　駆動モータ２４２は、例えばステッピングモータである。駆動ギア２４３は、駆動モー
タ２４２の出力軸に同軸で連結されたギアである。従動ギア（不図示）は、駆動モータ２
４２と噛み合うギアである。
【０１０４】
　ボールねじ２４５は、従動ギア（不図示）と連結されて回転するものである。ボールね
じ２４５は、雄ねじ部材２４５０と雌ねじ部材２４５１とが螺合することにより構成され
る。雌ねじ部材２４５１は、雄ねじ部材２４５０の回転に伴い、上下方向に移動する。
【０１０５】
　雌ねじ部材２４５１には、大型役物支持アーム２３８を載置可能な台座２５２が取付固
定されている。この台座２５２には、弾力性のある緩衝部材２５６（例えば、図１０また
は図１１参照）を介して、上方向に固定されずに自由度を保ちつつ、大型役物支持アーム
２３８が載置されている。したがって、雌ねじ部材２４５１が上下方向に移動すると、こ
れに伴って、大型役物支持アーム２３８を介して大型役物本体部２３０が上下方向に移動
する。
【０１０６】
　ガイド支持部２４８は、左駆動機構取付ベース部材２４１に固定される。ガイド支持部
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２４８は、ガイド２４６を支持するとともに、雄ねじ部材２４５０を回転自在に支持する
。また、ロック機構支持部２４９は、ガイド支持部２４８を介して左駆動機構取付ベース
部材２４１に固定される。
【０１０７】
　アーム支持ガイド２４７は、大型役物支持アーム２３８（例えば、図１１参照）に設け
られたアーム支持溝部材２５４に形成されるガイド孔に摺動自在に挿通される。アーム支
持溝部材２５４に形成されるガイド孔にアーム支持ガイド２４７が挿通されることにより
、大型役物支持アーム２３８の前後方向の移動が規制される。これにより、大型役物支持
アーム２３８が台座２５２から脱落することが防止される。
【０１０８】
　ガイド２４６は、雌ねじ部材２４５１に形成されたガイド孔に摺動自在に挿通される。
ガイド２４６は、雌ねじ部材２４５１の上下方向の移動をガイドする。
【０１０９】
　ここで、大型役物支持アーム２３８（例えば、図１０参照）は、上述したとおり、前後
方向には上述のアーム支持ガイド２４７によって支持されているものの、上下方向には例
えばビス等によって固定されているわけではなく台座２５２に載置されているだけなので
、上方向の自由度が大きい。本実施形態では、上述したとおり、大型役物本体部２３０（
より詳しくは大型役物支持アーム２３８）が大型役物左駆動機構２４０および大型役物右
駆動機構２６０によって両持ちで支持されているため、大型役物左駆動機構２４０による
昇降速度と大型役物右駆動機構２６０による昇降速度とが一致しなければ、スムーズな昇
降ができないだけでなく、場合によっては昇降できないといった事態も生じうる。とくに
、本実施形態の大型役物本体部２３０は大型で重量物であるため、その傾向が顕著である
。大型役物左駆動機構２４０による昇降速度と大型役物右駆動機構２６０による昇降速度
との不一致は、例えば異物の噛み込み等、些細な事が原因となって生じうる。この点、本
実施形態の遊技機１によれば、上方向における自由度が大きくなるように、大型役物支持
アーム２３８が左方および右方において上方向に固定されないよう台座２５２に載置され
ている。そのため、大型役物左駆動機構２４０による昇降速度と大型役物右駆動機構２６
０による昇降速度とが必ずしも一致していなくても、スムーズな昇降を、極力、維持する
ことが可能となる。その結果、大型役物本体部２３０の大型化を図ることができ、大きな
インパクトを与えることができる役物演出を実行することが可能となる。
【０１１０】
　なお、本実施形態では、大型役物支持アーム２３８が左方および右方の両方において上
方向に固定されないよう台座２５２に載置されているが、必ずしもこれに限られず、上方
向への自由度が大きいのが左方および右方のうちいずれか一方のみであったとしても、あ
る程度の範囲までであれば、スムーズな昇降を維持することができる。
【０１１１】
　また、本実施形態では、台座２５２に大型役物支持アーム２３８が載置されている（す
なわち、大型役物支持アーム２３８が台座２５２によって下方から支持されている）が、
これに代えて、大型役物支持アーム２３８が吊られるようにして上方で支持されるように
し、下方向における自由度が大きくなるようにしてもよい。
【０１１２】
　また、本実施形態の大型役物支持アーム２３８（例えば、図１０参照）は、上述したと
おり、上下方向には台座２５２に載置されているだけであるから、大型役物支持アーム２
３８の昇降時に、大型役物支持アーム２３８の安定性に欠けるおそれがある。すなわち、
大型役物支持アーム２３８の昇降時に、ガイド２４６と雌ねじ部材に形成されたガイド孔
との間でスムーズに摺動しなかったり、アーム支持ガイド２４７とアーム支持溝部材２５
４に形成されるガイド孔との間でスムーズに摺動しなくなるおそれがある。
【０１１３】
　そこで、本実施形態では、大型役物支持アーム２３８の昇降時の不安定さを抑制すべく
、大型役物支持アーム２３８に対して左側で張力を付与する張力付与部材２５８と、大型
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役物支持アーム２３８に対して右側で張力を付与する張力付与部材２７８（例えば、図１
０参照）とを備えている。なお、張力付与部材２５８と張力付与部材２７８とは、左右方
向で取付部位が異なるものの、構成および作用については同様であるから、以下、張力付
与部材２５８について説明し、張力付与部材２７８についての説明は省略する。
【０１１４】
　張力付与部材２５８は、軸心を回転中心として回転できる回転部材（不図示）と、この
回転部材の軸心に一端が固定して取り付けられる金属製のリボン状部材（不図示）と、こ
のリボン状部材が軸心を中心とするコイル状に巻かれるように回転部材に対して付勢力を
与える付勢部材（不図示）とを有する。リボン状部材の他端は大型役物支持アーム２３８
に取り付けられている。
【０１１５】
　張力付与部材２５８は、正面視で上下方向に回転するように、ロック機構支持部２４９
に取付固定されている。ロック機構支持部２４９は、上述したとおり、ガイド支持部２４
８を介して左駆動機構取付ベース部材２４１に固定されているため、張力付与部材２５８
も左駆動機構取付ベース部材２４１に固定されることとなる。大型役物支持アーム２３８
が昇降するとき、大型役物支持アーム２３８は左駆動機構取付ベース部材２４１に対して
相対的に移動するため、大型役物支持アーム２３８が下方に移動すると、張力付与部材２
５８によって逆方向（上方向）にテンションが作用する。同様に、張力付与部材２７８に
よっても逆方向にテンションが作用するため、大型役物支持アーム２３８の昇降時におけ
る大型役物支持アーム２３８の不安定さを抑制でき、大型役物支持アーム２３８のスムー
ズな昇降を可能ならしめることができる。
【０１１６】
　また、張力付与部材２５８，２７８は、大型役物支持アーム２３８に対して上方向の力
を作用するため、大型役物支持アーム２３８を上方向に移動させるときに、当該上方向へ
の移動を補助する機能も有する。これにより、より一層。上方向への大型役物支持アーム
２３８のスムーズな移動を可能ならしめることができる。
【０１１７】
［２－２－２－２．ロック機構］
　図２７および図２８を参照して、ロック機構２５０の構成および動作について説明する
。なお、図２７は、本発明の一実施形態におけるロック機構およびその支持構造を示す斜
視図の一例であり、大型役物支持アーム２３８を下方から保持する保持状態の一例を示す
図である。図２８は、本発明の一実施形態におけるロック機構およびその支持構造を示す
斜視図であり、大型役物支持アーム２３８を下方から保持する保持状態が解除された解除
状態の一例を示す図である。
【０１１８】
　ロック機構２５０は、ロック機構支持部２４９およびガイド支持部２４８（例えば、い
ずれも図２６参照）を介して、左駆動機構取付ベース部材２４１（例えば、図２６参照）
に取付固定される。
【０１１９】
　図２７に示されるように、ロック機構２５０は、大型役物支持アーム２３８を介して大
型役物本体部２３０を下方から抱え込むことで、当該大型役物本体部２３０を上方におい
て保持する保持状態に維持することができる。
【０１２０】
　また、図２８に示されるように、ロック機構２５０は、上記の保持態様が解除されると
、大型役物本体部２３０が下方に移動したときに当該大型役物本体部２３０と干渉しない
ように、大型役物本体部２３０の下方向への移動軌跡（軌道）から退避する。このとき、
大型役物支持アーム２３８の下面に対してスライド移動して退避するのではなく、回転運
動により退避するように構成されている。
【０１２１】
　詳述すると、ロック機構２５０は、ロック機構取付ベース部材２５０２（例えば、図２
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６参照）と、ロック用モータ２５０４（例えば、図２６参照）と、ロック用駆動ギア２５
０６と、ロック用従動ギア２５０８と、ピン２５０８２と、円筒ころ２５１０と、スライ
ダ２５１２と、ストッパ２５１４と、ストッパ支持軸２５１６とを備えている。
【０１２２】
　ロック機構取付ベース部材２５０２は、ロック機構支持部２４９（例えば、図２６参照
）に固定される。ロック用モータ２５０４（例えば、図２６参照）は、ステッピングモー
タであり、ロック機構取付ベース部材２５０２に固定される。ロック用駆動ギア２５０６
は、ロック用モータ２５０４の出力軸に同軸で連結されたギアである。ロック用従動ギア
２５０８は、ロック用駆動ギア２５０６と噛み合うギアである。
【０１２３】
　ピン２５０８２は、ロック用従動ギア２５０８に突出形成された円柱状のものである。
円筒ころ２５１０は、ピン２５０８２の外周を覆うように設けられ、ピン２５８０２の外
周面で回転自在に設けられた部材である。
【０１２４】
　スライダ２５１２は、ロック用モータ２５０４からの回転力を上下方向への力に変換し
、ストッパ２５１４に伝達するものである。
【０１２５】
　スライダ２５１２は、ピン２５０８２が挿通されるピン挿通孔２５１２２と、ロック用
ラック２５１２４とを備えている。
【０１２６】
　ストッパ２５１４は、略Ｌ字状に屈曲した部材である。ストッパ２５１４の一方の端部
には、支持孔２５１４２が形成され、当該支持孔２５１４２にはストッパ支持軸２５１６
が挿通されている。ストッパ２５１４は、ストッパ支持軸２５１６を介して、ロック機構
取付ベース部材２５０２に回転可能に取り付けられている。また、ストッパ２５１４の上
記一方の端部には、ロック用ピニオン２５１４４が形成されている。当該ロック用ピニオ
ン２５１４４は、スライダ２５１２のロック用ラック２５１２４と互いに噛み合っている
。
【０１２７】
（ロック機構の動作説明）
　ロック機構２５０の動作について説明する。ロック用モータ２５０４（例えば、図２６
参照）を回転させると、その回転に伴い、ロック用駆動ギア２５０６が回転し、さらにロ
ック用従動ギア２５０８が回転する。ロック用従動ギア２５０８の回転に伴い、ピン２５
０８２が回動する。ピン２５０８２が回動すると、その回動に伴い、ピン２５０８２がス
ライダ２５１２のピン挿通孔２５１２２内を摺動し、スライダ２５１２が上下方向に移動
する。スライダ２５１２が上下方向に移動すると、ストッパ２５１４が回動する。この回
動により、スライダ２５１２は、大型役物支持アーム２３８を下方から保持する保持状態
（例えば、図２７参照）と、大型役物支持アーム２３８の保持状態が解除された解除状態
（例えば、図２８参照）との２つの状態を選択的に採ることができる。
【０１２８】
　このように、大型役物支持アーム２３８を下方から保持できるようにすることで、大型
役物支持アーム２３８（大型役物２３２）の大型化によって重量が大きくなったとしても
、大型役物支持アーム２３８が重力作用で自然落下してしまうことを防止できるため、大
型化された大型役物２３２により、大きなインパクトを与える役物演出を実行することが
可能となる。
【０１２９】
　ところで、大型役物支持アーム２３８を下方から支えて保持する場合、かかる保持を、
大型役物本体部２３０（大型役物支持アーム２３８）の下面に対してロック機構２５０を
スライド（摺動）させて解除しようとすると、大型役物本体部２３０の重みによって相当
の力を要する。この点、本実施形態によれば、スライドさせることなくロック機構２５０
の回転運動によって保持態様と解除状態とを切り替えることができるので、大きな力を左
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程必要とすることなく、大型役物本体部２３０の下面に対してロック機構２５０を保持態
様から解除状態に切り替えることができる。
【０１３０】
［２－３．リアスクリーンユニット］
　図２９を参照して、リアスクリーンユニット２９０の構成について説明する。図２９は
、本発明の一実施形態におけるリアスクリーンユニットを示す斜視図である。
【０１３１】
　リアスクリーンユニット２９０は、上側リアスクリーン２９０２と、下側リアスクリー
ン２９０４と、中間リアスクリーン２９０６とを備えている。
【０１３２】
　上述したとおり、上側リアスクリーン２９０２には、第１リアプロジェクタ１２２（例
えば、図３参照）から前方に向けて投射された映像光により、映像が投影される。下側リ
アスクリーン２９０４には、リアミラー１２６（例えば、図３参照）で反射されるものの
、第２リアプロジェクタ１２４（例えば、図３参照）から投射された映像光により、映像
が投影される。中間リアスクリーン２９０６には、第１リアプロジェクタ１２２から前方
に向けて投射された映像光と、第２リアプロジェクタ１２４から投射された映像光との両
方により、映像が投影される。第１リアプロジェクタ１２２から前方に向けて投射された
映像光および第２リアプロジェクタ１２４から前方に向けて投射された映像光には、反射
部材（例えばミラー）で反射された映像も含む。
【０１３３】
　このように、リアスクリーンユニット２９０は、複数のリアプロジェクタ（第１リアプ
ロジェクタ１２２、第２リアプロジェクタ１２４（いずれも、例えば図３参照））から投
射された映像光により映像が投影されるため、リアスクリーンユニット２９０とリアプロ
ジェクタとの距離を最小限に抑えつつ、鮮明な映像が広域にわたってリアスクリーンユニ
ット２９０に投影させることが可能となる。
【０１３４】
　なお、中間リアスクリーン２９０６には、第１リアプロジェクタ１２２から前方に向け
て投射された映像光のみにより映像が投影されるようにしてもよいし、第２リアプロジェ
クタ１２４から投射された映像光のみにおり映像が投影されるようにしてもよい。
【０１３５】
　また、リアスクリーンユニット２９０に向けて映像光を投射するプロジェクタの数は、
リアスクリーンユニット２９０とリアプロジェクタとの距離を必要以上に大きくすること
なく鮮明な映像を広域に投影させることができれば１つであってもよいし、設置スペース
及びコスト面で問題がなければ３つ以上としてもよい。
【０１３６】
　上側リアスクリーン２９０２、下側リアスクリーン２９０４および中間リアスクリーン
２９０６は、各々、例えば略長方形状に形成されている。そして、上側リアスクリーン２
９０２および下側リアスクリーン２９０４は、互いに前後方向にずれて略鉛直方向に沿っ
て配置されている。より具体的には、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン
２９０４とは、正面視で重ならないように、下側リアスクリーン２９０４よりも上側リア
スクリーン２９０２の方が後方側に位置するように配置されている。これにより、上側リ
アスクリーン２９０２の前方（下側リアスクリーン２９０４の上方）に空間を形成させつ
つ、上側リアスクリーン２９０２に投影される映像と下側リアスクリーン２９０４に投影
される映像との両方を正面視で見ることができる。
【０１３７】
　上側リアスクリーン２９０２の前方（下側リアスクリーン２９０４の上方）に形成され
た空間は、種々の演出が行われる演出空間７００（例えば、後述の図４７参照）として用
いることができる。本実施形態では、上述した重量感のある大型役物本体部２３０（例え
ば、図８参照）を、上方（例えば、後述の飾り役物５６０の後方位置）に保持しておき、
後述の内部抽選の結果にもとづいて、後述のサブＣＰＵ７３１（例えば、図４８参照）に
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よる制御により大型役物左駆動機構２４０および大型役物右駆動機構２６０（例えば、図
１０参照）を駆動させて、大型役物本体部２３０（例えば、図１０参照）を上記の空間に
進出させるようにしている。
【０１３８】
　また、中間リアスクリーン２９０６は、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリ
ーン２９０４との間の隙間を埋めるように配置されている。具体的には、図３０に示され
るように、上側リアスクリーン２９０２の下辺と中間リアスクリーン２９０６の上辺とが
、例えば透明な連結部材２９０８によって接続され、下側リアスクリーン２９０４の上辺
と中間リアスクリーン２９０６の下辺とが接続されている。図３０は、リアスクリーンユ
ニット２９０を縦方向に切った断面を後方からみた斜視図の一例である。下側リアスクリ
ーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６とは、上記の連結部材２９０８を用いずに互
いの端面同士が接合されているが、これに限られず、下側リアスクリーン２９０４と中間
リアスクリーン２９０６とについても、上記の透明な連結部材２９０８と同様の部材で接
続するようにしてもよい。
【０１３９】
　中間リアスクリーン２９０６は、前方から後方に向けての上り傾斜となっている。その
ため、中間リアスクリーン２９０６に投影される映像についても正面視で視認できる。こ
のように、リアスクリーンユニット２９０は、上側リアスクリーン２９０２と下側リアス
クリーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６とによって一の面が形成され、連続性の
ある映像を投影可能な一つの被投影領域として機能させつつも、奥行き感のある映像を投
影することが可能となる。
【０１４０】
　このように、リアスクリーンユニット２９０は、上側リアスクリーン２９０２の前方（
下側リアスクリーン２９０４の上方）を演出空間７００（例えば、後述の図４７参照）と
して機能させつつ、連続性のある映像を広域な演出領域に投影させることができ、これま
でにない新たな演出を実行することが可能となる。
【０１４１】
　なお、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４とを前後方向にずら
したとしても、中間リアスクリーン２９０６は、必ずしも必須の構成ではない。例えば、
正面視で上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４との間に隙間が生じ
ないようにしつつ互いに前後方向にずらして配置すれば、リアスクリーンユニット２９０
に連続性のある映像が投影されたとしても、遊技者は、かかる連続性のある映像を見るこ
とができる。ただし、リアスクリーンユニット２９０を見る角度によっては上記隙間が見
えて連続性のある映像に見えなくなる可能性があるため、中間リアスクリーン２９０６に
よって隙間が埋められている方が好ましい。
【０１４２】
　また、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４とを前後方向にずら
したとしても、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４とのうちのい
ずれか一方のスクリーンを湾曲させて、他方のスクリーンと接続させるようにすれば、中
間リアスクリーン２９０６を用いることなく、上側リアスクリーン２９０２と下側リアス
クリーン２９０４との間に隙間が発生することを防止できる。
【０１４３】
　また、本実施形態では、下側リアスクリーン２９０４よりも上側リアスクリーン２９０
２を後方側に位置するように配置しているが、これに限られない。例えば、上側リアスク
リーン２９０２を下側リアスクリーン２９０４よりも前方に位置するように配置して、下
側リアスクリーン２９０４の前方（上側リアスクリーン２９０２の下方）に演出空間が作
られるようにしてもよい。また、スクリーンを上下に分割するのではなく左右に分割して
、左側リアスクリーンと右側スクリーンとのうちいずれか一方のスクリーンを他方のスク
リーンよりも後方に配置して、当該一方のスクリーンの前方（他方のスクリーンの横方）
に演出空間が作られるようにしてもよい。
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【０１４４】
　また、リアスクリーンユニット２９０は、上側リアスクリーン２９０２、下側リアスク
リーン２９０４および中間リアスクリーン２９０６といった複数の部材で構成されている
が、屈曲または湾曲させることができる部材を用いて１枚の部材で構成するようにしても
よい。
【０１４５】
　［２－４．遊技パネル］
　図３１を参照して、遊技パネル３００の構成について説明する。図３１は、本発明の一
実施形態における遊技パネル３００を示す斜視図である。
【０１４６】
　遊技パネル３００は、下側リアスクリーン２９０４（例えば、図２９参照）の前方に配
置されている。したがって、上述の演出空間７００（例えば、後述の図４７参照）は、遊
技パネル３００の上方に位置することとなる。
【０１４７】
　本実施形態における遊技パネル３００は、矩形状の透明部材で構成されており、後述の
発射ハンドル５８８（例えば、図３２参照）から発射された遊技媒体としての遊技球が流
下可能に構成された略円形の遊技領域３２０を有している。この遊技領域３２０は、レー
ル３１０によって区画形成されている。また、遊技領域３２０には、各種役物（例えばセ
ンター役物）や各種受入口（例えば、始動口，大入賞口，通過ゲート）が設けられている
とともに、誘導釘が植設されている。遊技領域３２０の略中央部には、図柄演出領域３３
０を有する。すなわち、図柄演出領域３３０に対応する位置の下側リアスクリーン２９０
４（例えば、図２９参照）に図柄演出が投影されることで、図柄演出領域３３０において
図柄演出が行われる。
【０１４８】
　なお、遊技領域３２０に設けられるレールを含む各種役物や各種受入口は、遊技パネル
３００の後方に配置される下側リアスクリーン２９０４（例えば、図２９参照）に投影さ
れる映像を視認できるように、無色透明部材で構成されていることが好ましい。そして、
下側リアスクリーン２９０４に投影される映像よりも遊技領域３２０での遊技に注視させ
たいときには、サブＣＰＵ（例えば、図４８参照）による制御によって、無色透明の各種
役物や各種受入口に対応する位置に、かかる各種役物や各種受入口に沿って例えば色付け
された映像を投影することで、各種役物や各種受入口を視認しやすくするとよい。これに
より、遊技領域３２０における遊技よりも下側リアスクリーン２９０４に投影される演出
の方が重要性が高いときには、各種役物や各種受入口の存在感を消すことができる映像を
投影し、下側リアスクリーン２９０４に投影される演出よりも遊技領域３２０における遊
技の方が重要性が高いときには、各種役物や各種受入口の存在感を出すことができる映像
を投影するとよい。
【０１４９】
　なお、遊技領域３２０に設けられるレール３１０を含む各種役物や各種受入口は、一般
的なパチンコ機の遊技領域に設けられる各種役物や各種受入口と大きく変わらないため、
図示を省略する。始動口に遊技球が入賞したことに基づいて内部抽選が行われて遊技が進
行する制御については、後述する。
【０１５０】
　ここで、本実施形態の遊技パネル３００と下側リアスクリーン２９０４との位置関係に
ついて、図２９および図３１を参照して説明する。遊技パネル３００は、上辺に沿った周
縁部が、下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６との接続部（すなわ
ち、下側リアスクリーン２９０４の上辺（中間リアスクリーン２９０６の下辺））と正面
視で略一致している。これにより、下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン２
９０６との境界（接続部）を遊技者から視認し難くすることができる。ただし、遊技パネ
ル３００の上辺に沿った周縁部と、上記の接続部（下側リアスクリーン２９０４と中間リ
アスクリーン２９０６との接続部）とが正面視で略同一直線上であるか否かは、正面から
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見る角度によっても変わる。そのため、遊技者が遊技機１に向かって着座した状態で、遊
技者視線で、遊技パネル３００の上辺に沿った周縁部と、上記の接続部とが略同一直線上
となるように構成されていることが好ましい。例えば、遊技者が遊技機に向かって着座し
た状態で、遊技パネル３００の上辺を視る遊技者視線（遊技者の目と遊技パネル３００の
上辺とを結ぶ線）が略水平となる場合であれば、遊技パネル３００の上辺に沿った周縁部
と上記の接続部とが略水平方向に略同一直線上であれば良い。
【０１５１】
　なお、遊技パネル３００は、上辺に沿った周縁部を、上側リアスクリーン２９０２と中
間リアスクリーン２９０６との接続部（すなわち、上側リアスクリーン２９０２の下辺（
中間リアスクリーン２９０６の上辺））と正面視で略一致させるようにしてもよい。
【０１５２】
　また、遊技パネル３００は、下側リアスクリーン２９０４（例えば、図２９参照）の前
方に配置することに代えて、上側リアスクリーン２９０２の前方に配置するようにしても
よい。この場合、遊技パネル３００の下辺に沿った周縁部を、上側リアスクリーン２９０
２と中間リアスクリーン２９０６との接続部（すなわち、上側リアスクリーン２９０２の
下辺（中間リアスクリーン２９０６の上辺））と正面視で略一致させるか、下側リアスク
リーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６との接続部（すなわち、中間リアスクリー
ン２９０６の下辺（下側リアスクリーン２９０４の上辺））と正面視で略一致させるよう
にすることが好ましい。
【０１５３】
　なお、本実施形態の遊技パネル３００は、透明の例えば樹脂部材で構成されているため
、下側リアスクリーン２９０４に投影される映像を、遊技パネル３００をとおして正面視
で視認することができる。したがって、遊技者は、遊技領域３２０を流下する遊技球と、
遊技パネル３００の後方に位置する下側リアスクリーン２９０４も含めてリアスクリーン
ユニット２９０に投影される映像と、上側リアスクリーン２９０２の前方（遊技パネル３
００および下側リアスクリーン２９０４の上方）の演出空間７００（例えば、後述の図４
７参照）での例えば大型役物本体部２３０による可動演出の全部を、正面視で視認できる
ようにしたこれまでにない新たな遊技機を提供することができる。
【０１５４】
　レール３１０は、環状に形成された外側レール３１２と、当該外側レール３１２の内側
で外側レール３１２に沿って配置される内側レール３１４とを備えている。後述の発射ハ
ンドル５８８（例えば、図３２参照）が操作されると、遊技球は、図外の発射装置によっ
て発射され、外側レール３１２と内側レール３１４との間を通過して、遊技領域３２０内
に打ち込まれる。このようにして遊技領域３２０に向けて打ち込まれた遊技球が遊技領域
３２０に配置された始動口に入賞すると、後述の内部抽選が行われる。この内部抽選の結
果にもとづく図柄演出が上記の図柄演出領域３３０に対応する下側リアスクリーン２９０
４に投影されるように、リア投影装置１２０から下側リアスクリーン２９０４（例えば、
図２９参照）に向けて映像光が投射される。
【０１５５】
［３．前扉ユニット］
　図３２および図３３を参照して、前扉ユニット５００の構成について説明する。図３２
は、本発明の一実施形態における前扉ユニット５００を斜め前方から見た状態を示す斜視
図である。図３３は、本発明の一実施形態における前扉ユニット５００を斜め後方から見
た状態を示す斜視図である。
【０１５６】
　前扉ユニット５００は、フロントスクリーンユニット５１０と、各種部材（遊技領域区
画ガラス５２０，スペーサ５２２，保持枠５４０）と、前飾り枠５５０とを備えている。
【０１５７】
［３－１．フロントスクリーンユニット］
　図３４～図３６を参照して、フロントスクリーンユニット５１０の構成について説明す
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る。図３４は、本発明の一実施形態における前扉ユニット５００の構成要素の一部を示す
分解斜視図である。図３５は、本発明の一実施形態におけるフロントスクリーン５１２を
示す斜視図である。図３６は、本発明の一実施形態におけるフロントスクリーンユニット
５１０の断面図である。
【０１５８】
　図３４に示されるように、フロントスクリーンユニット５１０は、フロントスクリーン
５１２と、フロントスクリーン押さえ板５１４とを備えている。フロントスクリーン５１
２は、前方から後方に向けて映像光が投射されると、当該投射された映像光により映像が
投影される被投影部材として機能するとともに、フロントスクリーン５１２の後方をも視
認することができる光透過性の被投影部材である。
【０１５９】
　なお、本実施形態では、後述のフロント投影装置６００（例えば、図３９参照）から投
射された映像光により、演出としての映像をフロントスクリーン５１２に投影可能となっ
ている。
【０１６０】
　ただし、後方を透過して視認できるもの（例えば、透過液晶等）であれば、必ずしも、
プロジェクタから投射された映像光により映像が投影されるものに限定されない。
【０１６１】
　また、フロントスクリーン５１２の後方には遊技パネル３００（例えば、図３１参照）
および下側リアスクリーン２９０４（例えば、図２９参照）が配置されるが、フロントス
クリーン５１２は上述したように光透過性の被投影部材である。したがって、遊技者は、
フロントスクリーン５１２に投影される演出のみならず、遊技パネル３００の遊技領域３
２０を流下する遊技球や、下側リアスクリーン２９０４に投影される演出についても同時
に視認することができる。
【０１６２】
　図３５および図３６に示されるように、フロントスクリーン５１２は、フロントパネル
５１２２の表側の面の略全領域に網状シート５１２４が貼り付けられたものであり、これ
により、光透過性の被投影部材として機能する。
【０１６３】
　なお、フロントパネル５１２２に網状シート５１２４を貼り付ける領域は、略全領域に
限られず、フロント投影装置６００（例えば、図３９参照）から投射された映像光により
映像を投影させたい領域に貼り付ければよい。網状シート５１２４が貼り付けられたフロ
ントパネル５１２２における領域が、フロント投影装置６００から投射された映像光によ
り映像が投影される投影領域となる。
【０１６４】
　また、フロントパネル５１２２に網状シート５１２４を貼り付ける側の面は、表側の面
に限らず、裏側の面であってもよい。
【０１６５】
　フロントパネル５１２２は、透明な板状の部材であればその材質は特に限定されるもの
ではなく、例えば、ガラス板、合成樹脂板（例えば、ポリカーボネート板、アクリル板）
などを挙げることができる。
【０１６６】
　網状シート５１２４は、微小な網目（網と網との間の隙間）を有するシートであって、
網で光を反射し、網目から光を通過させることができるシートである。網状シート５１２
４としては、例えば、網戸に使用される網状シート（例えば、アミッドシート）を挙げる
ことができる。この網状シートは、光を反射させる網の領域と、光を通過させる網目との
比率を変えることで、光の透過率を変えることができる。
【０１６７】
　本実施形態の遊技機１では、フロントスクリーン５１２の上方領域での光の透過率が最
も高く、下方領域に向けて光の透過率が徐々に低くなるように構成されている。すなわち
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、フロントスクリーン５１２に投影される映像の鮮明度（濃淡度）は、上方領域で最も高
く、下方領域に向かうにつれて階調的に低くなっていくグラデーションとしてあらわれる
。すなわち、フロントスクリーン５１２に投影される映像は、遊技者の視線に近い上方領
域で鮮明にあらわれ、遊技パネル３００が配置される下方領域では鮮明度が落ちる。した
がって、フロントスクリーン５１２に投影される映像を視認しつつ、遊技パネル３００の
遊技領域３２０（例えば、図３１参照）を流下する遊技球や、下側リアスクリーン２９０
４に投影される影像（例えば、後述の液晶表示領域を模した映像や、後述の内部抽選の結
果に基づく図柄の変動演出の映像）についても視認することができ、これまでにない演出
を実行することが可能となる。
【０１６８】
　フロントスクリーン押さえ部材５１４は、フロントスクリーン５１２を嵌め込むことが
できる枠状の部材であり、フロントスクリーン５１２を嵌め込んだ状態で、前扉ユニット
５００の保持枠５４０に保持される。
【０１６９】
　なお、フロントパネル５１２２に貼り付けられるシートは、網状シート５１２４に代え
て、複数の微小なドット状の遮光部材が微小な間隔で面状に並べられたシート（以下、「
ドット状シート」と称する）を採用してもよい。ドット状シートは、当該ドット状シート
に向けて光を投射すると、ドット状の遮光部材では光が反射し、遮光部材同士の隙間から
は光を通過させることができるものである。このドット状シートは、光を反射させる領域
と、光を通過させる領域との比率を変えることで、光の透過率を変えることができる。
【０１７０】
　また、本実施形態では、網状シート５１２４またはドット状シートをフロントパネル５
１２２に貼り付けたものを光透過性の被投影部材として用いているが、フロントスクリー
ン５１２に投影される映像と、このフロントスクリーン５１２の後方で行われる演出（例
えば、リアスクリーンユニット２９０に投影される映像、大型役物２３２による役物演出
、遊技球が流下する遊技領域３２０など）とを正面から視認することができれば、必ずし
も、網状シート５１２４またはドット状シートをフロントパネル５１２２に貼り付ける必
要はない。例えば、網状シート５１２４またはドット状シートを、投射された映像光を投
影させることができるように支持することができれば、フロントパネル５１２２に貼り付
けなくとも、支持された網状シート５１２４またはドット状シートを光透過性の被投影部
材として機能させることができる。また、フロントパネル５１２２に網状シート５１２４
またはドット状シートを貼り付けることに限定されるものではなく、例えば、フロントパ
ネル５１２２の表面に網状またはドット状が形成されるように、フロントパネル５１２２
を直接加工するようにしてもよい。さらには、フロントパネル５１２２の表面の形状を網
状またはドット状とすることに限られず、フロントパネル５１２２の透明度を低下させる
スモーク処理を行うものであっても、光透過性の被投影部材として機能させることができ
る。
【０１７１】
　このように、本実施形態の遊技機１では、遊技パネル３００の遊技領域３２０を流下す
る遊技球と、各種演出（フロントパネル５１２２に投影される表示演出、リアスクリーン
ユニット２９０に投影される表示演出、および、上側リアスクリーン２９０２の前方（下
側リアスクリーン２９０４および遊技パネル３００の上方）の演出空間７００（例えば、
後述の図４７参照）において行われる役物演出）のうち実行されている演出とを、正面視
で同時に視認することができるといった、これまでにない新たな遊技機を提供することが
できる。
【０１７２】
　また、本実施形態では、フロントパネル５１２２に投影される映像と、上側リアスクリ
ーン２９０２に投影される映像との間に、大型役物本体部２３０が進出するといった、こ
れまでにない新たな役物演出を実行することが可能となる。
【０１７３】
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［３－２．前扉ユニットの各種部材］
　図３４を参照して、上述の前扉ユニット５００の各種部材（遊技領域区画ガラス５２０
，スペーサ５２２，保持枠５４０）について説明する。図３４は、上記の各種部材（遊技
領域区画ガラス５２０，スペーサ５２２，保持枠５４０）およびフロントスクリーンユニ
ット５１０の分解斜視図の一例である。
【０１７４】
　遊技領域区画ガラス５２０は、遊技パネル３００（例えば、図７参照）の前面に配置さ
れる部材であり、遊技領域３２０（例えば、図３１参照）を外部空間との間で区画する部
材である。遊技領域区画ガラス５２０は、透明な板状部材（例えば、ガラス板または樹脂
部材）で構成される。
【０１７５】
　スペーサ５２２は、遊技領域区画ガラス５２０と遊技パネル３００（例えば、図７参照
）との間に介設され、遊技領域区画ガラス５２０と遊技パネル３００との間の遊技領域３
２０（例えば、図３１参照）に遊技球が流下できるよう一定空間を確保する部材である。
スペーサ５２２は、上部が開放されたコ字形に形成されている。
【０１７６】
　保持枠５４０は、フロントスクリーンユニット５１０、遊技領域区画ガラス５２０およ
びスペーサ５２２を保持する枠状の部材である。保持枠５４０の後面側には、これらの部
材を収容する凹部が形成されている。また、保持枠５４０には、開口窓５４０２が形成さ
れている。この開口窓５４０２を通じて、遊技者は、フロントスクリーンユニット５１０
に投影された映像を見ることができる。なお、前飾り枠５５０にも開口窓５４０２に対応
する開口窓が形成されており、この前飾り枠５５０に形成された開口窓と、保持枠５４０
に形成された開口窓５４０２とにより、前扉ユニット５００の開口窓５００２（例えば、
図３２参照）が構成される。
【０１７７】
　また、保持枠５４０の背面側には、本体枠２１２（例えば、図８参照）の左側の上下そ
れぞれの端部に設けられた取付金具２１４（例えば、図８参照）に対応する位置に、金具
５４２（例えば、図３３参照）が設けられている。この金具５４２は、保持枠５４０と本
体枠２１２との間に介設され、取付金具２１４と係合させることで、保持枠５４０が本体
枠２１２に取り付けられるヒンジ部材である。前扉ユニット５００（保持枠５４０）は、
取付金具２１４および金具５４２を介して、本体枠２１２に対して回動させることができ
る。
【０１７８】
［３－３．前飾り枠］
　図３２に示されるように、前飾り枠５５０は、前扉枠５５２と、サイド飾り役物（右側
サイド飾り役物５８０，左側サイド飾り役物５８６）と、発射ハンドル５８８と、貯留部
５９０と、飾り役物５６０と、この飾り役物５６０を上下方向に作動させることが可能な
飾り役物駆動機構５７０（例えば、図３９参照）と、フロント投影装置６００（例えば、
図３９参照）とを備えている。
【０１７９】
［３－３－１．前扉枠］
　前扉枠５５２は、略四角形状の枠体であって、上枠、下枠、左枠および右枠を備えてい
る。左枠および右枠における各々の前後方向の厚みは、上下方向中央部から上方にいくに
つれて次第に大きくなっており、上端部でその厚みが最大となる張出部５５２０が形成さ
れている。この張出部５５２０には、飾り役物５６０およびフロント投影装置６００（例
えば、図３９参照）が配置されている。
【０１８０】
［３－３－２．サイド飾り役物］
　前飾り枠５５０の正面視右側には右側サイド飾り役物５８０が設けられており、前飾り
枠５５０の正面視左側には左側サイド飾り役物５８６が設けられている。右側サイド飾り
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役物５８０は、右側サイド上飾り役物５８２と、右側サイド下飾り役物５８４とを有して
いる。
【０１８１】
　右側サイド上飾り役物５８２の形態は特に限定されるものではないが、例えば、図３２
に示される例では、羽ばたく鷲の左半身を立体的に象ったものとされている。右側サイド
上飾り役物５８２の鷲と、左側サイド飾り役物５８６の蛇装飾５８６６（例えば、図３７
参照）とが、互いに睨み合っているような姿勢で配置されている。
【０１８２】
　また、右側サイド下飾り役物５８４の形態は特に限定されるものではないが、例えば、
図３２に示される例では、略三角形状の部材が、一つの頂点を前方に向けた状態で、全体
として前方へ突出しつつ左側に湾曲したものとされている。
【０１８３】
　図３７に示されるように、左側サイド飾り役物５８６は、装飾レンズ５８６２と、装飾
レンズ５８６２を外側から覆う透明カバー部材５８６４と、透明カバー部材５８６４に蛇
が螺旋状に巻き付くように立体的に施された蛇装飾５８６６と、ＬＥＤ基板５８６８とを
を有する。また、左側サイド飾り役物５８６の下方には、貯留部５９０が配置されている
。なお、図３７は、左側サイド飾り役物５８６の斜視図の一例である。
【０１８４】
　ここで、図３８を参照して、上述の装飾レンズ５８６２におけるレンズ効果について説
明する。図３８は、装飾レンズ５８６２およびＬＥＤ基板５８６８のみの平面図の一例で
ある。なお、装飾レンズ５８６２の最上面が平坦な面となっており、この平坦な面を、説
明の便宜上、影でハッチングして示している。
【０１８５】
　装飾レンズ５８６２は、縦長形状であり（図３７参照）、背面側がダイヤモンドカット
されている。この装飾レンズ５８６２は、背面側に配置されているＬＥＤ基板５８６８の
ＬＥＤ配置面５８６８０とダイヤモンドカットされた側とが対向するように、前後方向に
延びる棒状の支持部材５８７２によって、ＬＥＤ基板５８６８に取り付けられている。Ｌ
ＥＤ基板５８６８のＬＥＤ配置面５８６８０には、多数のＬＥＤ５８７０が、前方に向け
て発光する態様で、装飾レンズ５８６２の背面側の略全域と対向して配置されている。
【０１８６】
　なお、装飾レンズ５８６２の背面側がダイヤモンドカットされているのは、ＬＥＤ５８
７０から発光された光を、ダイヤモンドカットで拡散させるためである。したがって、装
飾レンズ５８６２の背面側は、ＬＥＤ５８７０から発光された光を拡散できれば、必ずし
もダイヤモンドカットされている必要はなく、例えば凹凸形状に形成されているものであ
ってもよい。
【０１８７】
　また、装飾レンズ５８６２は、左方の面が凹凸に波打った形状とされている。例えば、
図３７に図示される断面を例に説明すると、装飾レンズ５８６２の左方の面には、最も外
側（左側）に膨らむ凸部の頂点として、Ａ点、Ｂ点、Ｃ点、Ｄ点が存在する。そして、一
の凸部の頂点と隣接する凸部との間には、凹部が形成されている。Ａ点とＢ点との間の凹
部は、最も内側（右側）に凹む凹部の頂点がａ点である。また、Ｂ点とＣ点との間の凹部
は、最も内側（右側）に凹む凹部の頂点がｂ点である。同様に、Ｃ点とＤ点との間の凹部
は、最も内側（右側）に凹む凹部の頂点がｃ点である。ダイヤモンドカットで拡散されて
装飾レンズ５８６２内を進行した光は、ａ点、ｂ点およびｃ点の各点に集光される。この
ような集光効果により、発光源がＬＥＤ５８７０だけであったとしても、遊技者に対して
、ＬＥＤ５８７０の他に、ａ点、ｂ点およびｃ点にいかにも発光源が存在するかのように
見せることが可能となる。
【０１８８】
　なお、本実施形態では、装飾レンズ５８６２内における集光点をａ点、ｂ点およびｃ点
の３点としたが、集光点の数はこれに限られないことは言うまでもない。
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【０１８９】
［３－３－３．発射ハンドル］
　図３２に示されるように、発射ハンドル５８８は、前扉枠５５２の右下方に固定されて
いる。発射ハンドル５８８は、図外の遊技球発射装置と電気的に接続されており、発射ハ
ンドル５８８を回転させる操作が行われると、遊技球発射装置から遊技領域３２０（例え
ば、図３１参照）に向けて遊技球が発射される。遊技領域３２０に向けての遊技球の発射
強度は、発射ハンドルの操作量に応じて決まるようになっている。
【０１９０】
［３－３－４．貯留部］
　貯留部５９０は、前扉枠５５２の左方であって、左側サイド飾り役物５８６の下方に配
置されている。貯留部５９０は、遊技球を貯留できるように構成されている。
【０１９１】
［３－３－５．飾り役物］
　図３９～図４５を参照して、飾り役物５６０の構成について説明する。図３９は、前扉
ユニット５００の上部における縦断面図の一例である。図４０は、飾り役物カバー５６２
を前方から見たときの斜視図の一例であり、図４１は、飾り役物カバー５６２を後方から
見たときの斜視図の一例である。図４２は、ＬＥＤ基板５６４を前方から見たときの斜視
図の一例である。図４３は、ＬＥＤ基板５６４を後方から見たときの斜視図の一例である
。図４４は、飾り役物駆動機構５７０の正面図の一例である。なお、図４４に示される飾
り役物駆動機構５７０の位置は原点位置（最上端位置）である。図４５は、飾り役物駆動
機構５７０の背面図の一例である。
【０１９２】
　飾り役物５６０は、最前面の飾り役物カバー５６２（図４１参照）と、飾り役物カバー
５６２の背面において当該飾り役物カバー５６２に固定して取り付けられるＬＥＤ基板５
６４（図４２参照）と、ＬＥＤ基板５６４の前側の面全体にわたって略均一に配置される
ＬＥＤ５６６（図４２参照）とを備えている。なお、飾り役物５６０は、後述のフロント
投影装置６００の前方に位置している。
【０１９３】
［３－３－５－１．飾り役物カバー］
　飾り役物カバー５６２は、光透過性を有する材質で構成され、所定のロゴ等があしらわ
れている（図４０，図４１参照）。
【０１９４】
　図４１に示されるように、飾り役物カバー５６２の後側の面には、光拡散部５６２２が
形成されている。光拡散部５６２２は、光が照射されたときに当該光を拡散することがで
きる部分であり、表面が所定の凹凸形状をなすことにより形成されている。
【０１９５】
　［３－３－５－２．ＬＥＤ基板］
　図４２に示されるように、ＬＥＤ基板５６４は、前面にＬＥＤ５６６が配置された基板
であり、飾り役物カバー５６２（例えば、図４０参照）の背面側に配置されている。また
、ＬＥＤ基板５６４は、正面視で飾り役物カバー５６２からはみ出ることはないものの、
飾り役物カバー５６２を略全面に発光させることができる程度の大きさとなっている。Ｌ
ＥＤ５６６は、単色のＬＥＤであってもよいし、或いは、フルカラーＲＧＢ型のＬＥＤで
あってもよい。
【０１９６】
　図４３に示されるように、ＬＥＤ基板５６４の後面には、複数のボス５６８が形成され
ている。これらのボス５６８は、ＬＥＤ基板５６４を、後述の飾り役物駆動機構５７０に
固定するためのボスである。これらのボス５６８にビスを螺合させることにより、ＬＥＤ
基板５６４を、飾り役物駆動機構５７０（例えば、図４４参照）に固定することができる
。
【０１９７】
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［３－３－５－３．飾り役物駆動機構］
　図３９に示されるように、飾り役物駆動機構５７０は、前扉枠５５２の上部の張出部５
５２０（より具体的には、ＬＥＤ基板５６４（例えば、図４３参照）の後側）に配置され
る。飾り役物駆動機構５７０は、フロント投影装置６００の位置を維持しつつ、フロント
投影装置６００とＬＥＤ基板５６４とのうち、ＬＥＤ基板５６４のみを上下方向に移動さ
せるものである。ＬＥＤ基板５６４が上下方向に移動すると、これにともなって、最前面
の飾り役物カバー５６２（例えば、図４２参照）を含む飾り役物５６０の全体が上下方向
に移動する。
【０１９８】
　フロント投影装置６００とＬＥＤ基板５６４とのうち、飾り役物駆動機構５７０によっ
てＬＥＤ基板５６４のみを上下方向に移動するようにしたのは、フロントスクリーン５１
２に鮮明な映像を投影した状態で（フロント投影装置６００の位置が変わるとフロントス
クリーン５１２に投影される映像にピントずれが発生する虞がある）、飾り役物５６０を
、映像が投影されるフロントスクリーン５１２の前方位置に向けて進出できるようにする
ためである。
【０１９９】
　図４４および図４５に示されるように、飾り役物駆動機構５７０は、左右方向に長い略
長方形のベース板５７０２と、左側駆動機構５７０３と、右側駆動機構５７２３と、飾り
役物取付孔５７４５と、固定孔５７４４とを備えている。
【０２００】
　左側駆動機構５７０３は、ＬＥＤ基板５６４（例えば、図４２参照）の正面視左側を上
下方向に移動させる機構であり、左側スライダ５７０４と、延出部５７０６と、ガイド孔
５７０８と、ガイド５７１０と、モータ５７１２と、駆動ギア５７１４と、第１従動ギア
５７１６と、第２従動ギア５７１８と、第３従動ギア５７２０と、光センサ５７２２とを
備えている。
【０２０１】
　左側スライダ５７０４は、ガイド５７１０にガイドされて上下方向に摺動できるように
なっている。
【０２０２】
　延出部５７０６は、左側スライダ５７０４の左側側面から左側に延出する部分である。
延出部５７０６には、左右方向に延びる長穴状のガイド孔５７０８が形成されている。
【０２０３】
　ガイド５７１０は、ベース板５７０２の前面に固定され、ベース板５７０２の左側部分
において上下方向に延びるように配置されている。ガイド５７１０は、左側スライダ５７
０４を上下方向に摺動可能に支持する。
【０２０４】
　モータ５７１２は、ステッピングモータであり、ベース板５７０２の後面の正面視左側
部分に固定されている。
【０２０５】
　駆動ギア５７１４は、モータ５７１２の出力軸に同軸で連結されたギアであり、ベース
板５７０２の前面側に配置されている。
【０２０６】
　第１従動ギア５７１６は、駆動ギア５７１４と噛み合っており、ベース板５７０２の前
面側に配置されている。
【０２０７】
　第２従動ギア５７１８は、第１従動ギア５７１６と噛み合っており、ベース板５７０２
の前面側に配置されている。第２従動ギア５７１８には、検出片５７１８２が形成されて
いる。検出片５７１８２は、光センサ５７２２によって検出可能な部分である。この検出
片５７１８２は、左側スライダ５７０４が上下方向移動範囲の最も上の位置に到来したと
きに光センサ５７２２によって検出可能な位置に設けられている。
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【０２０８】
　第３従動ギア５７２０は、第２従動ギア５７１８と噛み合っており、ベース板５７０２
の前面側に配置されている。第３従動ギア５７２０には、ボス５７２０２が突出形成され
ている。このボス５７２０２は、ガイド孔５７０８内に挿通されており、ガイド孔５７０
８の内周面に対して摺動可能となっている。
【０２０９】
　光センサ５７２２は、検出片５７１８２を検出するセンサである。上述のように、検出
片５７１８２は、左側スライダ５７０４が上下方向移動範囲の最も上の位置に到来したと
きに光センサ５７２２によって検出可能な位置に設けられている。なお、左側スライダ５
７０４が上下方向移動範囲の最も上の位置にあるときが、ＬＥＤ基板５６４（すなわち飾
り役物５６０）の原点位置である。
【０２１０】
　バネ５７４６は、引張コイルばねである。バネ５７４６は、ベース板５７０２の前面側
において、上下方向に沿って配置されている。バネ５７４６の上端はベース板５７０２の
上端部に固定され、バネ５７４６の下端は左側スライダ５７０４の下端部に固定されてい
る。バネ５７４６は、左側スライダ５７０４を上向きに引っ張り上げる方向に弾性力を発
揮する。
【０２１１】
　右側駆動機構５７２３は、左側駆動機構５７０３と左右方向に一対で設けられており、
ＬＥＤ基板５６４の正面視右側を上下方向に移動させる機構である。右側駆動機構５７２
３は、右側スライダ５７２４と、延出部５７２６と、ガイド孔５７２８と、ガイド５７３
０と、モータ５７３２と、駆動ギア５７３４と、第１従動ギア５７３６と、第２従動ギア
５７３８と、第３従動ギア５７４０と、光センサ５７４２とを備えている。
【０２１２】
　右側駆動機構５７２３は、ＬＥＤ基板５６４を左側で上下動させるか右側で上下動させ
るかの違いはあるものの、各構成要素が左側駆動機構５７０３の各構成要素と同様の働き
をする。したがって、右側駆動機構５７２３の各構成要素の詳細については、説明を省略
する。
【０２１３】
（左側駆動機構の動作説明）
　図４４および図４６を参照して、左側駆動機構５７０３の動作について説明する。図４
６は、飾り役物駆動機構５７０の正面図の一例であり、上述の図４２に示されるＬＥＤ基
板５６４（すなわち飾り役物５６０）が最下端まで下降したときを示している。
【０２１４】
　左側駆動機構５７０３は、右側駆動機構５７２３と同期して作動することで、ＬＥＤ基
板５６４（例えば、図４２参照）を上下動させるものである。なお、右側駆動機構５７２
３は、ＬＥＤ基板５６４を上下動させるときのモータ５７４０の回転方向が左側駆動機構
５７０３のモータ５７２０の回転方向と反対ではあるものの、動作原理は左側駆動機構５
７０３と同じであるから、説明を省略する。
【０２１５】
　左側駆動機構５７０３のモータ５７１２が回転すると、その回転に伴い、駆動ギア５７
１４、第１従動ギア５７１６、第２従動ギア５７１８、第３従動ギア５７２０が順次回転
する。第３従動ギア５７２０が回転すると、第３従動ギア５７２０の中心を基点としてボ
ス５７２０２が周回する。第３従動ギア５７２０の中心を基点としてボス５７２０２が周
回すると、当該ボス５７２０２は、ガイド孔５７０８内を左右方向に摺動しつつ上下動す
る。そして、ボス５７２０２の上下動にともなって、左側スライダ５７０４がガイド５７
１０に沿って上下方向に移動する。
【０２１６】
　このようにして、左側駆動機構５７０３および右側駆動機構５７２３が駆動することに
より、ＬＥＤ基板５６４を上下方向に移動させることができ、ひいては、飾り役物カバー
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５６２を上下方向に作動させることができる。なお、左側駆動機構５７０３および右側駆
動機構５７２３は、後述の内部抽選の結果にもとづいて駆動する。すなわち、下方に向け
て飾り役物５６０が作動する役物演出（映像が投影されるフロントスクリーン５１２の前
方位置に向けて飾り役物５６０が進出する役物演出）は、内部抽選の結果にもとづいて行
われる。
【０２１７】
［３－３－６．フロント投影装置］
　図３９および図４７を参照して、フロント投影装置６００について説明する。図４７は
、リア投影装置１２０およびフロント投影装置６００のそれぞれから投射された映像光に
より、リアスクリーンユニット２９０およびフロントスクリーン５１２のそれぞれに映像
が投影されている態様の一例を示す模式的側面図である。なお、図４７は模式図であるか
ら、例えばプロジェクタ１２２，１２６，６２２の設置角度等、実際のものとは多少の相
違がある。
【０２１８】
　フロント投影装置６００は、上枠５５０１と、左枠（不図示）と、右枠（不図示）とで
囲まれる領域に収容され、飾り役物５６０の後方に位置している。また、フロント投影装
置６００は、飾り役物５６０および大型役物本体部２３０と、略同じ高さ位置に配置され
ている。
【０２１９】
　フロント投影装置６００は、映像光を投射可能なフロントプロジェクタ６２２と、フロ
ントプロジェクタ６２２から投射された映像光を反射させるフロントミラー６２４とを備
えている。
【０２２０】
［３－３－６－１．フロントプロジェクタ］
　図３９に示されるように、フロントプロジェクタ６２２は、上枠５５０１と、左枠（不
図示）と、右枠（不図示）とで囲まれる領域内に前方に向けて固定される。
【０２２１】
　フロントプロジェクタ６２２は、当該フロントプロジェクタ６２２よりも前方に配置さ
れるフロントミラー６２４に向けて映像光を投射する。フロントミラー６２４に向けて投
射された映像光は、フロントミラー６２４で反射される。フロントミラー６２４で反射さ
れた反射光（映像光）は、フロントスクリーン５１２の上方領域に投影され、下方領域（
遊技領域３２０の前面領域には投影されない（例えば、図４７の映像光Ａを参照）。
【０２２２】
　フロントスクリーン５１２の下方領域に映像が投影されないようにしているのは、遊技
領域３２０を流下する遊技球の視認性を担保するためである。ただし、遊技領域３２０を
流下する遊技球の視認性を担保することができる態様であれば、例えば図４７の映像光Ｂ
に示されるように、フロントスクリーン５１２の下方領域も含むように映像が投影されて
もよい。
【０２２３】
　本実施形態では、フロントプロジェクタ６２２は、フロントミラー６２４で反射させた
映像光がフロントスクリーン５１２の主として略上半分の領域に投影されるように配置さ
れている。
【０２２４】
　なお、フロントプロジェクタ６２２から投射された映像光がフロントスクリーン５１２
のいずれの領域に投影されるかは特に限定されるものではなく、例えば、フロントスクリ
ーン５１２の略全領域に投影されるようにしてもよいし、一部の領域（例えば、上方領域
のみ）に投影されるようにしてもよい。フロントプロジェクタ６２２から投射された映像
光がフロントスクリーン５１２の略全領域に投影されるようにした場合、フロントプロジ
ェクタ６２２からの距離が遠いフロントスクリーン５１２の下方の領域は、上方の領域よ
りも映像が鮮明に投影されないおそれがある。そこで、フロントプロジェクタ６２２から
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投射された映像光により、フロントスクリーン５１２の略全領域を略均一に投影させたい
場合には、フロントスクリーン５１２の透過率を、上方の領域よりも下方の領域を低くす
ることが好ましい。
【０２２５】
［３－３－６－２．フロントミラー］
　図３９に示されるように、フロントミラー６２４は、上枠５５０１と、左枠（不図示）
と、右枠（不図示）とで囲まれる領域内において、反射面を後方に向けた状態で固定され
る。より具体的には、フロントミラー６２４は、フロントプロジェクタ６２２から投射さ
れた映像光を反射するとともに、反射された映像光がフロントスクリーン５１２に投影さ
れるように配置されている。
【０２２６】
　また、フロントミラー６２４は、上述のＬＥＤ基板５６４および飾り役物５６０が原点
位置から下方に向けて作動すると、反射面とは反対側の面である前面が露出する。そこで
、フロントミラー６２４の前面が露出したとしても美観が損なわれないように、フロント
ミラー６２４の前面には、装飾が施された装飾部を有する。
【０２２７】
　なお、この装飾部は、飾り役物カバー５６２と合わさって、特定の形態が形成されるよ
うにしてもよい。これにより、可動役物が作動したときの美観性を担保しつつ、これまで
にない新たな役物作動演出を、好適に、行うことが可能となる。とくに、フロントミラー
６２４の前面の装飾部は、ＬＥＤ基板５６４や飾り役物カバー５６２が原点位置にあると
きは正面視で視認できず、ＬＥＤ基板５６４や飾り役物カバー５６２が下方に移動する役
物演出が行われて初めて視認可能となるため、ＬＥＤ基板５６４および飾り役物カバー５
６２が作動する役物演出に対して、遊技者の興味を惹くことが可能となる。上記の「特定
の形態」とは、特定のキャラクタや、特定のロゴ等が相当する。
【０２２８】
　このように、本実施形態の遊技機１では、後述の内部抽選の結果にもとづいてフロント
スクリーン５１２の前方位置に向けて進出する役物演出を行う飾り役物５６０が、フロン
トスクリーン５１２の上方に配置されている。フロントスクリーン５１２は、従来の遊技
機（例えば、パチンコ機）における例えば液晶表示器に相当するととらえることができ、
飾り役物５６０は、従来の遊技機における例えばセンター役物の上方に配置される可動役
物に相当するととらえることができる。すなわち、本実施形態の遊技機１では、内部抽選
の結果にもとづいてフロントスクリーン５１２に投影される映像、および、フロントスク
リーン５１２の前方位置に向けて進出する飾り役物５６０による役物演出のいずれもが、
従来の遊技機よりも遊技者に近い位置で行われることとなる。また、前扉ユニット５００
には、フロントスクリーン５１２よりも下方に、遊技領域３２０に向けて遊技媒体として
の遊技球を発射可能な発射ハンドル５８８が配置されている。そのため、本実施形態の遊
技機１では、従来のパチンコ機における遊技盤の下方に配置された発射ハンドルからいか
にも遊技球を発射しているかのような感覚を遊技者に対して与えることが可能になるとい
った、これまでにない斬新な遊技機１を提供することが可能となる。
【０２２９】
［４．遊技機の電気的構成］
　次に、図４８を用いて、遊技機１の制御回路について説明する。
【０２３０】
　図４８に示すように、遊技機１は、主に、遊技の制御を行う主制御回路７２０と、遊技
の進行に応じた演出の制御を行うサブ制御回路７３０と、から構成される。
【０２３１】
　主制御回路７２０は、メインＣＰＵ７２１、メインＲＯＭ７２２（読み出し専用メモリ
）及びメインＲＡＭ７２３（読み書き可能メモリ）等を具備する。
【０２３２】
　メインＣＰＵ７２１には、メインＲＯＭ７２２や、メインＲＡＭ７２３等が接続される
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。メインＣＰＵ７２１は、メインＲＯＭ７２２に記憶されたプログラムに従って、各種の
処理を実行する機能を有する。
【０２３３】
　メインＲＯＭ７２２には、メインＣＰＵ７２１により遊技機１の動作を制御するための
プログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。
【０２３４】
　メインＲＡＭ７２３は、メインＣＰＵ７２１の一時記憶領域として種々のフラグや変数
の値を記憶する機能を有する。なお、本実施形態においては、メインＣＰＵ７２１の一時
記憶領域としてメインＲＡＭ７２３を用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶
媒体であればよい。
【０２３５】
　メインＲＡＭ７２３には、特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される記憶領域
が設けられる。具体的には、メインＲＡＭ７２３には、変動中の第１特別図柄に対応する
特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第１特別図柄始動記憶領域（０）と、
上限４回分の第１特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される
第１特別図柄始動記憶領域（１）から第１特別図柄始動記憶領域（４）と、が設けられる
。また同様に、メインＲＡＭ７２３には、変動中の第２特別図柄に対応する特別図柄ゲー
ムの情報が始動記憶として記憶される第２特別図柄始動記憶領域（０）と、上限４回分の
第２特別図柄に対応する特別図柄ゲームの情報が始動記憶として記憶される第２特別図柄
始動記憶領域（１）から第２特別図柄始動記憶領域（４）と、が設けられる。
【０２３６】
　また、主制御回路７２０は、電源投入時においてリセット信号を生成する初期リセット
回路７２４や、Ｉ／Ｏポート７２５、コマンド出力ポート７２６、バックアップコンデン
サ７２７等を具備する。初期リセット回路７２４は、メインＣＰＵ７２１に接続される。
Ｉ／Ｏポート７２５は、各種のデバイスからの入力信号をメインＣＰＵ７２１に送信した
り、メインＣＰＵ７２１からの出力信号を各種の装置に送信したりするものである。コマ
ンド出力ポート７２６は、メインＣＰＵ７２１からのコマンドをサブ制御回路７３０に送
信するものである。バックアップコンデンサ７２７は、電断時において、例えばメインＲ
ＡＭ７２３に対して速やかに電源を供給することにより、メインＲＡＭ７２３に記憶され
ている各種データを保持するものである。
【０２３７】
　また、主制御回路７２０には、各種の装置（部材）が接続されている。
【０２３８】
　例えば、主制御回路７２０には、普通図柄表示部７０１や、普通図柄用保留表示部７０
２、第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４、第１特別図柄用保留表示部
７０５、第２特別図柄用保留表示部７０６、普通電動役物（不図示）の羽根部材（不図示
）を駆動する始動口ソレノイド７０７、シャッタ（不図示）を駆動する大入賞口ソレノイ
ド７０８等が接続されている。主制御回路７２０は、信号を送信することにより、これら
の装置（部材）の動作を制御することができる。また、主制御回路７２０には、ホール係
員を呼び出す機能や当り回数を表示する機能等を有する呼出装置（不図示）や、ホール全
体のパチンコ遊技機を管理するホールコンピュータにデータ送信するために用いる外部端
子板（不図示）が接続されている。
【０２３９】
　また、主制御回路７２０には、第一始動口スイッチ７０９や、第二始動口スイッチ７１
０、通過ゲートスイッチ７１１、カウントスイッチ７１２、一般入賞口スイッチ７１３等
が接続されている。主制御回路７２０には、これらの部材で遊技球が検知された場合に、
当該部材から所定の検知信号が供給される。また、主制御回路７２０には、電断時におけ
るバックアップデータを遊技場の管理者の操作に応じてクリアするバックアップクリアス
イッチ７５４等が接続されている。
【０２４０】
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　また、主制御回路７２０には、払出・発射制御回路７５０が接続されている。払出・発
射制御回路７５０には、遊技球の払い出しを行う払出装置７５１や、遊技球の発射を行う
発射装置７５２、カードユニット７５５等が接続されている。払出装置７５１は、払出ユ
ニット（不図示）に設けられる。カードユニット７５５には、球貸し操作パネル７５６が
接続され、当該球貸し操作パネル７５６への遊技者の操作に応じた信号が供給される。
【０２４１】
　払出・発射制御回路７５０は、主制御回路７２０から供給される賞球制御コマンドや、
カードユニット７５５から供給される貸し球制御信号を受け取ると、払出装置７５１に対
して所定の信号を送信し、払出装置７５１に遊技球を払い出させる制御を行う。また、払
出・発射制御回路７５０は、発射ハンドル５８８が遊技者によって握持され、かつ、時計
回り方向へ回動操作されると、その回動角度（回動量）に応じて発射ソレノイドに電力を
供給し、遊技球を発射させる制御を行う。
【０２４２】
　さらに、コマンド出力ポート７２６には、サブ制御回路７３０が接続されている。サブ
制御回路７３０は、主制御回路７２０から供給される各種のコマンドに応じて、フロント
プロジェクタ６２２、第１リアプロジェクタ１２２、および第２リアプロジェクタ１２４
における投射制御や、スピーカ７４０から発生させる音声に関する制御、ランプ２５の光
に関する制御等を行う。
【０２４３】
　なお、本実施形態においては、主制御回路７２０からサブ制御回路７３０にコマンドを
供給する一方、サブ制御回路７３０から主制御回路７２０に信号を供給できないように構
成したが、これに限らず、サブ制御回路７３０から主制御回路７２０に信号を送信できる
ように構成してもよい。
【０２４４】
　サブ制御回路７３０は、サブＣＰＵ７３１、プログラムＲＯＭ２０２、ワークＲＡＭ２
０３、フロントプロジェクタ制御回路７３４、第１リアプロジェクタ制御回路７３５、第
２リアプロジェクタ制御回路７３６、音声制御回路７３７、ランプ制御回路７３８及び役
物制御回路７３９等を具備する。サブ制御回路７３０は、主制御回路７２０からの指令に
応じて遊技の進行に応じた演出を実行する。また、サブ制御回路７３０は、演出ボタン（
参照符号なし）の操作によってオン・オフされる演出ボタンスイッチ７４２が接続されて
いる。
【０２４５】
　サブＣＰＵ７３１は、プログラムＲＯＭ２０２に記憶されたプログラムに従って、各種
の処理を実行する機能を有する。特に、サブＣＰＵ７３１は、主制御回路７２０から供給
される各種のコマンドに従って、サブ制御回路７３０の制御を行う。
【０２４６】
　プログラムＲＯＭ２０２には、サブＣＰＵ７３１によりパチンコ遊技機１の遊技演出を
制御するためのプログラムや、各種のテーブル等が記憶されている。
【０２４７】
　なお、本実施形態においては、プログラムやテーブル等が記憶される記憶手段として、
メインＲＯＭ１０２及びプログラムＲＯＭ２０２を用いるように構成したが、これに限ら
ず、制御手段を備えたコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体であれば別態様であっ
てもよい。例えば、前記記憶手段として、ハードディスク装置や、ＣＤ－ＲＯＭ及びＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ、ＲＯＭカートリッジ等の記憶媒体を用いてもよい。また、前記プログラムや
テーブル等は、予め記録されているものでなくとも、電源投入後にダウンロードされ、ワ
ークＲＡＭ２０３等に記録されるものでもよい。さらに、前記プログラムやテーブル等は
、各々異なる記憶媒体に記録されていてもよい。
【０２４８】
　ワークＲＡＭ２０３は、サブＣＰＵ７３１の一時記憶領域として種々のフラグや変数の
値を記憶する機能を有する。なお、本実施形態においては、サブＣＰＵ７３１の一時記憶
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領域としてワークＲＡＭ２０３を用いているが、これに限らず、読み書き可能な記憶媒体
であればよい。
【０２４９】
　フロントプロジェクタ制御回路７３４は、フロントプロジェクタ６２２における映像光
の投射制御を行うための回路である。フロントプロジェクタ制御回路７３４は、映像デー
タプロセッサ（以下、ＶＤＰと称する）や、各種の映像データを生成するためのデータが
記憶されている映像データＲＯＭ、映像データをバッファするフレームバッファ、映像デ
ータを映像信号として変換するＤ／Ａコンバータ等を具備する。
【０２５０】
　フロントプロジェクタ制御回路７３４は、サブＣＰＵ７３１から供給されるデータに応
じて、フロントスクリーン５１２に映像光を投射させるための種々の処理を行うことがで
きる。フロントプロジェクタ制御回路７３４は、サブＣＰＵ７３１から供給される映像光
投射命令に応じて、フロントプロジェクタ６２２に映像光を投射させるための映像データ
を一時的にフレームバッファに格納する。なお、フロントプロジェクタ６２２に映像光を
投射させるための映像データには、識別図柄を示す識別図柄映像データや、背景映像デー
タ、演出用映像データ等の、遊技に関する各種の映像データが含まれる。
【０２５１】
　そして、フロントプロジェクタ制御回路７３４は、所定のタイミングで、フレームバッ
ファに格納された映像データをＤ／Ａコンバータに供給する。Ｄ／Ａコンバータは、映像
データを映像信号として変換し、当該変換した映像信号を所定のタイミングでフロントプ
ロジェクタ６２２に供給する。フロントプロジェクタ６２２に映像信号が供給されると、
フロントプロジェクタ６２２は当該映像信号に関する映像光を投射する。こうして、フロ
ントプロジェクタ制御装置７３４は、フロントプロジェクタ６２２に遊技に関する映像を
投射させる制御を行うことができる。
【０２５２】
　第１リアプロジェクタ制御回路７３５は、第１リアプロジェクタ１２２における投射制
御を行うための回路である。また、第２リアプロジェクタ制御回路７３６は、第２リアプ
ロジェクタ１２４における投射制御を行うための回路である。第１リアプロジェクタ制御
回路７３５および第２リアプロジェクタ制御回路７３６の構成は、フロントプロジェクタ
制御回路７３４と同様であるため、その詳細な説明を省略する。
【０２５３】
　音声制御回路７３７は、スピーカ７４０から発生させる音声に関する制御を行うための
回路である。音声制御回路７３７は、音声に関する制御を行う音源ＩＣや、各種の音声デ
ータを記憶する音声データＲＯＭ、音声信号を増幅するための増幅器（以下、ＡＭＰと称
する）等を具備する。
【０２５４】
　前記音源ＩＣは、スピーカ７４０から発生させる音声の制御を行う。音源ＩＣは、サブ
ＣＰＵ７３１から供給される音声発生命令に応じて、音声データＲＯＭに記憶されている
複数の音声データから一つの音声データを選択する。また、音源ＩＣは、選択された音声
データを音声データＲＯＭから読み出し、音声データを所定の音声信号に変換し、当該変
換した音声信号をＡＭＰに供給する。ＡＭＰは、音声信号を増幅させ、スピーカ７４０か
ら音声を発生させる。
【０２５５】
　ランプ制御回路７３８は、装飾ランプ等を含むランプ２５の制御を行うための回路であ
る。ランプ制御回路７３８は、ランプ制御信号を供給するためのドライブ回路や、複数種
類のランプ装飾パターンが記憶されている装飾データＲＯＭ等を具備する。
【０２５６】
　役物制御回路７３９は、大型役物本体部２３０、導光板２３４，２３６および飾り役物
５６０といった可動役物の制御を行うための回路である。役物制御回路７３９は、各役物
２３０，５６０に対して、駆動信号を供給するための駆動回路や、点灯制御信号を供給す
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るための点灯回路、動作パターンや点灯パターンが記憶されている役物データＲＯＭ等を
有する。
【０２５７】
　また、駆動回路は、サブＣＰＵ７３１から供給される役物作動命令に応じて、役物デー
タＲＯＭに記憶されている複数の動作パターンから一つの動作パターンを選択する。そし
て、選択した動作パターンを役物データＲＯＭから読み出し、読み出した動作パターンに
対応する駆動信号を供給することにより、大型役物駆動機構２４０，２６０、導光板回転
駆動機構２３４０，２３６０、導光板上下駆動機構２３９，２７０、飾り役物５６０を駆
動させる駆動機構５７０３，５７２３などを介して、各役物（大型役物本体部２３０、導
光板２３４，２３６、飾り役物５６０）の機械的な動作を制御する。また、点灯回路は、
サブＣＰＵ７３１から供給される点灯命令に基づいて、役物データＲＯＭに記憶されてい
る複数の点灯パターンから一つの点灯パターンを選択する。そして、選択した点灯パター
ンを役物データＲＯＭから読み出し、読み出した点灯パターンに対応する点灯制御信号を
供給することにより、各役物各役物（大型役物本体部２３０、導光板２３４，２３６、飾
り役物５６０）の点灯動作を制御する。
【０２５８】
［５．機能フロー］
　次に、図４９を用いて、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローについ
て説明する。図４９は、本発明の一実施形態に係るパチンコ遊技機の機能フローを示す図
である。
【０２５９】
　図４９に示すように、パチンコゲームは、ユーザの操作により遊技球が発射され、その
遊技球が各種入賞した場合に遊技球の払出制御処理が行われるゲームである。また、パチ
ンコゲームには、特別図柄を用いる特別図柄ゲーム、普通図柄を用いる普通図柄ゲームが
含まれる。
【０２６０】
　特別図柄ゲームにおいて「大当り」となったときや、普通図柄ゲームにおいて「当り」
となったときには、相対的に、遊技球が入賞する可能性が増大し、遊技球の払出制御処理
が行われ易くなる。
【０２６１】
　また、各種入賞には、特別図柄ゲームにおいて特別図柄の可変表示が行われるための一
つの条件である特別図柄始動入賞や、普通図柄ゲームにおいて普通図柄の可変表示が行わ
れるための一つの条件である普通図柄始動入賞も含まれる。
【０２６２】
　なお、本明細書でいう「可変表示」とは、１回の特別図柄ゲームの開始から終了するま
で識別図柄が変動表示される概念であり、例えば、１回の可変表示において識別図柄の変
動演出と停止演出とを可能にするものである。識別図柄の変動演出及び停止演出は、１回
の可変表示において複数回行われることもある。なお、変動演出は、あくまでも見た目上
行われる演出であり、可変表示の変動表示とはその意味合いが異なる。
【０２６３】
　また、「可変表示」では、例えば特別図柄ゲームの結果として特別図柄（識別図柄）が
表示される「導出表示」を行うことができる。すなわち、本明細書では、「変動表示」の
開始から「導出表示」までの動作を１回の「可変表示」と称する。
【０２６４】
　以下、特別図柄ゲーム及び普通図柄ゲームの処理フローの概要を説明する。特別図柄ゲ
ーム及び普通図柄ゲームは、メインＣＰＵ７２１により制御処理として実行される。
【０２６５】
　（１）特別図柄ゲームにおいて特別図柄始動入賞があった場合には、大当り判定用カウ
ンタ及び図柄決定用カウンタからそれぞれ乱数値（大当り判定用乱数値及び図柄決定用乱
数値）が抽出され、抽出された各乱数値が記憶される（図４９に示す特別図柄ゲーム中の
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特別図柄始動入賞処理のフロー参照）。
【０２６６】
　また、図４９に示すように、特別図柄ゲーム中の特別図柄制御処理では、最初に、特別
図柄の可変表示を開始する条件が成立したか否かが判別される。この判別処理では、特別
図柄始動入賞によって乱数値等の各種データが記憶されているか否かを参照し、乱数値等
の各種データが記憶されていることを一つの条件として、特別図柄の可変表示を開始する
条件が成立したと判別する。
【０２６７】
　次いで、特別図柄の可変表示を開始する場合、大当り判定用カウンタから抽出された大
当り判定用乱数値が参照され、「大当り」とするか否かの大当り判定が行われる。その後
、停止図柄決定処理が行われる。この処理では、図柄決定用カウンタから抽出された図柄
決定用乱数値と、上述した大当り判定の結果とが参照され、停止表示させる特別図柄を決
定する。
【０２６８】
　次いで、変動パターン決定処理が行われる。この処理では、変動パターン決定用カウン
タから乱数値が抽出され、その乱数値と、上述した大当り判定の結果と、上述した停止表
示させる特別図柄とが参照され、特別図柄の変動パターンを決定する。
【０２６９】
　次いで、演出パターン決定処理が行われる。この処理では、演出パターン決定用カウン
タから乱数値が抽出され、その乱数値と、上述した大当り判定の結果と、上述した停止表
示させる特別図柄と、上述した特別図柄の変動パターンとが参照され、特別図柄の可変表
示に伴って実行する演出パターンを決定する。
【０２７０】
　次いで、決定された大当り判定の結果、停止表示させる特別図柄、特別図柄の変動パタ
ーン、及び、特別図柄の可変表示に伴う演出パターンが参照され、特別図柄の可変表示の
制御を行う可変表示制御処理、及び、所定の演出を行う演出制御処理が実行される。
【０２７１】
　そして、可変表示制御処理及び演出表示制御処理が終了すると、「大当り」となるか否
かが判定される。この判定処理において、「大当り」となったと判定されると、大当り遊
技を行う大当り遊技制御処理が実行される。なお、大当り遊技では、上述した各種入賞の
可能性が増大する。一方、「大当り」とならなかったと判定されると、大当り遊技制御処
理が実行されない。
【０２７２】
　「大当り」とならなかったと判定された場合、又は、大当り遊技制御処理が終了した場
合には、遊技状態を移行させるための遊技状態移行制御処理が行われる。この遊技状態移
行制御処理では、大当り遊技状態とは異なる通常時の遊技状態の管理が行われる。
【０２７３】
　通常時の遊技状態としては、例えば、上述した大当り判定において、「大当り」と判定
される確率が増大する遊技状態（以下、「高確率遊技状態」という）や、特別図柄始動入
賞が得られやすくなる遊技状態（以下、「時短遊技状態」という）などが挙げられる。そ
の後、再度、特別図柄の可変表示を開始させるか否かの判別処理を行い、その後は、上述
した特別図柄制御処理の各種処理が繰り返される。
【０２７４】
　なお、本実施形態のパチンコ遊技機において、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動入
賞した場合には、該始動入賞時に取得される各種データ（大当り判定用乱数値、図柄決定
用乱数値等）が、特別図柄の可変表示を開始する条件が成立するまで記憶される。このよ
うに、特別図柄の可変表示を開始する条件が成立するまで各種データを記憶することを「
保留」といい、保留される各種データを始動記憶という。
【０２７５】
　すなわち、特別図柄の変動表示中に遊技球が始動入賞した場合には、該始動入賞に対応
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する特別図柄の可変表示（変動表示）が保留され、現在実行されている特別図柄の変動表
示終了後に保留されている特別図柄の可変表示が開始される。以下では、保留されている
特別図柄の可変表示を「保留球」ともいう。
【０２７６】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機では、後述するように、２種類の特別図柄始動入賞
（第１始動口入賞及び第２始動口入賞）を設け、各特別図柄始動入賞に対して最大４個の
保留球を取得することができる。すなわち、本実施形態では、最大８個の保留球を取得す
ることができる。
【０２７７】
　なお、本実施形態のパチンコ遊技機は、図４９には示さないが、上述した保留球の情報
に基づいて保留球の当落（「大当り」当選の有無）を判定し、さらに、その判定結果に基
づいて所定の演出を行う機能、すなわち先読み演出機能を備えている。
【０２７８】
　（２）普通図柄ゲームにおいて普通図柄始動入賞があった場合には、当り判定用カウン
タから乱数値が抽出され、その乱数値が記憶される（図４９に示す普通図柄ゲーム中の普
通図柄始動入賞処理のフロー参照）。
【０２７９】
　また、図４９に示すように、普通図柄ゲーム中の普通図柄制御処理では、最初に、普通
図柄の可変表示を開始する条件が成立したか否かが判別される。この判別処理では、普通
図柄始動入賞によって乱数値が記憶されているか否かが参照され、乱数値が記憶されてい
ることを一つの条件として、普通図柄の可変表示を開始する条件が成立したと判別する。
【０２８０】
　次いで、普通図柄の可変表示を開始する場合、当り判定用カウンタから抽出された乱数
値が参照され、「当り」とするか否かの当り判定が行われる。その後、変動パターン決定
処理が行われる。この処理では、当り判定の結果が参照され、普通図柄の変動パターンを
決定する。
【０２８１】
　次いで、決定された当り判定の結果、及び、普通図柄の変動パターンが参照され、普通
図柄の可変表示の制御を行う可変表示制御処理、及び、所定の演出を行う演出制御処理が
実行される。
【０２８２】
　可変表示制御処理及び演出表示制御処理が終了すると、「当り」となるか否かが判定さ
れる。この判定処理において、「当り」となると判定されると、当り遊技を行う当り遊技
制御処理が実行される。
【０２８３】
　当り遊技制御処理では、上述した各種入賞の可能性、特に、特別図柄ゲームにおける遊
技球の特別図柄始動入賞の可能性が増大する。一方、「当り」とならないと判定されると
、当り遊技制御処理が実行されない。その後、再度、普通図柄の可変表示を開始させるか
否かの判別処理を行い、その後は、上述した普通図柄制御処理の各種処理が繰り返される
。
【０２８４】
　上述のように、パチンコゲームでは、特別図柄ゲームにおいて「大当り」となるか否か
、遊技状態の移行状況、普通図柄ゲームにおいて「当り」となるか否か等の条件により、
遊技球の払出制御処理の行われ易さが変化する。
【０２８５】
　なお、本実施形態において、各種の乱数値の抽出方式としては、プログラムを実行する
ことによって乱数値を生成するソフト乱数方式を用いる。しかしながら、本発明はこれに
限定されず、例えば、パチンコ遊技機が、所定周期で乱数が更新される乱数発生器を備え
る場合には、その乱数発生器におけるカウンタ（いわゆる、リングカウンタ）から乱数値
を抽出するハード乱数方式を、上述した各種乱数値の抽出方式として採用してもよい。



(41) JP 2019-24835 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

【０２８６】
　なお、ハード乱数方式を用いる場合は、所定周期とは異なるタイミングで、乱数値の初
期値を決定することによって、所定周期で同じ乱数値が抽出されることを防止することが
できる。
【０２８７】
［６．サブＣＰＵ７３１による演出］
　サブＣＰＵ７３１（各プロジェクタ制御回路７３４，７３５，７３６））は、各プロジ
ェクタから投射される映像光を制御し、各スクリーンに演出としての映像を投影する。第
１リアプロジェクタ１２２は上側リアスクリーン２９０２に、第２リアプロジェクタ１２
４は下側リアスクリーン２９０４および中間リアスクリーン２９０６に、それぞれ映像光
を投射して、リアスクリーンユニット２９０において各種演出表示を行う。また、フロン
トプロジェクタ６２２はフロントスクリーン５１２に映像光を投射して、フロントスクリ
ーン５１２において各種演出を行う。
【０２８８】
　具体的に、本実施形態では、内部抽選の結果に基づく演出が上側リアスクリーン２９０
２に投影されるように、第１リアプロジェクタ１２２から映像光が投射される。また、遊
技盤のセル画や液晶表示領域を模した映像が下側リアスクリーン２９０４に投影されるよ
うに、第２リアプロジェクタ１２４から映像光が投射される。液晶表示領域を模した映像
が投影される領域では、内部抽選の結果に基づく図柄の変動演出の映像が投影されるよう
に、第２リアプロジェクタ１２４から映像光が投射される。また、フロントスクリーン５
１２にも、内部抽選の結果に基づく演出が投影される。
【０２８９】
　なお、内部抽選の結果に基づく演出は、上側リアスクリーン２９０２、下側リアスクリ
ーン２９０４、中間リアスクリーン２９０６およびフロントスクリーン５１２の全部のス
クリーンに投影されるようにしてもよいし、通常時は特定のスクリーンにのみ投影される
ようにし、特定時（例えば内部抽選の結果が大当りや大当りの可能性があるとき）に、全
部のスクリーンに投影されるようにしてもよい。これらのスクリーンのうちいずれのスク
リーンを使ってどのような映像を投影するかは、適宜選択可能である。
【０２９０】
　また、液晶表示領域を模した映像が投影される領域（図柄の変動演出の映像が投影され
る領域）には、後述する特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示
部７０４）に表示される特別図柄と対応する演出映像が投影される。この際、例えば、特
別図柄部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）において特別図柄が
変動表示中であるときには、特定の場合を除いて、例えば、１～８までの数字や各種文字
等からなる複数の演出用識別図柄（装飾図柄）の変動表示が投影される。
【０２９１】
　そして、特別図柄部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）におい
て特別図柄が停止表示されると、下側リアスクリーン２９０４の液晶表示領域を模した映
像が投影される領域にも、特別図柄に対応する複数の識別図柄が停止表示される。
【０２９２】
　特別図柄部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）において停止表
示された特別図柄が特定の態様である（停止表示の結果が「大当り」である）場合には、
「大当り」であることを遊技者に把握させるための演出画像の映像が、リアスクリーンユ
ニット２９０または／およびフロントスクリーン５１２に投影される。
【０２９３】
　「大当り」であることを遊技者に把握させるための演出としては、例えば、まず、停止
表示された複数の識別図柄が特定の態様（例えば、同一の識別図柄が所定の方向に沿って
並ぶ態様）となり、その後、「大当り」を報知する画像を表示するような演出が挙げられ
る。
【０２９４】
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　また、本実施形態では、第２リアプロジェクタ１２４による映像光の投射により、下側
リアスクリーン２９０４の下方領域に、後述する第１特別図柄用保留表示部７０５及び第
２特別図柄用保留表示部７０６の表示内容と関連する演出画像が投影される。なお、演出
画像が投影される領域は下側リアスクリーン２９０４に限られず、上側リアスクリーン２
９０２、中間リアスクリーン２９０６およびフロントスクリーン５１２のうちのいずれで
あってもよい。
【０２９５】
　また、本実施形態では、後述する普通図柄表示部７０１において停止表示された普通図
柄が所定の態様であった場合に、その情報を遊技者に把握させる演出映像をいずれかのス
クリーン５１２，２９０２，２９０４，２９０６に投影させる機能をさらに設けてもよい
。
【０２９６】
［７．表示部］
［７－１．特別図柄表示部］
　特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）は、図示し
ないが、特別図柄ゲームにおいて、特別図柄を可変表示（変動表示及び停止表示）する表
示装置である。本実施形態では、特別図柄を数字や記号等からなる図柄で表示する７セグ
表示器により特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）
を構成する。
【０２９７】
　なお、本発明はこれに限定されず、特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２
特別図柄表示部７０４）を、例えば、複数のＬＥＤにより構成してもよい。この場合には
、複数のＬＥＤの点灯・消灯によって構成される表示パターンを特別図柄として表す。
【０２９８】
　特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）は、図示し
ない第一始動口又は第二始動口に遊技球が入賞したこと（特別図柄始動入賞）を契機に、
特別図柄（識別情報）の変動表示を行う。そして、特別図柄表示部（第１特別図柄表示部
７０３、第２特別図柄表示部７０４）は、所定時間、特別図柄の変動表示を行った後、特
別図柄の停止表示を行う。
【０２９９】
　以下では、遊技球が第一始動口に入賞したときに変動表示される特別図柄を、第１特別
図柄という。また、遊技球が第二始動口に入賞したときに変動表示される特別図柄を、第
２特別図柄という。
【０３００】
　特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）において、
停止表示された第１特別図柄又は第２特別図柄が特定の態様（「大当り」の態様）である
場合には、遊技状態が、通常遊技状態から遊技者に有利な状態である大当り遊技状態に移
行する。
【０３０１】
　すなわち、特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）
において、第１特別図柄又は第２特別図柄が大当り遊技状態に移行する態様で停止表示さ
れることが、「大当り」である。
【０３０２】
　大当り遊技状態では、大入賞口が所定態様で開放されるため、遊技球の入賞が容易化さ
れ、多量の賞球を獲得することができる。具体的には、本実施形態では、遊技球が第一始
動口に入賞し、特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４
）において第１特別図柄が特定の態様で停止表示された場合には、大入賞口が開放状態と
なる。
【０３０３】
　各大入賞口の開放状態は、遊技球が所定個数入賞するまで、又は、一定期間（例えば３
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０秒）が経過するまで維持される。そして、このいずれかの条件を満たすと、開放状態で
あった大入賞口が閉鎖状態になる。
【０３０４】
　以下では、大入賞口が遊技球を受け入れやすい状態（開放状態）となっている遊技をラ
ウンドゲームという。ラウンドゲーム同士の間は、大入賞口が閉鎖状態となる。
【０３０５】
　また、ラウンドゲームは、１ラウンド、２ラウンド等のラウンド数として計数される。
例えば、１回目のラウンドゲームを第１ラウンド、２回目のラウンドゲームを第２ラウン
ドと称する。
【０３０６】
　なお、特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）にお
いて、停止表示された特別図柄が特定の態様以外の態様（「ハズレ」の態様）である場合
には、転落抽選に当選した場合を除き遊技状態は移行しない。
【０３０７】
　すなわち、特別図柄ゲームは、特別図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別
図柄表示部７０４）により、特別図柄が変動表示され、その後、特別図柄が停止表示され
、その結果によって遊技状態が移行又は維持されるゲームである。
【０３０８】
　また、本実施形態のパチンコ遊技機１では、第１特別図柄又は第２特別図柄の変動表示
中に遊技球が第一始動口に入賞した場合、該入賞に対応する第１特別図柄の可変表示（保
留球）が保留される。
【０３０９】
　そして、現在、変動表示中の第１特別図柄又は第２特別図柄が停止表示されると、保留
されていた第１特別図柄の変動表示が開始される。本実施形態では、保留される第１特別
図柄の可変表示の数（いわゆる、「保留個数（保留球の個数）」）を、最大４回（個）に
規定する。
【０３１０】
　さらに、本実施形態では、第１特別図柄又は第２特別図柄の変動表示中に遊技球が第二
始動口に入賞した場合、該入賞に対応する第２特別図柄の可変表示（保留球）が保留され
る。
【０３１１】
　そして、現在、変動表示中の第１特別図柄又は第２特別図柄が停止表示されると、保留
されていた第２特別図柄の変動表示が開始される。本実施形態では、保留される第２特別
図柄の可変表示の数（保留個数）を、最大４回（個）に規定する。したがって、本実施形
態では、特別図柄の可変表示の保留個数は、合わせて最大８個となる。
【０３１２】
　また、本実施形態では、第１特別図柄の保留球及び第２特別図柄の保留球が混在した場
合、一方の特別図柄の変動表示を、他方の特別図柄の変動表示よりも優先的に実行する。
具体的には、第１特別図柄の保留球よりも第２特別図柄の保留球が優先的に消化されるよ
うになっている。なお、本発明はこれに限定されず、第１特別図柄の保留球及び第２特別
図柄の保留球が混在した場合、保留された順番に特別図柄の変動表示を実行するようにし
てもよい。
【０３１３】
［７－２．普通図柄表示部置］
　普通図柄表示部７０１は、図示しないが、遊技領域３２０に設けられたゲートを遊技球
が通過したことにもとづいて行われる普通図柄ゲームにおいて、普通図柄を可変表示（変
動表示及び停止表示）する表示装置であり、普通図柄表示部７０１は、複数のＬＥＤ（普
通図柄表示ＬＥＤ）により構成される。そして、普通図柄表示部７０１では、各普通図柄
表示ＬＥＤの点灯・消灯によって構成される表示パターンを普通図柄として表す。
【０３１４】



(44) JP 2019-24835 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

　普通図柄表示部７０１は、遊技球が球通過検出器を通過したことを契機に、２つの普通
図柄表示ＬＥＤを交互に点灯・消灯して、普通図柄の変動表示を行う。そして、普通図柄
表示部７０１は、所定時間、普通図柄の変動表示を行った後、普通図柄の停止表示を行う
。
【０３１５】
　普通図柄表示部７０１において、停止表示された普通図柄が所定の態様（「当り」の態
様）である場合には、普通電動役物が所定の期間だけ閉鎖状態から開放状態になる。一方
、停止表示された普通図柄が所定の態様以外の態様（「ハズレ」の態様）である場合には
、普通電動役物は閉鎖状態を維持する。
【０３１６】
　すなわち、普通図柄ゲームは、普通図柄表示部７０１により、普通図柄が変動表示され
て、その後、普通図柄が停止表示され、その結果に応じて普通電動役物が動作するゲーム
である。
【０３１７】
　なお、普通図柄の変動表示中に遊技球が球通過検出器を通過した場合には、普通図柄の
可変表示が保留される。そして、現在、変動表示中の普通図柄が停止表示されると、保留
されていた普通図柄の変動表示が開始される。本実施形態では、保留される普通図柄の可
変表示の数（すなわち、「保留個数」）を、最大４回（個）に規定する。
【０３１８】
［７－３．普通図柄保留表示装置］
　普通図柄保留表示装置は、図示しないが、普通図柄の可変表示の保留個数を表示する装
置であり、複数の普通図柄保留表示ＬＥＤを備えており、普通図柄保留表示装置では、各
普通図柄保留表示ＬＥＤの点灯・消灯により、普通図柄の可変表示の保留個数を表示する
。
【０３１９】
　具体的には、普通図柄保留表示装置は、普通図柄の可変表示の保留個数に応じて普通図
柄保留表示ＬＥＤが表示され、普通図柄保留表示ＬＥＤは、普通図柄の可変表示の保留個
数に応じて最大で４個点灯される。
【０３２０】
［７－４．第１特別図柄保留表示装置］
　第１特別図柄用保留表示部７０５は、液晶表示装置１６の表示領域の右下部に配置され
る。
【０３２１】
　第１特別図柄用保留表示部７０５は、保留されている第１特別図柄の可変表示（第１特
別図柄の保留球）に関する情報を表示する装置である。本実施形態では、第１特別図柄用
保留表示部７０５は、複数の第１特別図柄保留表示ＬＥＤを備えている。
【０３２２】
　具体的に、第１特別図柄用保留表示部７０５は、第１特別図柄の可変表示の保留個数に
応じて第１特別図柄保留表示ＬＥＤが表示され、第１特別図柄保留表示ＬＥＤは、第１特
別図柄の可変表示の保留個数に応じて最大で４個点灯される。
【０３２３】
［７－５．第２特別図柄保留表示装置］
　第２特別図柄用保留表示部７０６は、液晶表示装置１６の表示領域の右下部に配置され
る。
【０３２４】
　第２特別図柄用保留表示部７０６は、保留されている第２特別図柄の可変表示（第２特
別図柄の保留球）に関する情報を表示する装置であり、第２特別図柄用保留表示部７０６
は、複数の第２特別図柄保留表示ＬＥＤを備えている。
【０３２５】
　具体的には、第２特別図柄用保留表示部７０６は、第２特別図柄の可変表示の保留個数
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に応じて第２特別図柄保留表示ＬＥＤが表示され、第２特別図柄保留表示ＬＥＤは、第２
特別図柄の可変表示の保留個数に応じて最大で４個点灯される。
【０３２６】
　次に、図５０～図５２を用いて、主制御回路７２０のデータ構成等について説明する。
【０３２７】
［８．各種テーブル］
［８－１．当り乱数判定テーブル］
　図５０は、主制御回路７２０のメインＲＯＭ７２２に記憶されている当り乱数判定テー
ブル（第１始動口、第２始動口）を示す図である。当り乱数判定テーブル（第１始動口）
は、第一始動口に遊技球が入賞した際に取得される大当り判定用乱数値に基づいて、「大
当り」、「小当り」、及び「ハズレ」のいずれかを抽選により決定するために参照される
。当り乱数判定テーブル（第２始動口）は、第二始動口に遊技球が入賞した際に取得され
る大当り判定用乱数値に基づいて「大当り」及び「ハズレ」のいずれかを抽選により決定
する際に参照される。
【０３２８】
　大当り判定用乱数値は、始動口入賞を契機に行われる抽選結果を判定するための乱数値
である。より具体的にいうと、大当り判定用乱数値は、特別図柄（第１特別図柄及び第２
特別図柄）の抽選結果を示す値である。本実施形態において、大当り判定用乱数値は、０
～６５５３５（６５５３６種類）の中から選ばれる。
【０３２９】
　本実施形態では、第一始動口に遊技球が入賞した場合、「大当り」、「小当り」及び「
ハズレ」のいずれかが抽選により決定される。それゆえ、当り乱数判定テーブル（第１始
動口入賞時）には、確変フラグの値（「０（＝オフ）」又は「１（＝オン）」）毎に、「
大当り」、「小当り」及び「ハズレ」のそれぞれの当選が決定される大当り判定用乱数値
の範囲（幅）と、それに対応する判定値データ（「大当り判定値データ」、「小当り判定
値データ」及び「ハズレ判定値データ」）との関係が規定される。確変フラグは、メイン
ＲＡＭ７２３に格納される管理フラグの一つであり、遊技状態が「高確率遊技状態」であ
るか否かを管理するためのフラグである。遊技状態が「高確率遊技状態」である場合には
、確変フラグは「１」となり、「低確率遊技状態」である場合には、確変フラグは「０」
となる。
【０３３０】
　本実施形態では、第一始動口入賞時に、確変フラグが「０」であり、当り判定用乱数値
が「０」～「２０４」のいずれかである場合には、「大当り」が当選し、「大当り判定値
データ」が決定される。すなわち、この場合における「大当り」の当選確率（大当り確率
（選択率））は、２０５／６５５３６（≒１／３１９）となる。
【０３３１】
　また、第一始動口５４４２入賞時に、確変フラグが「０」であり、当り判定用乱数値が
「２０５」～「４０９」のいずれかである場合には、「小当り」が当選し、「小当り判定
値データ」が決定される。すなわち、この場合における「小当り」の当選確率は、２０５
／６５５３６（≒１／３１９）となる。
【０３３２】
　さらに、第一始動口５４４２入賞時に、確変フラグが「０」であり、当り判定用乱数値
が「０」～「４０９」のいずれでもない場合には、「ハズレ」が当選し、「ハズレ判定値
データ」が決定される。
【０３３３】
　一方、第一始動口入賞時に、確変フラグが「１」であり、当り判定用乱数値が「０」～
「１６３７」のいずれかである場合には、「大当り」が当選し、「大当り判定値データ」
が決定される。すなわち、この場合における「大当り」の当選確率（大当り確率（選択率
））は、１６３８／６５５３６（≒１／４０）となり、確変フラグが「０」である場合の
それより高くなる。
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【０３３４】
　また、第一始動口入賞時に、確変フラグが「１」であり、当り判定用乱数値が「１６３
８」～「１８４２」のいずれかである場合には、「小当り」が当選し、「小当り判定値デ
ータ」が決定される。すなわち、この場合における「小当り」の当選確率は、２０５／６
５５３６（≒１／３１９）となり、確変フラグが「０」である場合と同一となる。
【０３３５】
　さらに、第一始動口５４４２入賞時に、確変フラグが「１」であり、当り判定用乱数値
が「０」～「１８４２」のいずれでもない場合には、「ハズレ」が当選し、「ハズレ判定
値データ」が決定される。
【０３３６】
　上述のように、本実施形態では、第一始動口に遊技球が入賞した場合には、入賞時の遊
技状態が「高確率遊技状態」であるか否かによって、大当り確率が変動する。具体的には
、遊技状態が「高確率遊技状態」である時に第一始動口に遊技球が入賞した場合の大当り
確率は、遊技状態が「高確率遊技状態」でない時の約８倍程度高くなる。
【０３３７】
　同様に、第二始動口入賞時に、確変フラグが「０」であり、当り判定用乱数値が「０」
～「２０４」のいずれかである場合には、「大当り」が当選し、「大当り判定値データ」
が決定される。すなわち、この場合における「大当り」の当選確率（大当り確率（選択率
））は、２０５／６５５３６（≒１／３１９）となる。
【０３３８】
　また、第二始動口入賞時に、確変フラグが「０」であり、当り判定用乱数値が「０」～
「２０４」のいずれでもない場合には、「ハズレ」が当選し、「ハズレ判定値データ」が
決定される。
【０３３９】
　一方、第二始動口入賞時に、確変フラグが「１」であり、当り判定用乱数値が「０」～
「１６３７」のいずれかである場合には、「大当り」が当選し、「大当り判定値データ」
が決定される。すなわち、この場合における「大当り」の当選確率（大当り確率（選択率
））は、１６３８／６５５３６（≒１／４０）となり、確変フラグが「０」である場合の
それより高くなる。
【０３４０】
　また、第二始動口入賞時に、確変フラグが「１」であり、当り判定用乱数値が「０」～
「１６３７」のいずれでもない場合には、「ハズレ」が当選し、「ハズレ判定値データ」
が決定される。
【０３４１】
　上述のように、本実施形態では、第二始動口に遊技球が入賞した場合には、「小当り」
に当選することなく、入賞時の遊技状態が「高確率遊技状態」であるか否かによって、大
当り確率が変動し、遊技状態が「高確率遊技状態」である時の大当り確率は、「低確率遊
技状態」である時の約８倍程度高くなる。
【０３４２】
［８－２．図柄判定テーブル］
　図５１は、主制御回路７２０のメインＲＯＭ７２２に記憶されている図柄判定テーブル
（第１始動口、第２始動口）を示す図である。図柄判定テーブル（第１始動口、第２始動
口）は、第一始動口あるいは第二始動口に遊技球が入賞した際に取得される図柄乱数値と
先述の判定値データとに基づいて、停止図柄を決定付ける「当り時選択図柄コマンド」及
び「図柄指定コマンド」を選択するために参照される。「当り時選択図柄コマンド」は、
当たり当選時の当たり種類に応じて定められる当り図柄を指定するためのコマンドであり
、「図柄指定コマンド」は、特別図柄の変動停止時に表示される図柄を指定するためのコ
マンドである。図柄乱数値は、例えば０～９９（１００種類）の中から抽出される。
【０３４３】
　本実施形態の図柄判定テーブル（第１始動口）によれば、大当り判定値データが得られ
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た場合であって図柄乱数値が「０」～「９」のいずれかである場合、１０／１００の確率
で当り時選択図柄コマンドとして「ｚ０」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ１
」が選択される。また、大当り判定値データが得られた場合であって図柄乱数値が「１０
」～「１９」のいずれかである場合、１０／１００の確率で当り時選択図柄コマンドとし
て「ｚ１」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ１」が選択される。また、大当り
判定値データが得られた場合であって図柄乱数値が「２０」～「２９」のいずれかである
場合、１０／１００の確率で当り時選択図柄コマンドとして「ｚ２」が選択され、図柄指
定コマンドとして「ｚＡ１」が選択される。また、大当り判定値データが得られた場合で
あって図柄乱数値が「３０」～「３９」のいずれかである場合、１０／１００の確率で当
り時選択図柄コマンドとして「ｚ３」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ１」が
選択される。また、大当り判定値データが得られた場合であって図柄乱数値が「４０」～
「４９」のいずれかである場合、１０／１００の確率で当り時選択図柄コマンドとして「
ｚ４」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ１」が選択される。また、大当り判定
値データが得られた場合であって図柄乱数値が「５０」～「９５」のいずれかである場合
、４６／１００の確率で当り時選択図柄コマンドとして「ｚ５」が選択され、図柄指定コ
マンドとして「ｚＡ１」が選択される。また、大当り判定値データが得られた場合であっ
て図柄乱数値が「９６」または「９７」である場合、２／１００の確率で当り時選択図柄
コマンドとして「ｚ６」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ４」が選択される。
また、大当り判定値データが得られた場合であって図柄乱数値が「９８」または「９９」
である場合、２／１００の確率で当り時選択図柄コマンドとして「ｚ７」が選択され、図
柄指定コマンドとして「ｚＡ５」が選択される。また、小当り判定値データが得られた場
合であって図柄乱数値が「０」～「９９」のいずれかである場合、当り時選択図柄コマン
ドとして「ｚ８」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ６」が選択される。一方、
ハズレ判定値データが得られた場合であって図柄乱数値が「０」～「９９」のいずれかで
ある場合、当り時選択図柄コマンドが選択されず、図柄指定コマンドとして「ｚＡ７」が
選択される。
【０３４４】
　また、本実施形態の図柄判定テーブル（第２始動口）によれば、大当り判定値データが
得られた場合であって図柄乱数値が「０」～「２４」のいずれかである場合、２５／１０
０の確率で当り時選択図柄コマンドとして「ｚ９」が選択され、図柄指定コマンドとして
「ｚＡ８」が選択される。また、大当り判定値データが得られた場合であって図柄乱数値
が「２５」～「４９」のいずれかである場合、２５／１００の確率で当り時選択図柄コマ
ンドとして「ｚ１０」が選択され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ８」が選択される。ま
た、大当り判定値データが得られた場合であって図柄乱数値が「５５」～「９９」のいず
れかである場合、５０／１００の確率で当り時選択図柄コマンドとして「ｚ１１」が選択
され、図柄指定コマンドとして「ｚＡ９」が選択される。一方、ハズレ判定値データが得
られた場合であって図柄乱数値が「０」～「９９」のいずれかである場合、当り時選択図
柄コマンドが選択されず、図柄指定コマンドとして「ｚＡ１０」が選択される。
【０３４５】
［８－３．大当り種類決定テーブル］
　図５２は、主制御回路７２０のメインＲＯＭ７２２に記憶されている大当り種類決定テ
ーブルを示す図である。大当り種類決定テーブルは、大当りに係る当り時選択図柄コマン
ドに応じて、ラウンド数、確変フラグをオンするか否か、時短フラグをオンするか否かと
いった大当りの種類を決定するために参照される。なお、本実施形態では、大当りの種類
に関係なく大当りに当選すれば、時短フラグが「１」にセットされる。このときの時短回
数は、２４回、３０回、３６回、４２回、４８回及び１００回のうちいずれかに決定され
、当該決定された時短回数がセットされる。確変フラグは、メインＲＡＭ７２３に格納さ
れる管理フラグの一つであり、遊技状態が「高確率遊技状態」であるか否かを管理するた
めのフラグである。遊技状態が「高確率遊技状態」である場合には、確変フラグは「１」
となり、「低確率遊技状態」である場合には、確変フラグは「０」となる。同様に、時短
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フラグは、メインＲＡＭ７２３に格納される管理フラグの一つであり、遊技状態が「時短
遊技状態」であるか否かを管理するためのフラグである。遊技状態が「時短遊技状態」で
ある場合には、時短フラグは「１」となり、「非時短遊技状態」である場合には、時短フ
ラグは「０」となる。時短回数は、時短遊技状態が継続可能な特別図柄ゲームの変動回数
である。すなわち、時短遊技状態において大当りに当選することなく時短回数分（１００
回）の特別図柄変動（特別図柄の抽選）が行われると、時短遊技状態が終了して非時短遊
技状態に移行する。なお、本実施形態では、次回の大当りに当選するまで高確率遊技状態
は継続する。ただし、大当りに当選することなく所定回数分の特別図柄変動（特別図柄の
抽選）が行われると、高確率遊技状態が終了して低確率遊技状態に移行するようにしても
よい。
【０３４６】
　本実施形態の大当り種類決定テーブルによれば、当り時選択図柄コマンドが「ｚ０」の
場合、ラウンド数が「８」で、確変フラグオフ、時短フラグオンの大当りが決定される。
当り時選択図柄コマンドが「ｚ１」の場合、ラウンド数が「８」で、確変フラグオフ、時
短フラグオンの大当りが決定される。当り時選択図柄コマンドが「ｚ３」の場合、ラウン
ド数が「８」で、確変フラグオフ、時短フラグオンの大当りが決定される。当り時選択図
柄コマンドが「ｚ４」の場合、ラウンド数が「８」で、確変フラグオフ、時短フラグオン
の大当りが決定される。当り時選択図柄コマンドが「ｚ５」の場合、ラウンド数が「８」
で、確変フラグオン、時短フラグオンの大当りが決定される。当り時選択図柄コマンドが
「ｚ６」の場合、ラウンド数が「５」で、確変フラグオン、時短フラグオンの大当りが決
定される。当り時選択図柄コマンドが「ｚ７」の場合、ラウンド数が「１６」で、確変フ
ラグオン、時短フラグオンの大当りが決定される。当り時選択図柄コマンドが「ｚ９」の
場合、ラウンド数が「５」で、確変フラグオフ、時短フラグオンの大当りが決定される。
当り時選択図柄コマンドが「ｚ１０」の場合、ラウンド数が「５」で、確変フラグオン、
時短フラグオンの大当りが決定される。当り時選択図柄コマンドが「ｚ１１」の場合、ラ
ウンド数が「１６」で、確変フラグオン、時短フラグオンの大当りが決定される。
【０３４７】
　なお、本実施形態では、当り時選択図柄コマンド（すなわち大当り判定値データ）がい
ずれであっても時短フラグオンの大当りが決定されるようになっているが、必ずしもこれ
に限られず、大当り判定値データに応じて時短フラグオフの大当りが決定されるようにし
ても良い。
【０３４８】
　また、本実施形態では、サブＣＰＵ７３１は、２４回、３０回、３６回、４２回、４８
回及び１００回のうちいずれかに時短回数を決定するようになっているが、必ずしもこれ
に限られず、次回の大当りに当選するまで時短遊技状態が継続するように制御しても良い
し、高確率遊技状態が継続する限り時短遊技状態が継続するように制御しても良い。
【０３４９】
　また、本実施形態では、サブＣＰＵ７３１は、次回の大当りに当選するまで高確遊技状
態が継続するように制御しているが、必ずしもこれに限られず、予め決められた回数（例
えば１００回）まで高確遊技状態が継続する（その後、低確率遊技状態に移行する）よう
に制御しても良いし、大当りの当選確率との関係上、実質的に次回の大当りに当選するま
で（例えば、１００００回まで）高確遊技状態が継続するように制御しても良いし、次回
の大当りに当選するまで高確遊技状態が継続するように制御しても良い。
【０３５０】
　以下に、パチンコ遊技機１のメインＣＰＵ７２１で実行される各種の処理を図５３～図
７１に示す。
【０３５１】
［９．メインＣＰＵによる制御］
［９－１．電源投入時処理］
　図５３は、メインＣＰＵ７２１による電源投入時処理を示している。遊技機１の電源が
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投入されると、同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、初期値をスタックポインタに
設定する（ステップＳ１１）。
【０３５２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、電断検知信号がＯＮか否かを判別する（ステップＳ１２
）。電断検知信号は、例えば所定レベルまで電圧が降下するとＯＮとなる。電断検知信号
がＯＮの場合、メインＣＰＵ７２１は、電断検知状態と判別し、電断検知信号がＯＦＦに
なるまでＳ１２の処理を繰り返し行う。電断検知信号がＯＦＦの場合、メインＣＰＵ７２
１は、電断検知状態と判別し、ステップＳ１３の処理に移る。
【０３５３】
　ステップＳ１３において、メインＣＰＵ７２１は、ＲＷＭ（メインＲＡＭ７２３）に対
するアクセスを許可する。
【０３５４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０が信号を受け付け可能になるまで待
機する副制御受信受付ウェイト処理を行う（ステップＳ１４）。
【０３５５】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、ＣＰＵ内蔵の各種デバイスについて初期化処理を行う（
ステップＳ１５）。
【０３５６】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、バックアップクリア信号がＯＮか否かを判別する（ステ
ップＳ１６）。バックアップクリア信号は、主制御回路７２０を構成するメインＣＰＵ７
２１に備えられたメインＲＡＭ７２３や、払出・発射制御回路７５０を構成するＲＡＭ（
図示せず）のバックアップ内容のクリアを指令するための信号である。バックアップクリ
ア信号がＯＮの場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ２３の処理に移る。バックアッ
プクリア信号がＯＦＦの場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１７の処理に移る。
【０３５７】
　ステップＳ１７において、メインＣＰＵ７２１は、電断検知フラグが設定オンであるか
否かを判別する。電断検知フラグは、電断発生に応じて電断処理を実行したことを示すフ
ラグである。電断検知フラグが設定オンである場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ
１８の処理に移る。電断検知フラグが設定オフである場合、メインＣＰＵ７２１は、ステ
ップＳ２３の処理に移る。
【０３５８】
　ステップＳ１８において、メインＣＰＵ７２１は、メインＲＡＭ７２３について例えば
チェックサムを用いて作業領域損傷チェックを行う。
【０３５９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、作業領域が正常か否かを判別する（ステップＳ１９）。
作業領域が正常である場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ２０の処理に移る。作業
領域が正常でない場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ２３の処理に移る。
【０３６０】
　ステップＳ２０において、メインＣＰＵ７２１は、電断復旧時に初期値を必要とする作
業領域の初期設定を行う。
【０３６１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、電断復旧時の高確率遊技状態（確変遊技状態）について
の報知設定を行う（ステップＳ２１）。
【０３６２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、電断復帰時のコマンド（電断復帰コマンド）をサブ制御
回路７３０に対して送信する処理を行う（ステップＳ２２）。この処理を終了すると、メ
インＣＰＵ７２１は、電源投入時処理を終了する。
【０３６３】
　ステップＳ２３において、メインＣＰＵ７２１は、メインＲＡＭ７２３の作業領域をク
リアする処理を行う。
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【０３６４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、ＲＷＭ（メインＲＡＭ７２３）初期化時に初期値を必要
とする作業領域の初期設定を行う（ステップＳ２４）。
【０３６５】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、ＲＷＭ初期化時のコマンド（初期化コマンド）をサブ制
御回路７３０に対して送信する処理を行う（ステップＳ２５）。
【０３６６】
［９－２．システムタイマ割込処理］
　図５４は、メインＣＰＵ７２１によるシステムタイマ割込処理を示している。システム
タイマ割込処理は、例えば２ｍｓごとに実行される。同図に示すように、メインＣＰＵ７
２１は、各レジスタの値をメインＲＡＭ７２３のスタックエリアに退避する（ステップＳ
３１）。
【０３６７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、各種の乱数値を更新する乱数更新処理を行う（ステップ
Ｓ３２）。
【０３６８】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、各種スイッチからの入力信号を検出するためのスイッチ
入力検出処理を実行する（ステップＳ３３）。スイッチ入力検出処理については、図５５
を参照して後述する。
【０３６９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、各種タイマの値を更新するタイマ更新処理を行う（ステ
ップＳ３４）。
【０３７０】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０に各種コマンドを出力（送信）する
コマンド出力処理を行う（ステップＳ３５）。
【０３７１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０に各種遊技情報を出力（送信）する
遊技情報出力処理を行う（ステップＳ３６）。遊技情報は、主制御回路７０、サブ制御回
路７３０、払出・発射制御回路７５０などにおいて処理される遊技に関わる情報であり、
サブ制御回路７３０や払出・発射制御回路７５０、ホールコンピュータに送信される。
【０３７２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、退避した各レジスタの値を復帰させる処理を行う（ステ
ップＳ３７）。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、システムタイマ割込処理
を終了する。
【０３７３】
［９－３．スイッチ入力検出処理］
　図５５は、メインＣＰＵ７２１によるスイッチ入力検出処理を示している。スイッチ入
力検出処理は、先述したシステムタイマ割込処理の実行中にサブルーチンとして呼び出さ
れる。同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、始動口入賞検出処理を実行する（ステ
ップＳ４１）。始動口入賞検出処理については、図５６を参照して後述する。
【０３７４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、一般入賞口通過検出処理を行う（ステップＳ４２）。一
般入賞口通過検出処理では、例えば一般入賞口への入賞時に払出個数等を示す払出情報を
セットする。
【０３７５】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口通過検出処理を行う（ステップＳ４３）。大入
賞口通過検出処理では、例えば大入賞口への入賞時に払出個数等を示す払出情報をセット
する。
【０３７６】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、球通過検出器通過検出処理を行う（ステップＳ４４）。
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球通過検出器通過検出処理では、球通過検出器による遊技球の通過検出に応じて普通図柄
ゲームの抽選結果（乱数値）を取得する。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は
、システムタイマ割込処理を終了する。
【０３７７】
［９－４．始動口入賞検出処理］
　図５６は、メインＣＰＵ７２１による始動口入賞検出処理を示している。始動口入賞検
出処理は、先述したスイッチ入力検出処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。
同図に示すように、まず、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口スイッチ７０９で遊技球を
検出したか否かを判別する（ステップＳ５１）。第一始動口スイッチ７０９で遊技球を検
出した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ５２の処理に移る。第一始動口スイッチ
７０９で遊技球を検出していない場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ５９の処理に
移る。
【０３７８】
　ステップＳ５２において、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口入賞に応じた払出情報を
セットする処理を行う。
【０３７９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口入賞の保留個数（第１特別図柄の保留個数）
が４個未満であるか否かを判別する（ステップＳ５３）。当該保留個数が４個未満の場合
、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ５４の処理に移る。当該保留個数が４個の場合、メ
インＣＰＵ７２１は、ステップＳ５９の処理に移る。
【０３８０】
　ステップＳ５４において、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口入賞の保留個数を１加算
する処理を行う。
【０３８１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、当り判定用乱数値及び図柄乱数値を取得し、これらの乱
数値をメインＲＡＭ７２３に格納する処理を行う（ステップＳ５５）。
【０３８２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第１特別停止図柄判断処理を行う（ステップＳ５６）。
第１特別停止図柄判断処理では、当り判定用乱数値及び図柄乱数値に基づいて、当り乱数
判定テーブル（第一始動口）及び図柄判定テーブル（第一始動口）、大当り種類決定テー
ブルを参照し、停止表示される予定の第１特別図柄に係る図柄指定コマンドや当り時選択
図柄コマンド等を決定する。
【０３８３】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、変動パターン決定処理を実行する（ステップＳ５７）。
変動パターン決定処理では、図柄指定コマンドや判定値データ、遊技状態やテーブルパタ
ーンに基づいて、遊技状態遷移テーブル及び変動パターン選択用テーブルを参照し、第１
特別図柄に係る変動パターンを決定する。変動パターン決定処理については、図５７を参
照して後述する。
【０３８４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口入賞の保留個数増加コマンドをセットする処
理を行う（ステップＳ５８）。第一始動口入賞の保留個数増加コマンドは、第１特別図柄
の保留個数を１増加する旨を示すコマンドであり、ステップＳ５７の処理で決定された変
動パターンを示すコマンド等とともにサブ制御回路７３０へと送信される。
【０３８５】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口スイッチ７１０で遊技球を検出したか否かを
判別する（ステップＳ５９）。第二始動口スイッチ７１０で遊技球を検出した場合、メイ
ンＣＰＵ７２１は、ステップＳ６０の処理に移る。第二始動口スイッチ７１０で遊技球を
検出していない場合、メインＣＰＵ７２１は、始動口入賞検出処理を終了する。
【０３８６】
　ステップＳ６０において、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞に応じた払出情報を
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セットする処理を行う。
【０３８７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞の保留個数（第２特別図柄の保留個数）
が４個未満であるか否かを判別する（ステップＳ６１）。当該保留個数が４個未満の場合
、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ６２の処理に移る。当該保留個数が４個の場合、メ
インＣＰＵ７２１は、始動口入賞検出処理を終了する。
【０３８８】
　ステップＳ６２において、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞の保留個数を１加算
する処理を行う。
【０３８９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、当り判定用乱数値及び図柄乱数値を取得し、これらの乱
数値をメインＲＡＭ７２３に格納する処理を行う（ステップＳ６３）。
【０３９０】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第２特別停止図柄判断処理を行う（ステップＳ６４）。
第２特別停止図柄判断処理も、第１特別停止図柄判断処理と同様に、当り判定用乱数値及
び図柄乱数値に基づいて、当り乱数判定テーブル（第二始動口）及び図柄判定テーブル（
第二始動口）、大当り種類決定テーブルを参照し、停止表示される予定の第２特別図柄に
係る図柄指定コマンドや当り時選択図柄コマンド等を決定する。
【０３９１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、変動パターン決定処理を実行する（ステップＳ６５）。
この変動パターン決定処理も、図柄指定コマンドや判定値データ、遊技状態やテーブルパ
ターンに基づいて、遊技状態遷移テーブル及び変動パターン選択用テーブルを参照し、第
２特別図柄に係る変動パターンを決定する。変動パターン決定処理については、図５７を
参照して後述する。
【０３９２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞の保留個数増加コマンドをセットする処
理を行う（ステップＳ６６）。第二始動口入賞の保留個数増加コマンドは、第２特別図柄
の保留個数を１増加する旨を示すコマンドであり、ステップＳ６５の処理で決定された変
動パターンを示すコマンド等とともにサブ制御回路７３０へと送信される。この処理を終
了すると、メインＣＰＵ７２１は、始動口入賞検出処理を終了する。
【０３９３】
［９－５．変動パターン決定処理］
　図５７は、メインＣＰＵ７２１による変動パターン決定処理を示している。変動パター
ン決定処理は、先述した始動口入賞検出処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される
。同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、後述するテーブルパターン、当り判定用乱
数値及び図柄乱数値に基づいて、遊技状態遷移テーブル及び変動パターン選択用テーブル
を参照し、変動パターン種別を選択する処理を行う（ステップＳ７１）。
【０３９４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、選択された変動パターン種別の中から所定の抽選確率に
基づいて前半及び後半変動パターンを選択する処理を行う（ステップＳ７２）。この処理
を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、変動パターン決定処理を終了する。
【０３９５】
　なお、変動パターンには、識別図柄の可変表示時間が対応付けて記憶されているため、
上記の変動パターン決定処理において決定された変動パターンは、実質的に、変動時間を
表すことが可能な情報となる。
【０３９６】
［９－６．主制御メイン処理］
　図５８は、メインＣＰＵ７２１による主制御メイン処理を示している。遊技機１に電源
が投入されると、同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、初期設定処理を行う（ステ
ップＳ８１）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、先述の電源投入時処理等の処
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理を行う。
【０３９７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、初期値乱数更新処理を行う（ステップＳ８２）。この処
理において、メインＣＰＵ７２１は、初期値乱数カウンタを更新する処理を行う。
【０３９８】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄制御処理を行う（ステップＳ８３）。特別図柄
制御処理については、図５９を参照して後述する。
【０３９９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御処理を行う（ステップＳ８４）。普通図柄
制御処理については、図６５を参照して後述する。
【０４００】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、図柄表示部制御処理を行う（ステップＳ８５）。この処
理において、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ８３及びステップＳ８４でメインＲＡＭ
７２３に記憶された特別図柄制御処理の結果及び普通図柄制御処理の結果に応じて、特別
図柄表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）及び普通図柄表示
部７０１を駆動するための制御信号をメインＲＡＭ７２３に記憶する処理を行う。これに
より、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄表示表示部（第１特別図柄表示部７０３、第２特
別図柄表示部７０４）及び普通図柄表示部７０１に制御信号を送信し、特別図柄表示部（
第１特別図柄表示部７０３、第２特別図柄表示部７０４）及び普通図柄表示部７０１は、
受信した制御信号に基づいて特別図柄や普通図柄についての可変表示及び停止表示を行う
。
【０４０１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、遊技情報データ生成処理を行う（ステップＳ８６）。こ
の処理において、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０や払出・発射制御回路７５
０、ホールコンピュータに送信するための遊技情報データに関する遊技状態コマンドを生
成し、メインＲＡＭ７２３に記憶する。
【０４０２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、記憶・遊技状態データ生成処理を行う（ステップＳ８７
）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、確変フラグの値及び時短フラグの値に基
づいて、サブ制御回路７３０に送信する記憶・遊技状態データを生成し、当該記憶・遊技
状態データをメインＲＡＭ７２３に記憶する。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２
１は、ステップＳ８２の処理に移る。
【０４０３】
［９－７．特別図柄制御処理］
　図５９は、メインＣＰＵ７２１による特別図柄制御処理を示している。特別図柄制御処
理は、先述した主制御メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。なお、同
図に示す各処理の左方に括弧書きで記載した数値（「００」～「０８」）は、制御状態フ
ラグの値を示す。この制御状態フラグは、メインＲＡＭ７２３内の所定の記憶領域に格納
される。メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグの数値に応じた処理を実行することによ
り、特別図柄ゲームを進行させる。
【０４０４】
　図５９に示すように、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグをロードする処理を行う
（ステップＳ９１）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、メインＲＡＭ７２３に
記憶された制御状態フラグの値を読み出す。メインＣＰＵ７２１は、読み出した制御状態
フラグの値に基づいて、後述のステップＳ９２～Ｓ１００の各処理を実行するか否かを判
定する。この制御状態フラグは、特別図柄ゲームの状態を示すものであり、ステップＳ９
２～Ｓ１００のいずれかの処理を実行可能にするものである。また、メインＣＰＵ７２１
は、ステップＳ９２～Ｓ１００の各処理に対して設定された待ち時間などに応じて決定さ
れた所定のタイミングで各処理を実行する。なお、この所定のタイミングに至る前は、各
処理を実行せずに、他のサブルーチンに係る処理を実行する。もちろん、所定の周期で先
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述のシステムタイマ割込処理（図５４参照）も実行する。
【０４０５】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄記憶チェック処理を行う（ステップＳ９２）。
この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが特別図柄記憶チェック処理
を示す値（「００」）である場合に、特別図柄の可変表示の保留個数をチェックし、保留
個数が「０」でない場合（保留球がある場合）には、始動口入賞検出処理で得られた当り
判定結果、特別図柄の決定結果、特別図柄の変動パターンの決定結果等を取得する。また
、メインＣＰＵ７２１は、この処理において、制御状態フラグに、後述の特別図柄可変表
示時間管理処理（ステップＳ９３）を示す値（「０１」）にセットし、今回の処理で取得
された変動パターンに対応する特別図柄の可変表示時間を待ち時間タイマにセットする。
すなわち、始動口入賞検出処理で決定された変動パターンに対応する特別図柄の可変表示
時間が経過した後、後述の特別図柄可変表示時間管理処理が実行されるように設定される
。一方、保留個数が「０」である場合（保留球がない場合）、メインＣＰＵ７２１は、デ
モ画面を表示するためのデモ表示処理を行う。この特別図柄記憶チェック処理については
、図６０を参照して詳述する。
【０４０６】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄可変表示時間管理処理を行う（ステップＳ９３
）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが特別図柄可変表示時間
管理処理を示す値（「０１」）であり、特別図柄の可変表示時間が経過した場合に、制御
状態フラグに、後述の特別図柄表示時間管理処理（ステップＳ９４）を示す値（「０２」
）をセットし、確定後待ち時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、このステップ
Ｓ９３の処理でセットされた確定後待ち時間が経過した後、後述の特別図柄表示時間管理
処理が実行されるように設定される。
【０４０７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄表示時間管理処理を行う（ステップＳ９４）。
この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが特別図柄表示時間管理処理
を示す値（「０２」）であり、ステップＳ９３の処理でセットされた確定後待ち時間が経
過した場合に、当り判定の結果が「大当り」又は「小当り」であるか否かを判別する。そ
して、当り判定の結果が「大当り」又は「小当り」である場合、メインＣＰＵ７２１は、
制御状態フラグに、後述の大当り開始インターバル管理処理（ステップＳ９５）を示す値
（「０３」）をセットし、大当り開始インターバルに対応する時間を待ち時間タイマにセ
ットする。すなわち、このステップＳ９４の処理でセットされた大当り開始インターバル
に対応する時間が経過した後、後述の大当り開始インターバル管理処理が実行されるよう
に設定される。一方、当り判定の結果が「大当り」又は「小当り」でない場合、メインＣ
ＰＵ７２１は、制御状態フラグに、後述の特別図柄ゲーム終了処理（ステップＳ１００）
を示す値（「０８」）をセットする。すなわち、この場合には、後述の特別図柄ゲーム終
了処理が実行されるように設定される。この特別図柄表示時間管理処理については、図６
１を参照して後述する。
【０４０８】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大当り開始インターバル管理処理を行う（ステップＳ９
５）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが大当り開始インター
バル管理処理を示す値（「０３」）であり、ステップＳ９４の処理でセットされた大当り
開始インターバルに対応する時間が経過した場合に、大入賞口を開放させるため、メイン
ＲＯＭ７２２から読み出されたデータに基づいて、メインＲＡＭ７２３に位置付けられた
変数を更新する。また、この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグに、
後述の大入賞口開放中処理（ステップＳ９６）を示す値（「０４）」をセットするととも
に、大入賞口の開放上限時間（例えば３０秒）を大入賞口開放時間タイマにセットする。
すなわち、この処理により、後述の大入賞口開放中処理が実行されるように設定される。
【０４０９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口開放中処理を行う（ステップＳ９６）。この処
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理において、まず、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが大入賞口開放中処理を示す
値（「０４」）である場合に、大入賞口入賞カウンタが所定数以上であるという条件、及
び、開放上限時間を経過した（大入賞口開放時間タイマが「０」である）という条件の一
方が満たされた（所定の閉鎖条件が成立した）か否かを判別する。一方の条件が満たされ
た場合、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口を閉鎖させるため、メインＲＡＭ７２３に位置
付けられた変数を更新する。そして、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグに、後述の
大入賞口内残留球監視処理（ステップＳ９７）を示す値（「０５」）をセットするととも
に、大入賞口内残留球監視時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、この処理によ
り、ステップＳ９７でセットされた大入賞口内残留球監視時間が経過した後、後述の大入
賞口内残留球監視処理が実行されるように設定される。なお、この大入賞口開放中処理の
終了直前には、サブ制御回路７３０に対してラウンド間表示コマンドが送信される。
【０４１０】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口内残留球監視処理を行う（ステップＳ９７）。
この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが大入賞口内残留球監視処理
を示す値（「０５」）であり、大入賞口内残留球監視時間が経過した場合に、大入賞口開
放回数カウンタの値が大入賞口開放回数の最大値以上である（最終ラウンドである）とい
う条件が満たされたか否かを判別する。上記条件を満たさないと判別した場合、メインＣ
ＰＵ７２１は、大入賞口再開放待ち時間管理処理を示す値（「０６」）を制御状態フラグ
にセットする。また、メインＣＰＵ７２１は、ラウンド間インターバルに対応する時間を
待ち時間タイマにセットする。すなわち、この処理により、ラウンド間インターバルに対
応する時間が経過した後、後述の大入賞口再開放前待ち時間管理処理が実行されるように
設定される。一方、ステップＳ９７において、上記条件を満たしたと判別した場合、メイ
ンＣＰＵ７２１は、大当り終了インターバル処理を示す値（「０７」）を制御状態フラグ
にセットし、大当り終了インターバルに対応する時間（大当り終了インターバル時間）を
待ち時間タイマにセットする。すなわち、この処理でセットされた大当り終了インターバ
ルに対応する時間が経過した後、後述の大当り終了インターバル処理が実行されるように
設定される。
【０４１１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口開放回数カウンタの値が大入賞口開放回数の最
大値以上ではないと判別した場合、大入賞口再開放前待ち時間管理処理を行う（ステップ
Ｓ９８）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが大入賞口再開放
前待ち時間管理処理を示す値（「０６」）であり、ラウンド間インターバルに対応する時
間が経過した場合に、大入賞口開放回数カウンタの値を「１」増加するように記憶更新す
る。また、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口開放中処理を示す値（「０４」）を制御状態
フラグにセットする。そして、メインＣＰＵ７２１は、開放上限時間（例えば３０秒）を
大入賞口開放時間タイマにセットする。すなわち、この処理で上述した大入賞口開放中処
理（ステップＳ９６）が再度実行されるように設定される。なお、大入賞口再開放前待ち
時間管理処理の終了直前には、サブ制御回路７３０に対して大入賞口開放中表示コマンド
が送信される。
【０４１２】
　また、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口開放回数カウンタの値が大入賞口開放回数の最
大値以上であると判別した場合に、大当り終了インターバル処理を行う（ステップＳ９９
）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが大当り終了インターバ
ル処理を示す値（「０７」）であり、大当り終了インターバルに対応する時間が経過した
場合に、特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「０８」）を制御状態フラグにセットする。
すなわち、この処理により、ステップＳ９９の処理後に後述の特別図柄ゲーム終了処理が
実行されるように設定される。なお、上述した当り時選択図柄コマンドが「ｚ５」、「ｚ
６」、「ｚ７」、「ｚ１０」及び「ｚ１１」のうちのいずれかである場合、メインＣＰＵ
７２１は、遊技状態を確変遊技状態に移行させる制御を行い、述した当り時選択図柄コマ
ンドが「ｚ０」、「ｚ１」、「ｚ２」、「ｚ３」、「ｚ４」及び「ｚ９」のうちのいずれ
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かである場合には、遊技状態を非確変遊技状態にする制御を行う。なお、特別図柄の抽選
結果が小当りである場合（大当り判定用乱数値が「小当り判定値データ」である場合）、
メインＣＰＵ７２１は、遊技状態を維持する制御を行う。
【０４１３】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大当り遊技状態あるいは小当り遊技状態が終了した場合
、又は、「ハズレ」に当選した場合、特別図柄ゲーム終了処理を行う（ステップＳ１００
）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが特別図柄ゲーム終了処
理を示す値（「０８」）である場合に、保留個数を示すデータ（始動記憶情報）を「１」
減少するように記憶更新する。また、メインＣＰＵ７２１は、次回の特別図柄の可変表示
を行うために、特別図柄記憶領域の更新を行う。さらに、メインＣＰＵ７２１は、特別図
柄記憶チェック処理を示す値（「００」）を制御状態フラグにセットする。すなわち、こ
の処理により、ステップＳ１００の処理後、上述した特別図柄記憶チェック処理（ステッ
プＳ９２）が実行されるように設定される。この特別図柄ゲーム終了処理を終了すると、
メインＣＰＵ７２１は、特別図柄制御処理を終了する。
【０４１４】
　上述したように、本実施形態の遊技機１では、制御状態フラグに各種値を順次セットす
ることにより、特別図柄ゲームを進行させる。具体的に、遊技状態が大当り遊技状態及び
小当り遊技状態のいずれでもなく、当り判定の結果が「ハズレ」である場合に、メインＣ
ＰＵ７２１は、制御状態フラグを「００」、「０１」、「０２」、「０８」の順にセット
する。これにより、メインＣＰＵ７２１は、上述した特別図柄記憶チェック処理（ステッ
プＳ９２）、特別図柄可変表示時間管理処理（ステップＳ９３）、特別図柄表示時間管理
処理（ステップＳ９４）及び特別図柄ゲーム終了処理（ステップＳ１００）をこの順で所
定のタイミングで実行する。
【０４１５】
　また、メインＣＰＵ７２１は、遊技状態が大当り遊技状態及び小当り遊技状態のいずれ
でもなく、当り判定の結果が「大当り」又は「小当り」である場合、制御状態フラグを「
００」、「０１」、「０２」、「０３」の順でセットする。これにより、メインＣＰＵ７
２１は、上述した特別図柄記憶チェック処理（ステップＳ９２）、特別図柄可変表示時間
管理処理（ステップＳ９３）、特別図柄表示時間管理処理（ステップＳ９４）及び大当り
開始インターバル管理処理（ステップＳ９５）をこの順で所定のタイミングで実行し、大
当り遊技状態又は小当り遊技状態への移行制御を実行する。
【０４１６】
　さらに、メインＣＰＵ７２１は、大当り遊技状態又は小当り遊技状態への移行制御が実
行された場合、制御状態フラグを「０４」、「０５」、「０６」の順でセットする。これ
により、メインＣＰＵ７２１は、上述した大入賞口開放中処理（ステップＳ９６）、大入
賞口内残留球監視処理（ステップＳ５７）及び大入賞口再開放前待ち時間管理処理（ステ
ップＳ９８）をこの順で所定のタイミングで実行し、大当り遊技又は小当り遊技を実行す
る。
【０４１７】
　なお、大当り遊技状態中に、当該大当り遊技状態の終了条件が成立した場合、メインＣ
ＰＵ７２１は、制御状態フラグを「０４」、「０５」、「０７」、「０８」の順でセット
する。これにより、メインＣＰＵ７２１は、上述した大入賞口開放中処理（ステップＳ９
６）、大入賞口内残留球監視処理（ステップＳ９７）、大当り終了インターバル処理（ス
テップＳ９９）及び特別図柄ゲーム終了処理（ステップＳ１００）をこの順で所定のタイ
ミングで実行し、大当り遊技状態を終了する。
【０４１８】
　上述したように、特別図柄制御処理では、ステータスに応じて処理フローを分岐させて
いる。また、図５８に示す主制御メイン処理中のステップＳ８４の普通図柄制御処理（後
述の図６５参照）もまた、特別図柄制御処理と同様に、ステータスに応じて処理フローを
分岐させる。
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【０４１９】
　本実施形態の処理プログラムは、ステータスに応じて処理を分岐させて行う場合にコー
ル命令で、小モジュールから親モジュールへの純粋な戻り処理が可能となるように、プロ
グラミングされている。その結果、上記処理を実行するためにジャンプテーブルを配置す
る場合と比較して、本実施形態では、プログラムの容量を削減することができる。
【０４２０】
［９－８．特別図柄記憶チェック処理］
　図６０は、メインＣＰＵ７２１による特別図柄記憶チェック処理を示している。特別図
柄記憶チェック処理は、先述した特別図柄制御処理の実行中にサブルーチンとして呼び出
される。同図に示すように、まず、メインＣＰＵ７２１は、メインＲＡＭ７２３内の所定
の記憶領域から制御状態フラグをロード処理によって読み出す（ステップＳ１１１）。
【０４２１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、読み出した制御状態フラグが特別図柄記憶チェック処理
を示す値（「００」）であるか否かを判別する（ステップＳ１１２）。制御状態フラグが
「００」でないと判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄記憶チェック処理を終
了する。一方、制御状態フラグが「００」であると判別した場合、メインＣＰＵ７２１は
、ステップＳ１１３の処理に移る。
【０４２２】
　ステップＳ１１３において、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞（第２特別図柄の
可変表示）の保留個数（第２始動記憶数）が「０」であるか否かを判別する。第二始動口
入賞の保留個数が「０」でないと判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１１
４の処理に移る。第二始動口入賞の保留個数が「０」であると判別した場合、メインＣＰ
Ｕ７２１は、ステップＳ１１９の処理に移る。
【０４２３】
　ステップＳ１１４において、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞の保留個数に対応
する第２始動記憶数の値を「１」減算する。本実施形態において、メインＣＰＵ７２１は
、メインＲＡＭ７２３に設けられた第２特別図柄始動記憶領域（０）～第２特別図柄始動
記憶領域（４）にデータが記憶されているか否かを判別して、可変表示中又は保留中の第
２特別図柄の可変表示に対応する特別図柄ゲームの始動記憶があるか否かを判別する。第
２特別図柄始動記憶領域（０）には、可変表示中の第２特別図柄の可変表示に対応する特
別図柄ゲームのデータ（情報）が始動記憶情報として記憶される。そして、第２特別図柄
始動記憶領域（１）～第２特別図柄始動記憶領域（４）には、保留されている４回分の第
２特別図柄の可変表示（保留球）に対応する特別図柄ゲームのデータ（情報）が始動記憶
情報として記憶される。なお、各第２特別図柄始動記憶領域の始動記憶情報には、例えば
、第二始動口４４０の入賞時に取得した当り判定用乱数値や図柄乱数値、決定された変動
パターン等を示すデータが含まれる。
【０４２４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、第二始動口入賞に基づいて特別図柄記憶転送処理を行う
（ステップＳ１１５）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、第２特別図柄始動記
憶領域（１）～（４）のデータを、それぞれ第２特別図柄始動記憶領域（０）～（３）に
シフトする。このときまた、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０に対して保留減
算コマンドを送信する。その後、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１１６の処理に移る
。
【０４２５】
　ステップＳ１１６において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグに特別図柄可変表
示時間管理処理を示す値（「０１」）をセットする処理を行う。このときまた、メインＣ
ＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０に対して特別図柄演出開始コマンドを送信する。
【０４２６】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大当り・小当り判定処理を行う（ステップＳ１１７）。
この処理において、メインＣＰＵ７２１は、始動口入賞時に抽出され、かつ、第１特別図
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柄始動記憶領域（０）又は第２特別図柄始動記憶領域（０）において先にセットされた大
当り判定用乱数値に基づき、入賞始動口の種別に対応する当り判定テーブル（図５０参照
）を参照して、判定値データを取得する。そして、メインＣＰＵ７２１は、取得した判定
値データに基づいて、「大当り」、「小当り」及び「ハズレ」のいずれに当選したかを判
定（当り判定）する。
【０４２７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、決定された特別図柄の変動パターンに対応する可変表示
時間を待ち時間タイマにセットする（ステップＳ１１８）。この処理を終了すると、メイ
ンＣＰＵ７２１は、特別図柄記憶チェック処理を終了する。
【０４２８】
　ステップＳ１１９において、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口入賞（第１特別図柄の
可変表示）の保留個数（第２始動記憶数）が「０」であるか否かを判別する。第一始動口
入賞の保留個数が「０」でないと判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１２
０の処理に移る。第一始動口入賞の保留個数が「０」であると判別した場合、メインＣＰ
Ｕ７２１は、ステップＳ１２２の処理に移る。
【０４２９】
　ステップＳ１２０において、メインＣＰＵ７２１は、第一始動口入賞の保留個数に対応
する第１始動記憶数の値を「１」減算する。本実施形態において、メインＣＰＵ７２１は
、メインＲＡＭ７２３に設けられた第１特別図柄始動記憶領域（０）～第１特別図柄始動
記憶領域（４）にデータが記憶されているか否かを判別して、可変表示中又は保留中の第
１特別図柄の可変表示に対応する特別図柄ゲームの始動記憶があるか否かを判別する。第
１特別図柄始動記憶領域（０）には、可変表示中の第１特別図柄の可変表示に対応する特
別図柄ゲームのデータ（情報）が始動記憶情報として記憶される。そして、第１特別図柄
始動記憶領域（１）～第１特別図柄始動記憶領域（４）には、保留されている４回分の第
１特別図柄の可変表示（保留球）に対応する特別図柄ゲームのデータ（情報）が始動記憶
情報として記憶される。なお、各第１特別図柄始動記憶領域の始動記憶情報には、例えば
、第一始動口の入賞時に取得した当り判定用乱数値や図柄乱数値、決定された変動パター
ン等を示すデータが含まれる。
【０４３０】
　次に、第一始動口入賞に基づいて特別図柄記憶転送処理を行う（ステップＳ１２１）。
この処理において、メインＣＰＵ７２１は、第１特別図柄始動記憶領域（１）～（４）の
データを、それぞれ第１特別図柄始動記憶領域（０）～（３）にシフトする。このときま
た、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０に対して保留減算コマンドを送信する。
その後、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１１６の処理に移る。
【０４３１】
　ステップＳ１２２において、メインＣＰＵ７２１は、デモ画面を表示するためのデモ表
示処理を行う。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、サブ制御回路７３０に対して
デモ表示コマンドを送信する。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄
記憶チェック処理を終了する。
【０４３２】
［９－９．特別図柄表示時間管理処理］
　図６１は、メインＣＰＵ７２１による特別図柄表示時間管理処理を示している。特別図
柄表示時間管理処理は、先述した特別図柄制御処理の実行中にサブルーチンとして呼び出
される。同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが特別図柄表示時間
管理処理を示す値（「０２」）であるか否かを判別する（ステップＳ１３１）。制御状態
フラグが特別図柄表示時間管理処理を示す値（「０２」）でないと判別した場合、メイン
ＣＰＵ７２１は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。一方、制御状態フラグが特別図
柄表示時間管理処理を示す値（「０２」）であると判別した場合、メインＣＰＵ７２１は
、ステップＳ１３２の処理に移る。
【０４３３】
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　ステップＳ１３２において、メインＣＰＵ７２１は、待ち時間タイマの値（待ち時間）
が「０」であるか否かを判別する。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、待ち時間
タイマにセットされた可変表示確定後の待ち時間（可変表示開始待ち時間）が消化された
か否かを判別する。待ち時間タイマの値が「０」でないと判別した場合、メインＣＰＵ７
２１は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。一方、待ち時間タイマの値が「０」であ
ると判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１３３の処理に移る。
【０４３４】
　ステップＳ１３３において、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄ゲームが「大当り」であ
るか否かを判別する。特別図柄ゲームが「大当り」であると判別した場合、メインＣＰＵ
７２１は、ステップＳ１４２の処理に移る。一方、特別図柄ゲームが「大当り」でないと
判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１３４の処理に移る。
【０４３５】
　ステップＳ１３４において、メインＣＰＵ７２１は、さらに特別図柄ゲームが「小当り
」であるか否かを判別する。特別図柄ゲームが「小当り」であると判別した場合、メイン
ＣＰＵ７２１は、ステップＳ１３７の処理に移る。一方、特別図柄ゲームが「小当り」で
ないと判別した場合、すなわち特別図柄ゲームが「はずれ」の場合、メインＣＰＵ７２１
は、ステップＳ１３５の処理に移る。
【０４３６】
　ステップＳ１３５において、メインＣＰＵ７２１は、時短回数減算処理を行う。この時
短回数減算処理については、図６２を参照して後述する。
【０４３７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグに特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「
０８」）をセットする処理を行う（ステップＳ１３６）。この処理を終了すると、メイン
ＣＰＵ７２１は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。
【０４３８】
　ステップＳ１３７において、メインＣＰＵ７２１は、小当りを示す小当りフラグをセッ
トする処理を行う。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１３８の
処理に移る。
【０４３９】
　ステップＳ１３８において、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグに大当り開始イン
ターバル管理処理を示す値（「０３」）をセットする処理を行う。
【０４４０】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄（第１特別図柄又は第２特別図柄）に対応する
大当り開始インターバル時間（例えば、５０００ｍｓ）を待ち時間タイマにセットする処
理を行う（ステップＳ１３９）。
【０４４１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄に対応する大当り開始コマンド又は小当り開始
コマンドをメインＲＡＭ７２３にセットする処理を行う（ステップＳ１４０）。これによ
り、サブ制御回路７３０には、大当り開始コマンド又は小当り開始コマンドが送信される
。
【０４４２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、大当り種類決定テーブル（図５２参照）を参照し、特別
図柄（図柄指定コマンドの種別）に対応するラウンド数上限値（大入賞口開放回数上限値
）をメインＲＡＭ７２３にセットし、ラウンド数表示ＬＥＤパターンフラグをセットする
（ステップＳ１４１）。なお、ラウンド数表示ＬＥＤパターンフラグは、残りラウンド数
を所定パターンで表示するか否かを示すフラグである。この処理を終了すると、メインＣ
ＰＵ７２１は、特別図柄表示時間管理処理を終了する。
【０４４３】
　ステップＳ１４２において、メインＣＰＵ７２１は、大当りを示す大当りフラグをセッ
トする処理を行う。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１４３の
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処理に移る。
【０４４４】
　ステップＳ１４３において、メインＣＰＵ７２１は、時短回数カウンタ、並びに時短フ
ラグ及び確変フラグをクリアする処理を行う。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２
１は、ステップＳ１３８の処理に移る。
【０４４５】
［９－１０．時短回数減算処理］
　図６２は、メインＣＰＵ７２１による時短回数減算処理を示している。時短回数減算処
理は、先述した特別図柄表示時間管理処理あるいは後述の大当り終了インターバル処理の
実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、
時短回数カウンタの値が０であるか否かを判別する（ステップＳ１５１）。時短回数カウ
ンタは、セットされた時短回数（本実施形態では、２４回、３０回、３６回、４２回、４
８回及び１００回のうちいずれかに決定される）が０になるまで計数する減算カウンタで
ある。時短回数カウンタの値が０である場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１５４
の処理に移る。時短回数カウンタの値が０でない場合、メインＣＰＵ７２１は、時短回数
減算処理を終了する。
【０４４６】
　ステップＳ１５２において、メインＣＰＵ７２１は、時短回数カウンタの値を１減算す
る処理を行う。
【０４４７】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、再び時短回数カウンタの値が０であるか否かを判別する
（ステップＳ１５３）。時短回数カウンタの値が０である場合、メインＣＰＵ７２１は、
ステップＳ１５４の処理に移る。時短回数カウンタの値が０でない場合、メインＣＰＵ７
２１は、時短回数減算処理を終了する。
【０４４８】
　ステップＳ１５４において、メインＣＰＵ７２１は、時短フラグとして「０」をセット
する処理を行う。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、時短回数減算処理を終
了する。
【０４４９】
［９－１１．大当り終了インターバル処理］
　図６３は、メインＣＰＵ７２１による大当り終了インターバル処理を示している。大当
り終了インターバル処理は、先述した特別図柄制御処理の実行中にサブルーチンとして呼
び出される。同図に示すように、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグが大当り終了イ
ンターバル処理を示す値（「０７」）であるか否かを判別する（ステップＳ１６１）。制
御状態フラグが大当り終了インターバル処理を示す値（「０７」）でないと判別した場合
（ステップＳ１６１：ＮＯ）、メインＣＰＵ７２１は、大当り終了インターバル処理を終
了する。一方、制御状態フラグが大当り終了インターバル処理を示す値（「０７」）であ
ると判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１６２の処理に移る。
【０４５０】
　ステップＳ１６２において、メインＣＰＵ７２１は、待ち時間タイマの値が「０」であ
るか否かを判別する。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、待ち時間タイマにセッ
トされた大当り終了インターバル時間が消化されたか否かを判別する。待ち時間タイマの
値が「０」でないと判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、大当り終了インターバル処理
を終了する。一方、待ち時間タイマの値が「０」であると判別した場合、メインＣＰＵ７
２１は、ステップＳ１６３の処理に移る。
【０４５１】
　ステップＳ１６３において、メインＣＰＵ７２１は、大入賞口開放回数表示ＬＥＤパタ
ーンフラグをクリアする。大入賞口開放回数表示ＬＥＤパターンフラグは、大当り時のラ
ウンド数をＬＥＤの発光パターンによって表示するか否かを示す管理フラグとして用いら
れる。
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【０４５２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、ラウンド数振り分けフラグをクリアする（ステップＳ１
６４）。このラウンド数振り分けフラグは、メインＲＡＭ７２３に格納される管理フラグ
の一つであり、１ラウンド中にあっても予め決められた回数だけ大入賞口を周期的に開閉
させるか否かを示すためのフラグである。１ラウンド中でも大入賞口を周期的に開閉させ
る場合は、ラウンド数振り分けフラグが「１」となる。このときまた、メインＣＰＵ７２
１は、サブ制御回路７３０に対して特別図柄当り終了表示コマンドを送信する。
【０４５３】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、制御状態フラグに特別図柄ゲーム終了処理を示す値（「
０８」）をセットする処理を行う（ステップＳ１６５）。
【０４５４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、特別図柄ゲームが「大当り」であるか否かを判別する（
ステップＳ１６６）。特別図柄ゲームが「大当り」であると判別した場合、メインＣＰＵ
７２１は、ステップＳ１６７の処理に移る。一方、特別図柄ゲームが「大当り」でないと
判別した場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１７４の処理に移る。
【０４５５】
　ステップＳ１６７において、メインＣＰＵ７２１は、メインＲＡＭ３４の所定領域に大
当りフラグをセットする処理を行う。
【０４５６】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、確変大当りか否かを判別する（ステップＳ１６８）。確
変大当りである場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１６９の処理に移る。確変大当
りでない場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１７１の処理に移る。
【０４５７】
　ステップＳ１６９において、メインＣＰＵ７２１は、確変フラグとして「１」をセット
する処理を行う。
【０４５８】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、時短フラグとして「１」をセットする処理を行う（ステ
ップＳ１７１）。
【０４５９】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、時短回数カウンタに規定の時短回数（本実施形態では一
例として１００回）をセットする処理を行う（ステップＳ１７２）。
【０４６０】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、変動パターンテーブル設定処理を実行する（ステップＳ
１７３）。変動パターンテーブル設定処理については、図６４を参照して後述する。この
処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、大当り終了インターバル処理を終了する。
【０４６１】
　ステップＳ１７４において、メインＣＰＵ７２１は、小当りフラグの値をクリアする処
理を行う。
【０４６２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、先述の時短回数減算処理を実行する（ステップＳ１７５
）。この処理を終了すると、メインＣＰＵ７２１は、大当り終了インターバル処理を終了
する。
【０４６３】
［９－１２．変動パターンテーブル設定処理］
　図６４は、メインＣＰＵ７２１による変動パターンテーブル設定処理を示している。変
動パターンテーブル設定処理は、先述した電源投入時処理あるいは大当り終了インターバ
ル処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に示すように、メインＣＰＵ７
２１は、電源投入時であるか否かを判別する（ステップＳ１８１）。電源投入時である場
合、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１８２の処理に移る。電源投入時でない場合、メ
インＣＰＵ７２１は、ステップＳ１８３の処理に移る。
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【０４６４】
　ステップＳ１８２において、メインＣＰＵ７２１は、遊技状態遷移テーブルを参照する
際のテーブルパターンとして、テーブルパターン１をセットする処理を行う。
【０４６５】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、確変フラグの値が「１」であるか否かを判別する（ステ
ップＳ１８３）。確変フラグの値が「１」である場合、メインＣＰＵ７２１は、ステップ
Ｓ１８４の処理に移る。確変フラグの値が「０」である場合、メインＣＰＵ７２１は、ス
テップＳ１８５の処理に移る。
【０４６６】
　ステップＳ１８４において、メインＣＰＵ７２１は、遊技状態遷移テーブルを参照する
際のテーブルパターンとして、テーブルパターン２をセットする処理を行う。この処理を
終了すると、メインＣＰＵ７２１は、変動パターンテーブル設定処理を終了する。
【０４６７】
　ステップＳ１８５において、メインＣＰＵ７２１は、遊技状態遷移テーブルを参照する
際のテーブルパターンとして、テーブルパターン３をセットする処理を行う。この処理を
終了すると、メインＣＰＵ７２１は、変動パターンテーブル設定処理を終了する。
【０４６８】
［９－１３．普通図柄制御処理］
　図６５は、メインＣＰＵ７２１による普通図柄制御処理を示している。普通図柄制御処
理は、先述した主制御メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。なお、図
６５に示すフローチャート中の各処理の左方に括弧書きで記載した数値（「００」～「０
４」）は、普通図柄制御状態フラグを示し、この普通図柄制御状態フラグは、メインＲＡ
Ｍ７２３内の所定の記憶領域に格納される。メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フ
ラグの数値に対応する各処理を実行することにより、普通図柄ゲームを進行させる。
【０４６９】
　図６５に示すように、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグをロードする処
理を行う（ステップＳ１９１）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、メインＲＡ
Ｍ７２３に記憶された普通図柄制御状態フラグを読み出す。メインＣＰＵ７２１は、読み
出した普通図柄制御状態フラグの値に基づいて、後述のステップＳ１９２～Ｓ１９６の各
種の処理を実行するか否かを判定する。この普通図柄制御状態フラグは、普通図柄ゲーム
の遊技の状態を示すものであり、ステップＳ１６２～Ｓ１６６のいずれかの処理を実行可
能にするものである。また、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１６２～Ｓ１６６の各処
理に対して設定された待ち時間などに応じて決定される所定のタイミングで各処理を実行
する。なお、この所定のタイミングに至る前は、各処理を実行せずに他のサブルーチン処
理を実行する。もちろん、所定の周期で先述のシステムタイマ割込処理（図５４参照）も
実行する。
【０４７０】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄記憶チェック処理を行う（ステップＳ１９２）
。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄記憶チ
ェック処理を示す値（「００」）である場合に、普通図柄の可変表示の保留個数をチェッ
クし、保留個数が「０」でないときには、当り判定等の処理を行う。また、この処理にお
いて、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄可変表示時間監
視処理（ステップＳ１９３）を示す値（「０１」）をセットし、今回の処理で決定された
変動時間を待ち時間タイマにセットする。すなわち、ステップＳ１９２の処理により、決
定された普通図柄の変動時間が経過した後、後述の普通図柄変動時間監視処理が実行され
るように設定される。
【０４７１】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄可変表示時間監視処理を行う（ステップＳ１９
３）。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄変
動時間監視処理を示す値（「０１」）であり、普通図柄の変動時間が経過した場合に、普
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通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄表示時間監視処理（ステップＳ１９４）を示す値
（「０２」）をセットし、確定後待ち時間（例えば０．５秒）を待ち時間タイマにセット
する。すなわち、ステップＳ１９３の処理により、セットされた確定後待ち時間が経過し
た後、後述の普通図柄表示時間監視処理が実行されるように設定される。
【０４７２】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄表示時間監視処理を行う（ステップＳ１９４）
。この処理において、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄表示時
間監視処理を示す値（「０２」）であり、ステップＳ１９３の処理でセットされた確定後
待ち時間が経過した場合に、当り判定の結果が「当り」であるか否かを判別する。そして
、当り判定の結果が「当り」である場合、メインＣＰＵ７２１は、普通電動役物開放設定
処理を行い、普通図柄制御状態フラグに後述の普通電動役物開放処理（ステップＳ１９５
）を示す値（「０３」）をセットする。すなわち、この処理により、後述の普通電動役物
開放処理が実行されるように設定される。一方、当り判定の結果が「当り」でない場合、
メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄ゲーム終了処理（ステ
ップＳ１９６）を示す値（「０４」）をセットする。すなわち、この場合には、後述の普
通図柄ゲーム終了処理が実行されるように設定される。
【０４７３】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、ステップＳ１９４において当り判定の結果が「当り」で
あると判定された場合、普通電動役物開放処理を行う（ステップＳ１９５）。この処理に
おいて、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグが普通電動役物開放処理を示す
値（「０３」）である場合に、普通電動役物４６０の開放中において所定数の入賞があっ
たという条件、及び、普通電動役物４６０の開放上限時間を経過した（普通電役開放時間
タイマが「０」である）という条件の一方が満たされたか否かを判別する。上記一方の条
件が満たされた場合、メインＣＰＵ７２１は、普通電動役物の羽根部材を閉鎖状態にする
ため、メインＲＡＭ７２３に位置付けられた変数を更新する。そして、メインＣＰＵ７２
１は、普通図柄制御状態フラグに後述の普通図柄ゲーム終了処理（ステップＳ１９６）を
示す値（「０４」）をセットする。すなわち、この処理により、後述の普通図柄ゲーム終
了処理が実行されるように設定される。
【０４７４】
　次に、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄ゲーム終了処理を行う（ステップＳ１９６）。
この処理において、メインＣＰＵ７２１は、普通図柄制御状態フラグが普通図柄ゲーム終
了処理を示す値（「０４」）である場合に、普通図柄の可変表示の保留個数を示すデータ
を「１」減少させるように記憶更新する。また、メインＣＰＵ７２１は、次回の普通図柄
の可変変動表示を行うために、普通図柄記憶領域の更新を行う。さらに、メインＣＰＵ７
２１は、普通図柄制御状態フラグに普通図柄記憶チェック処理を示す値（「００」）をセ
ットする。すなわち、ステップＳ１９６の処理後、上述した普通図柄記憶チェック処理（
ステップＳ１９２）が実行されるように設定される。この処理を終了すると、メインＣＰ
Ｕ７２１は、普通図柄制御処理を終了する。
【０４７５】
［１０．サブＣＰＵによる制御］
［１０－１．サブ制御回路メイン処理］
　一方、サブＣＰＵ７３１は、サブ制御回路メイン処理を実行することとなる。このサブ
制御回路メイン処理について図６６を用いて説明する。なお、このサブ制御回路メイン処
理は、電源が投入されたときに開始される処理である。
【０４７６】
　図６６に示すように、サブＣＰＵ７３１は、ＲＡＭアクセス許可、作業領域の初期化、
ハードウェア初期化、デバイス初期化、アプリケーション初期化、バックアップ復帰初期
化等といった初期化処理を行う（ステップＳ２０１）。
【０４７７】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、ウォッチドッグタイマのカウンタ値をクリアする処理を行
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う（ステップＳ２０２）。ウォッチドッグタイマは、起動時にリセット時間（例えば２０
００ｍｓ）が設定され、サービスパルスの書き込みが行われなかった場合（タイムアウト
時）に電断処理が実行されることとなる。
【０４７８】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、操作手段入力処理を実行する（ステップＳ２０３）。
【０４７９】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、コマンド解析処理を実行する（ステップＳ２０４）。コマ
ンド解析処理については、図６７を参照して後述する。
【０４８０】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、演出態様決定処理を実行する（ステップＳ２０５）。演出
態様決定処理は、後述するシナリオ事前設定処理、演出決定処理（秘匿Ａステージ２００
２）、先読み演出選択処理（高確ステージ２００４）、背景変化制御処理（高確ステージ
２００４）、背景変化連続可能回数判定処理（高確ステージ２００４）、変動シナリオ決
定処理（高確ステージ２００４）、チャンスアップ制御処理（高確ステージ２００４）、
保留変化決定処理（高確ステージ２００４）、キャラクタランプ演出制御処理、全画面演
出制御処理、キャラクタランプ演出の制御処理等のサブルーチンにより構成される。
【０４８１】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、コマンド送信処理を実行する（ステップＳ２０６）。コマ
ンド送信処理については、図６８を参照して後述する。
【０４８２】
　次に、各プロジェクタ制御回路（フロントプロジェクタ制御回路７３４、第１リアプロ
ジェクタ制御回路７３５および第２リアプロジェクタ制御回路７３６）は、描画制御処理
を実行する（ステップＳ２０７）。この処理において、フロントプロジェクタ制御回路７
３４、第１リアプロジェクタ制御回路７３５および第２リアプロジェクタ制御回路７３６
は、それぞれ、サブＣＰＵ７３１から送信されたメッセージ（演出指定情報）に基づいて
フロントプロジェクタ６２２、第１リアプロジェクタ１２２、および第２リアプロジェク
タ１２４に映像光を投射させるための描画制御を行う。
【０４８３】
　次に、音声制御回路７３７は、音声制御処理を実行する（ステップＳ２０８）。この処
理において、音声制御回路７３７は、サブＣＰＵ７３１から送信されたメッセージ（演出
指定情報）に基づいてスピーカ７４０に音声を出力させるための音声制御を行う。
【０４８４】
　次に、ランプ制御回路７３８は、ランプ制御処理を実行する（ステップＳ２０９）。こ
の処理において、ランプ制御回路７３８は、サブＣＰＵ７３１から送信されたメッセージ
（演出指定情報）に基づいてランプ２５を点灯あるいは点滅させるための発光制御を行う
。
【０４８５】
　次に、役物制御回路７３９は、役物制御処理を実行する（ステップＳ２１０）。この処
理において、役物制御回路７３９は、サブＣＰＵ７３１から送信されたメッセージ（演出
指定情報）に基づいて可動役物ユニットを作動させる演出用駆動モータを動作させるため
の駆動制御を行う。このようなサブ制御回路メイン処理においては、ステップＳ２０１の
初期化処理が終了した後、ステップＳ２０２～Ｓ２１０の各処理が繰り返し実行される。
【０４８６】
［１０－２．コマンド解析処理］
　図６７は、サブＣＰＵ７３１によるコマンド解析処理を示している。コマンド解析処理
は、先述したサブ制御回路メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図
に示すように、サブＣＰＵ７３１は、主制御回路７２０（メインＣＰＵ７２１）から受信
後、ワークＲＡＭ７３３の受信バッファに格納されたコマンドを解析する処理を行う（ス
テップＳ２４１）。
【０４８７】
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　次に、サブＣＰＵ７３１は、受信したコマンドに対して整合性チェックを行う（ステッ
プＳ２４２）。整合性チェックは、コマンド受信に際して目的とするデータが存在し、そ
のデータに誤りや欠けが無いことを検証するために行われる。
【０４８８】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、サブ抽選処理を行う（ステップＳ２４３）。この処理にお
いて、サブＣＰＵ７３１は、受信したコマンドが変動パターン指定コマンドである場合に
、当該変動パターン指定コマンドに基づいて抽選により演出パターンを選択する。この処
理を終了すると、サブＣＰＵ７３１は、コマンド解析処理を終了する。なお、サブ抽選処
理においては、演出パターンを含む演出に係る全ての事項について抽選で選択するように
してもよいし、演出パターンとして演出の種類（セリフ予告の有無やＳＵ予告の有無等）
のみを抽選で選択し、当該演出において実行される演出内容（エフェクトの種類やカット
インの種類等）は、別途サブルーチン化された他の処理で演出情報として選択されるよう
にしてもよい。本実施形態では、サブ抽選処理において演出の種類を示す演出パターンが
選択され、その後、当該演出パターンに基づいて実行される演出内容が演出情報として後
述の演出態様決定処理により選択されるようになっている。
【０４８９】
［１０－３．コマンド送信処理］
　図６８は、サブＣＰＵ７３１によるコマンド送信処理を示している。コマンド送信処理
は、先述したサブ制御回路メイン処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図
に示すように、サブＣＰＵ７３１は、各制御回路２０４～２０７に対して制御用のコマン
ド（メッセージ）を送信する際、メッセージ設定処理を実行する（ステップＳ２５１）。
この処理において、サブＣＰＵ７３１は、演出態様決定処理で得られた演出情報に基づい
てメッセージ（演出指定情報）を生成し、当該メッセージを一時的にワークＲＡＭ２０３
のディレクトバッファに格納する処理を行う。このメッセージ設定処理については、図６
９を参照して後述する。
【０４９０】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、ディレクトテーブル登録処理を実行する（ステップＳ２５
２）。この処理において、サブＣＰＵ７３１は、ディレクトバッファに格納されたメッセ
ージと演出情報とに基づいて、これらに対応するディレクトテーブルをワークＲＡＭ７３
３の所定領域にセットする処理を行う。このディレクトテーブル登録処理については、図
７０を参照して後述する。
【０４９１】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、メッセージ送信処理を実行する（ステップＳ２５３）。こ
の処理において、サブＣＰＵ７３１は、ディレクトバッファに格納されたメッセージをデ
ィレクトテーブルに基づく所定のタイミングで読み出し、当該メッセージを所定の制御回
路２０４～２０７に送信する処理を行う。この処理を終了すると、サブＣＰＵ７３１は、
コマンド送信処理を終了する。このメッセージ送信処理については、図７１を参照して後
述する。
【０４９２】
［１０－４．メッセージ設定処理］
　図６９は、サブＣＰＵ７３１によるメッセージ設定処理を示している。メッセージ設定
処理は、先述したコマンド送信処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に
示すように、サブＣＰＵ７３１は、演出情報に基づいて送信するデバイス（制御回路２０
４～２０７）の設定を行う（ステップＳ２６１）。
【０４９３】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、システム動作の有無を設定する処理を行う（ステップＳ２
６２）。
【０４９４】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、ステージ情報や各演出情報の設定を行う（ステップＳ２６
３）。
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【０４９５】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、予告パターンの設定を行う（ステップＳ２６４）。これに
より、ディレクトバッファには、送信先となるデバイス（制御回路２０４～２０７）や、
システム動作の有無、ステージ情報や各演出情報、予告パターンを示すメッセージが格納
される。この処理を終了すると、サブＣＰＵ７３１は、メッセージ設定処理を終了する。
【０４９６】
［１０－５．ディレクトテーブル登録処理］
　図７０は、サブＣＰＵ７３１によるディレクトテーブル登録処理を示している。ディレ
クトテーブル登録処理は、先述したコマンド送信処理の実行中にサブルーチンとして呼び
出される。同図に示すように、サブＣＰＵ７３１は、シングルテーブルを登録する処理を
行う（ステップＳ２７１）。
【０４９７】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、演出態様決定処理で決定された演出情報に基づいてマスタ
ーテーブルを登録する処理を行う（ステップＳ２７２）。
【０４９８】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、マスターテーブルで使用するスレーブテーブルを登録する
処理を行う（ステップＳ２７３）。
【０４９９】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、ディレクトバッファにセットされたメッセージに対応する
ディレクトテーブルをスレーブテーブルとして登録する処理を行う（ステップＳ２７４）
。この処理を終了すると、サブＣＰＵ７３１は、ディレクトテーブル登録処理を終了する
。
【０５００】
［１０－６．メッセージ送信処理］
　図７１は、サブＣＰＵ７３１によるメッセージ送信処理を示している。メッセージ送信
処理は、先述したコマンド送信処理の実行中にサブルーチンとして呼び出される。同図に
示すように、サブＣＰＵ７３１は、ディレクトテーブルに対応するディレクトバッファに
メッセージが登録されていれば、当該メッセージに設定された「送信先デバイス」に従い
各デバイス（制御回路２０４～２０７）にメッセージを送信する処理を行う（ステップＳ
２８１）。
【０５０１】
　次に、サブＣＰＵ７３１は、メッセージの送信完了後、不要なディレクトテーブルを破
棄する処理を行う（ステップＳ２８２）。この処理を終了すると、サブＣＰＵ７３１は、
メッセージ送信処理を終了する。
【０５０２】
［１１．演出例］
　図７２～図７７を参照して、各投影装置（リア投影装置１２０，フロント投影装置６０
０）から投射された映像光により、各スクリーン（リアスクリーンユニット２９０，フロ
ントスクリーンユニット５１０）に投影される表示演出や、内部抽選の結果にもとづいて
演出空間７００に大型役物２３２を進出させる役物演出などの、サブＣＰＵ７３１（例え
ば、図４８参照）によって実行される演出例について説明する。図７２は、リアスクリー
ンユニット２９０およびフロントスクリーンユニット５１０の両方に映像が投影されてい
る態様の一例を示す模式的斜視図である。図７３は、上側リアスクリーン２９０２と中間
リアスクリーン２９０６と下側リアスクリーン２９０４とに異なる映像が投影される演出
例を示す図である。図７４は、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０
４とで異なる映像が投影されつつも、各スクリーンの境界を把握し難い映像が投影される
演出例を示す図である。図７５は、上側リアスクリーン２９０２と中間リアスクリーン２
９０６と下側リアスクリーン２９０４とで一の投影面が構成されており、この一の投影面
に連続性のある映像が投影される演出例を示す図である。なお、図７３～図７５では、フ
ロントスクリーン５１２に映像が投影されていない。また、図７６は、後述の内部抽選の
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結果が大当りであったときに投影される演出例を示す遊技機１の正面図である。図７７は
、演出空間７００に大型役物本体部２３０が進出したときに、当該大型役物２３２を強調
する映像がフロントスクリーン５１２および上側リアスクリーン２９０２に投影された演
出例を示す遊技機１の正面図である。なお、図７２～図７７には、リア投影装置１２０、
第１リアプロジェクタ１２２、第２リアプロジェクタ１２４、第２リアプロジェクタ１２
４（例えば、いずれも図４参照）、フロント投影装置６００（例えば、図３９参照）、リ
アスクリーンユニット２９０、上側リアスクリーン２９０２、下側リアスクリーン２９０
４、中間リアスクリーン２９０６（例えば、いずれも図２９参照）、フロントスクリーン
ユニット５１０、フロントスクリーン５１２（例えば、いずれも図３５参照）については
図示されていないが、参照図面の説明を省略する。
【０５０３】
　以下に説明する演出例は、上述した図４７に示されるとおり、第１リアプロジェクタ１
２２から投射された映像光が、上側リアスクリーン２９０２に投影される。また、第２リ
アプロジェクタ１２４から投射されてリアミラー１２６で反射された映像光は、下側リア
スクリーン２９０４および中間リアスクリーン２９０６に投影される。フロントプロジェ
クタ６２２から投射されてフロントミラー６２４で反射された映像光は、フロントスクリ
ーン５１２の略上半分の領域において投影される。第１リアプロジェクタ１２２、第２リ
アプロジェクタ１２４およびフロントプロジェクタ６２２は、レンズの下半分の領域から
のみ映像光が投射されるようになっている。ただし、レンズのどの領域から映像光が投射
されるようにするかは、プロジェクタの配置位置や配置角度によっても異なり、例えば、
レンズの上半分の領域からのみ映像光が投射されるようにしてもよいし、レンズの全領域
から映像光が投射されるようにしてもよい。
【０５０４】
　なお、これに代えて、第１リアプロジェクタ１２２から投射された映像光が、上側リア
スクリーン２９０２および中間リアスクリーン２９０６に投影されるとともに、第２リア
プロジェクタ１２４から投射されてリアミラー１２６で反射された映像光が下側リアスク
リーン２９０４に投影されるようにしてもよい。さらには、第１リアプロジェクタ１２２
から投射された映像光が、上側リアスクリーン２９０２および中間リアスクリーン２９０
６に投影されるとともに、第２リアプロジェクタ１２４から投射されてリアミラー１２６
で反射された映像光が下側リアスクリーン２９０４および中間リアスクリーン２９０６に
投影されるようにしてもよい。
【０５０５】
　また、フロントプロジェクタ６２２から投射されてフロントミラー６２４で反射された
映像光は、フロントスクリーン５１２の略上半分の領域において投影されるようにしても
よいし、フロントスクリーン５１２の略全領域において投影されるようにしてもよい。
【０５０６】
［１１－１．演出例１］
　図７２に示される演出例１では、リアスクリーンユニット２９０とフロントスクリーン
５１２とで、異なる映像が投影されている。具体的には、リアスクリーンユニット２９０
には、雲の映像と雷の映像とが投影されており、フロントスクリーン５１２には月の映像
が投影されている。したがって、手前側に視認できる月の映像と、奥側に視認できる雲お
よび雷の映像とを、正面視で同じ領域内において前後方向にずれて視認することができる
ため、これらの映像を、立体感のある映像として見ることができる。しかも、原点位置か
らフロントスクリーン５１２とリアスクリーンユニット２９０との間の演出空間７００（
例えば、図７２参照）に向けて、映像ではなく実像としての大型役物本体部２３０が原点
位置から進出（落下）するといった斬新な役物演出も行われている。これにより、遊技領
域３２０における遊技と、リアスクリーンユニット２９０に投影される映像とのいずれを
も視認できるとともに遊技領域３２０よりも前方に投影される映像についても視認でき、
さらには、フロントスクリーン５１２とリアスクリーンユニット２９０との間の演出空間
７００に、映像ではない実像としての大型役物本体部２３０を進出（落下）させるといっ
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た、これまでにない新たな演出を行うことが可能となる。
【０５０７】
　なお、図７２では、リアスクリーンユニット２９０とフロントスクリーン５１２とで異
なる映像が投影されているが、これに代えて、リアスクリーンユニット２９０とフロント
スクリーン５１２とで同様の映像が投影されるようにしてもよい。この場合、投影される
映像は、内部抽選の結果にもとづく演出であることが好ましい。また、投影される映像と
しては、静止画像のみが投影される態様、静止画像および動画演出の両方が投影される態
様、または、動画演出のみが投影される態様であることが好ましい。さらに、リアスクリ
ーンユニット２９０に投影される映像とフロントスクリーン５１２に投影される映像とで
、同様の映像が投影されるようにしてもよい。これにより、リアスクリーンユニット２９
０に投影される映像と、フロントスクリーン５１２に投影される映像とのうちいずれか一
方の映像を視認できないといった事態が生じたとしても、他方の映像を視認できるため、
遊技の進行に支障をきたさないだけでなく、興趣の低下を抑制することもできる。例えば
、フロント投影装置６００から投射された映像光を遮る位置に例えば遊技者が手をかざす
と、フロントスクリーン５１２には影となってあらわれて、フロントスクリーン５１２に
投影される映像の視認に支障をきたすおそれがあるが、このような場合であってもリアス
クリーンユニット２９０に投影される映像の視認性が維持される。ここで、「同様の映像
」とは、形状、大きさ、色合いおよび動き等が全て同じであることが好ましいが、遊技者
から見て同様と認識しうる範囲内であれば、これらのうちのいずれかが異なっていてもよ
い。
【０５０８】
　また、図７２の演出例１では、リア投影装置１２０から投射された映像光はリアスクリ
ーンユニット２９０に投影され、フロント投影装置６００から投射された映像光はフロン
トスクリーン５１２に投影されているが、いずれか一方から投射された映像光により投影
される映像を視認できなくなるといった事態を回避する観点からいえば、リア投影装置１
２０から投射される映像光とフロント投影装置６００から投射される映像光とが、同じス
クリーンに投影されるようにしてもよい。例えば、リア投影装置１２０から投射された映
像光をスクリーンの裏面に投影し（裏面に投影された映像を正面から視認できるスクリー
ンを採用する必要がある）、裏面に投影された映像と同様の映像を、フロント投影装置６
００から投射された映像光により、スクリーンの表面に投影するようにしてもよい。この
場合、スクリーンの裏面に投影される映像と、スクリーンの表面に投影される映像とのう
ちいずれか一方の映像を視認できないといった事態が生じたとしても、他方の映像を視認
できるため、遊技の進行に支障をきたすことなく、興趣の低下を抑制することもできる。
【０５０９】
　さらに、図７２に示されるように、フロントスクリーン５１２とリアスクリーンユニッ
ト２９０との間の演出空間７００に役物（本実施形態の大型役物本体部２３０）が存在す
る場合には、かかる役物が透明でなければ、当該役物の後方の映像を視認することができ
ないおそれがある。しかし、フロント投影装置６００から投射される映像光により投影さ
れる映像と、リア投影装置１２０から投射される映像光により投影される映像とが同様の
映像である場合には、上記の演出空間７００に役物を進出させたとしても、フロント投影
装置６００から投射される映像光により投影される映像を視認できるので、遊技の進行に
支障をきたすことなく、興趣の低下を抑制することができる。
【０５１０】
　なお、本実施形態では、第１リアプロジェクタ１２２から上側リアスクリーン２９０２
までの距離と、第２リアプロジェクタ１２４から下側リアスクリーン２９０４や中間リア
スクリーン２９０６までの距離が異なる。そのため、各プロジェクタ１２２，１２４から
投影面である各スクリーン２９０２，２９０４，２９０６までの距離を考慮せずに映像光
を投射すると、スクリーン全体に投影される全体映像に歪が生じて違和感を与える（連続
性のある映像には見えない）おそれがある。そのため、各プロジェクタから投射される映
像光を、投影されるスクリーンまでの距離に応じて映像の縮尺を変えることで、スクリー
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ン全体に投影される全体映像を、連続性のある映像として投影されるようにしている。
【０５１１】
［１１－２．演出例２］
　図７３に示される演出例２では、上側リアスクリーン２９０２に、当該遊技機１の主要
なキャラクタの映像が投影されており、下側リアスクリーン２９０４に、遊技盤のセル画
を模した映像とともに遊技領域３２０の略中央に従来のパチンコ機の液晶表示器を模した
映像が投影されており、中間リアスクリーン２９０６に、パチスロのリール停止操作ボタ
ンを模した映像が投影されている。下側リアスクリーン２９０４に投影される液晶表示器
を模した映像では、従来のパチンコ機のような図柄変動画像を投影することができる。こ
のように、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリ
ーン２９０６とに別々の映像を投影するといった、各スクリーン同士の境界部を利用した
映像を投影することで、当該境界部を遊技者に意識させにくくしつつ多彩な映像を投影す
ることができ、興趣を高めることが可能となる。とくに、図７３に示される演出例２では
、例えばパチンコ機とパチスロといったカテゴリが異なる遊技機がいかにも融合されたか
のような映像が投影されるので、これまでにない面白みのある遊技機を提供することがで
きる。上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン
２９０６とに別々の映像を投影する制御はサブＣＰＵ７３１によって行われ、当該制御を
実行するサブＣＰＵは、後述の第６遊技機の「独立投影制御手段」に相当する。なお、上
記の演出に加えて、フロントスクリーン５１２とリアスクリーンユニット２９０との間の
演出空間７００に、映像ではない実像としての大型役物本体部２３０を進出（落下）させ
る役物演出を行ってもよいことはいうまでもない。
【０５１２】
［１１－３．演出例３］
　図７４に示される演出例３では、上側リアスクリーン２９０２に、当該遊技機１の主要
なキャラクタの映像が投影されており、下側リアスクリーン２９０４に、従来のパチンコ
機の液晶表示器を略中央に有する遊技領域を模した映像が投影されている。中間リアスク
リーン２９０６には、上側リアスクリーン２９０２に投影されている映像と下側リアスク
リーン２９０４に投影されている映像とが被るように投影されている。下側リアスクリー
ン２９０４の液晶表示器を模した映像部分には、従来のパチンコ機のような図柄変動画像
を投影することができる。しかも、図７４では、上側リアスクリーン２９０２に投影され
る映像と、下側リアスクリーン２９０４に投影される映像とが別々の映像でありながらも
、これらの映像を融合する映像が中間リアスクリーン２９０６に投影されているので、リ
アスクリーンユニット２９０全体として一つの連続性のある映像が投影されるといった、
従来にない新たな映像を投影することができる。なお、この場合も、フロントスクリーン
５１２とリアスクリーンユニット２９０との間の演出空間７００に、映像ではない実像と
しての大型役物本体部２３０を進出（落下）させる役物演出を行ってもよいことはいうま
でもない。
【０５１３】
［１１－４．演出例４］
　図７５に示される演出例４では、リアスクリーンユニット２９０が、上側リアスクリー
ン２９０２と下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６といった別々の
スクリーンを接合したスクリーンでありながらも、各境界を把握し難い一の投影面として
機能している。しかも、リアスクリーンユニット２９０の後方から複数のリア投影装置１
２０（第１リアプロジェクタ１２２，第２リアプロジェクタ１２４）を用いて映像を投影
しているため、このリアスクリーンユニット２９０には、広い領域において、連続性のあ
る映像を投影することが可能となっている。このように、演出例４では、リアスクリーン
ユニット２９０の略全領域を使ったインパクトのある映像を投影することができる。上側
リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６と
による広い領域において、連続性のある映像を投影する制御はサブＣＰＵ７３１によって
行われ、当該制御を実行するサブＣＰＵは、後述の第６遊技機の「協働投影制御手段」に
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相当する。なお、この場合も、フロントスクリーン５１２とリアスクリーンユニット２９
０との間の演出空間７００に、映像ではない実像としての大型役物本体部２３０を進出（
落下）させる役物演出を行ってもよいことはいうまでもない。
【０５１４】
　なお、図７３～図７５に示される演出例２～４は、これらのうちの一つの演出例だけを
遊技機に採用してもよいし、これらのうちの複数の演出例を切り替えて映像できる態様で
採用するようにしてもよい。また、図７３～図７５に示される演出例のうち複数の演出例
を切り替えて映像できる態様で遊技機に採用する場合には、例えば遊技状態等に応じて採
用される演出例が異なるように切り替えると、効果的な表示演出を行うことができる。例
えば、通常遊技状態では、遊技者の注視を図柄変動演出に引き寄せるために図７３に示さ
れる演出例２または図７４に示される演出例３の映像を投影しつつ、内部抽選の結果が大
当りである可能性が高いときに、演出空間７００に向けて、映像ではなく実像としての大
型役物本体部２３０が原点位置から進出（落下）するとようにしてもよい。そして、例え
ば確変遊技状態では、図柄変動演出よりもリアスクリーンユニット２９０の略全領域を使
った迫力のある映像を見せるために図７５に示される演出例３を採用することで、遊技状
況に応じた映像を投影することができる。
【０５１５】
［１１－５．演出例５］
【０５１６】
　図７６に示される演出例５では、リアスクリーンユニット２９０に映像が投影されてい
る状態で後述の内部抽選の結果が大当りとなったとき、リアスクリーンユニット２９０へ
の映像の投影が維持された状態で、内部抽選の結果を示す大きな映像がフロントスクリー
ン５１２に投影されている。フロントスクリーン５１２に投影される映像（大当りである
ことを示す「７」図柄のゾロメ映像）は、従来のパチンコ機の液晶表示器を模した映像内
で行われていた図柄変動演出の映像が、液晶表示器を模した映像内からいかにも飛び出し
てきたかのような映像としてもよい。かかる映像を投影することで、これまでにない新た
な遊技機を提供することができる。
【０５１７】
　なお、演出例５では、フロントスクリーン５１２に、内部抽選の結果を示す大きな映像
が投影されているが、フロントスクリーン５１２に投影される映像がこれに限られないこ
とは言うまでもない。例えば、内部抽選の結果にもとづく演出としての映像がフロントス
クリーン５１２に投影されるようにしてもよい。
【０５１８】
［１１－６．演出例６］
　図７７に示される演出例６では、演出空間７００に大型役物２３２が進出したとき、大
型役物２３２の外形を縁取った第１映像５１２０がフロントスクリーン５１２に投影され
ている。このように、大型役物２３２の外形を縁取った映像をフロントスクリーン５１２
に投影することで、大型役物２３２を強調することができ、演出空間７００への大型役物
２３２が進出する役物演出と相俟って、インパクトのある演出を実行することが可能とな
る。
【０５１９】
　さらに、図７７では、演出空間７００に大型役物２３２が進出したとき、フロントスク
リーン５１２に第１映像５１２０が投影されることに加え、大型役物２３２の外形を縁取
った第２映像２９２０が上側リアスクリーン２９０２に投影されている。図７７では、「
７」図柄を模した大型役物２３２の外縁に沿ってぼんやりとあらわれている映像が第１映
像５１２０であり、「７」を模した大型役物２３２の外縁に沿ってあらわれている二重線
の輪郭が第２映像２９２０である。このように、演出空間７００に大型役物２３２が進出
したとき、フロントスクリーン５１２に投影される第１映像５１２０と、上側リアスクリ
ーン２９０２に投影される第２映像２９２０とによって、大型役物２３２をより一層強調
することが可能となる。とくに、大型役物２３２を正面視ではなく斜め方向からみた場合
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には、第１映像５１２０と第２映像２９２０とによって実体物である大型役物２３２を挟
むように視認でき、より一層、大型役物２３２を強調することができる。
【０５２０】
　なお、上側リアスクリーン２９０２、下側リアスクリーン２９０４、中間リアスクリー
ン２９０６、フロントスクリーン５１２のいずれのスクリーンについても、内部抽選の結
果にもとづく演出としての映像だけでなく、遊技が行われていないときに投影されるデモ
演出や、大当り遊技中に投影される大当り中演出などが投影されるようにしてもよい。
［１２．作用効果］
【０５２１】
　このように本実施形態の遊技機１では、第１リアプロジェクタ１２２から投射された映
像光により映像が投影される上側リアスクリーン２９０２と、第２リアプロジェクタ１２
４から投射された映像光により映像が投影される下側リアスクリーン２９０４とが、中間
リアスクリーン２９０６を介して接続構成されているので、各投影手段（第１リアプロジ
ェクタ１２２，第２リアプロジェクタ１２４）と各被投影部材（上側リアスクリーン２９
０２，下側リアスクリーン２９０４，中間リアスクリーン２９０６）との距離を最小限に
抑えつつ、広域の一の投影領域としてのリアスクリーンユニット２９０に連続性のある映
像を投影することができる。例えば、従来よく用いられていた液晶表示器では、表示領域
を大きくするとコストが高くなってしまい、複数の液晶表示器を並べたとしても、他の液
晶表示器との境界には画像が表示されないため、映像の連続性を維持することができない
。この点、本実施形態の遊技機によれば、スクリーン同士の接続部にも映像が投影される
ため、映像の連続性を維持することが可能となる。
【０５２２】
　また、本実施形態の遊技機１では、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン
２９０４とが、正面視で異なる領域に映像が投影されるように上下方向にずれた位置に配
置されている。そしてその上で、上側リアスクリーン２９０２が、当該上側リアスクリー
ン２９０２の前方（下側リアスクリーン２９０４および遊技パネル３００の上方）に演出
空間７００が形成されるように、下側リアスクリーン２９０４よりも後方に配置されてい
る。これにより、上側リアスクリーン２９０２の前方に形成された演出空間７００を使っ
てさまざまな演出を行うことができ、拡張性のある遊技機を提供することが可能となる。
とくに、上側リアスクリーン２９０２と下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリー
ン２９０６とによる広域な投影領域を使って映像を投影することができる。しかも、遊技
領域３２０における遊技と、上側リアスクリーン２９０２および下側リアスクリーン２９
０４に投影される映像とのいずれをも視認できる拡張性のある遊技を実行可能であるとと
もに、遊遊技領域３２０における遊技と下側リアスクリーン２９０４に投影される映像と
の視認を維持しつつ、さらに大型役物本体部２３０による可動演出を実行可能とした、こ
れまでにない新たな演出を行うことが可能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０５２３】
　また、本実施形態の遊技機１では、遊技パネル３００よりも後方に配置されたリアスク
リーンユニット２９０に投影される映像と、遊技パネル３００よりも前方に配置されたフ
ロントスクリーン５１２に投影される映像との両方を正面視で視認可能できる。しかも、
上側リアスクリーン２９０２に投影される映像とフロントスクリーン５１２に投影される
映像との間に、内部抽選の結果にもとづいて大型役物本体部２３０が進出するように構成
されている。また、下側リアスクリーン２９０４に投影される映像とフロントスクリーン
５１２に投影される映像との間には、遊技領域３２０を有する遊技パネル３００が配置さ
れている。このように、後方の映像と前方の映像との間で、映像ではない実体物が介在す
る遊技が行われるといった、奥行き感のある、これまでにない新たな演出を行うことが可
能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０５２４】
　また、本実施形態の遊技機１では、内部抽選の結果にもとづく演出としての映像が投影
されるフロントスクリーン５１２を前扉ユニット５００の開口窓５４０２に有するととも
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に、内部抽選の結果にもとづいてフロントスクリーン５１２の前方位置に向けて作動する
役物演出が行われる飾り役物５６０がフロントスクリーン５１２よりも上方に配置されて
いる。上記のフロントスクリーン５１２および飾り役物５６０は、それぞれ、従来のパチ
ンコ機１における例えば液晶表示器およびセンター役物の上方に配置される可動役物のよ
うな存在感を出すことができる。すなわち、本実施形態の遊技機１では、内部抽選の結果
にもとづく演出としての映像、および、フロントスクリーン５１２の前方に飾り役物５６
０が向けて作動する役物演出のいずれもが、従来のパチンコ機１よりも遊技者に近い位置
で行われることとなる。また、前扉ユニット５００には、フロントスクリーン５１２より
も下方に、遊技領域３２０に向けて遊技球を発射可能な発射ハンドル５８８が配置されて
いる。そのため、本実施形態の遊技機１において遊技を行う遊技者に対して、従来のパチ
ンコ機における遊技盤の下方に配置された発射ハンドルからいかにも遊技球を発射してい
るかのような感覚を与えうることとなり、これまでにない斬新な遊技機を提供することが
可能となる。
【０５２５】
　また、本実施形態の遊技機１では、「７」図柄を模した重量感のある大型役物２３２の
後方に導光板（前側導光板２３４，後側導光板２３６）を配置しており、これらの導光板
を、大型役物２３２の外形の周縁部に沿って周回させるようにしている。そのため、イン
パクトのある役物演出を行うことができるだけでなく、大型役物２３２を実際の大きさよ
りも大きく見せることができる。しかも、大型役物２３２が大きくて重量がある場合には
、当該大型役物２３２を容易に作動させることが難しく、作動させたとしても小さな動き
しか行えない可能性がある。しかし、このような場合であっても、いかにも大型役物２３
２が動いているかのように見せることが可能となることに加え、可動役物の大型化により
大きなインパクトを与えつつ、当該可動役物の実際の動きよりも大きな動きを行っている
かのような効果的な役物演出を行うことが可能となる。
【０５２６】
　また、本実施形態の遊技機１では、大型役物２３２の後方に配置される導光板（前側導
光板２３４，後側導光板２３６）が、正面視で大型役物２３２の周縁部よりも外側にはみ
出る程度の大きさの略相似形となっている。そして、これらの導光板を、回転機構（前側
導光板回転駆動機構２３４０，後側導光板回転駆動機構２３６０）と上下動機構（導光板
上下駆動機構２３９，２７０）とにより、大型役物２３２の外形の周縁部に沿って、上下
動させつつ周回させることができるように構成されている。このようにして、大型役物２
３２の後方に別部材としての導光板が配置されていることを意識させないようにしつつ、
大型役物２３２を実際の大きさよりも大きく見せることが可能となる。従来のパチンコ機
では、可動役物を大型化すると大きなインパクトを与えることができる役物演出を実行す
ることが可能となるが、その一方で、可動役物が重くなってしまい、当該可動役物に動き
を与える役物演出を行うことが困難となる。この点、本実施形態の遊技機１によれば、大
型役物２３２を大きく見せることができることに加え、大型役物２３２の大型化により大
きなインパクトを与えつつ、当該大型役物２３２の実際の動きよりも大きな動きを行って
いるかのような効果的な役物演出を行うことが可能となる。
【０５２７】
　なお、本実施形態では、「大型役物２３２の外形の周縁部に沿って周回」させたり、「
大型役物２３２の外形の周縁部に沿って、上下動させつつ周回」させたりしているが、こ
れに限られない。例えば、大型役物２３２と対向して当該大型役物２３２の後方に配置さ
れる後方役物（本実施形態では、前側導光板２３４，後側導光板２３６）を、正面視で視
認できる態様で、当該大型役物２３２の後方において対向させつつ回動させることができ
れば、大型役物２３２を強調することができ、大型役物２３２を実際の大きさよりも大き
く見せたり、大型役物２３２が例えば停止していたり小さな動きしか行っていないような
場合であっても、実際の動きよりも大きく大型役物２３２が動いているかのように見せる
ことが可能となる。なお、後方役物の数は１つであっても２つであってもよく、その数は
限定されない。
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【０５２８】
　「正面視で視認できる態様で、当該大型役物２３２の後方において対向させつつ回動さ
せる」とは、後方役物の外形全部を視認できる必要はなく、後方役物の一部（例えば、外
周部分）でも視認できればよい。
【０５２９】
　また、「回動」とは、必ずしも作動開始位置を通るようにして回動するものに限られず
、さらには、例えば八の字のように回動方向を変えて回るものであってもよい。
【０５３０】
　また、後方役物は、立体形状物よりも板状部材の方が好ましい。後方役物が板状部材で
あれば、大型役物２３２に対して前後方向で重なるように近接して対向させつつ回動させ
ることができるため、大型役物２３２をより強調できるからである。この観点から言えば
、大型役物２３２についても、後方役物と対向する側の面が平面状であることが好ましい
。
【０５３１】
　また、必ずしも大型役物２３２よりも後方部材の方が大きい必要はない。大型役物２３
２よりも後方部材の方が小さかったとしても、正面視で後方役物を視認できる程度に大き
な軌道で回れば、正面視で大型役物２３２の後方で後方役物が回っていることを視認でき
るからである。
【０５３２】
　また、本実施形態では、大型役物２３２の後方で、後方役物を回動させつつ上下動させ
ているが、回動とは別の動きが必ずしも上下動に限られず、直線的な動きを行うものであ
ればよい。例えば、左右方向に直線的に往復移動するものであってもよいし、斜め方向に
直線的に往復移動するものであってもよい。
【０５３３】
　また、本実施形態では、後方役物として前側導光板２３４および後側導光板２３６を備
えており、大型役物２３２の後方において、後側導光板２３６が、近接して対向配置され
る前側導光板２３４を追いかけるように略同じ速度で回転運動しているが、前側導光板２
３４と後側導光板２３６との相対的な動きはこれに限られない。例えば、前側導光板２３
４が作動する軌道と後側導光板２３６が作動する軌道とが正面視で略同じ軌道であるもの
の、両者の作動方向が反対方向であってもよい。また、前側導光板２３４が作動する軌道
と後側導光板２３６が作動する軌道とが同じであって、両者が作動する方向も同じあるも
のの、両者の作動速度が異なるものであってもよい。また、前側導光板２３４と後側導光
板２３６とで、大型役物２３２の後方を回る軌道の大きさが異なっていてもよい。また、
前側導光板２３４と後側導光板２３６とのうち、いずれか一方のみが前方に向けて発光し
、他方が発光しないものであってもよい。
【０５３４】
　また、本実施形態の遊技機１では、大型役物本体部２３０が、大型役物支持アーム２３
８を介して、左方において大型役物左駆動機構２４０に支持されており、右方において大
型役物右駆動機構２６０に支持されている。このように、大型役物本体部２３０が左方お
よび右方の両方で支持されている場合（すなわち、両持ちの場合）、大型役物左駆動機構
２４０による昇降速度と大型役物右駆動機構２６０による昇降速度とが一致しなければ、
スムーズな昇降ができないだけでなく、場合によっては昇降できないといった事態も生じ
うる。とくに、大型役物２３２のように重量感のある大きな役物であればその傾向が顕著
である。大型役物左駆動機構２４０による昇降速度と大型役物右駆動機構２６０による昇
降速度との不一致は、例えば異物の噛み込み等、些細な事が原因となって生じうる。この
点、本実施形態の遊技機１によれば、上方向における自由度が大きくなるように、大型役
物本体部２３０（より詳しくは大型役物支持アーム２３８）が、左右いずれも上方向に固
定されないよう台座２５２に載置されている。そのため、大型役物左駆動機構２４０によ
る昇降速度と大型役物右駆動機構２６０による昇降速度とが必ずしも一致していなくても
、スムーズな昇降を、極力、維持することが可能となる。その結果、可動役物としての大
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型役物２３２の大型化を図ることができ、大きなインパクトを与えることができる役物演
出を実行することが可能となる。
【０５３５】
　また、本実施形態の遊技機１では、大型役物２３２が原点位置に位置するときに、原点
位置において、大型役物本体部２３０（より詳しくは大型役物支持アーム２３８）をロッ
ク機構２５０により保持することができるため、大型役物２３２の大型化を図ったとして
も、重力作用により自然落下してしまうことを防止でき、大きなインパクトを与えること
ができる役物演出を実行することが可能となる。ところで、大型役物本体部２３０を下方
から支えて保持する場合、かかる保持を、大型役物支持アーム２３８の下面に対してロッ
ク機構２５０をスライドさせて解除しようとすると、大型役物本体部２３０の重みによっ
て相当の力を要する。この点、本実施形態によれば、スライドさせることなくロック機構
２５０の回転運動によって保持態様と解除状態とを切り替えることができるので、大きな
力を左程必要とすることなく、大型役物本体部２３０の下面に対してロック機構２５０を
保持態様から解除状態に切り替えることができる。
【０５３６】
　また、本実施形態の遊技機１では、前飾り枠５５０の張出部５５２０に配置されたフロ
ント投影装置６００から投射された映像光により映像がフロントスクリーン５１２に投影
されることに加えて、内部抽選の結果にもとづいて作動可能な大型役物２３２を前飾り枠
５５０の張出部５５２０に備えているため、これまでにない新たな演出を行うことが可能
となる。とくに、飾り役物５６０については、従来よりも遊技者に近い位置で作動させる
役物演出を行うことができる。ところで、前飾り枠５５０の張出部５５２０には、フロン
ト投影装置６００と飾り役物５６０とが配置されているが、フロントスクリーン５１２に
映像を適正に投影させるためには、飾り役物５６０の作動にかかわらずフロント投影装置
６００を常に固定する必要がある。そこで、前飾り枠５５０の張出部５５２０に配置され
たフロント投影装置６００と飾り役物５６０とのうち飾り役物５６０のみを作動させるこ
とが可能な飾り役物駆動機構５７０を備えることで、可動役物を、鮮明な映像が投影され
ている状態で上側リアスクリーン２９０２の前方位置に向けて進出させることが可能とな
り、これまでにない新たな演出を、好適に、行うことが可能となる。
【０５３７】
　また、本実施形態の遊技機１では、前飾り枠５５０の張出部５５２０に配置されたフロ
ント投影装置６００から投射された映像光により映像がフロントスクリーン５１２に投影
されることに加えて、内部抽選の結果にもとづいて作動可能な飾り役物５６０を前飾り枠
５５０の張出部５５２０に備えているため、これまでにない新たな演出を行うことが可能
となる。とくに、飾り役物５６０については、従来よりも遊技者に近い位置で作動させる
役物演出を行うことができる。また、前飾り枠５５０の張出部５５２０には、フロント投
影装置６００と飾り役物５６０とが配置されているが、フロントスクリーン５１２に映像
を適正に投影させるためには、飾り役物５６０の作動にかかわらずフロントプロジェクタ
６２２およびフロントミラー６２４を常に固定する必要がある。そこで、前飾り枠５５０
の張出部５５２０に配置されたフロントプロジェクタ６２２とフロントミラー６２４と飾
り役物５６０とのうち飾り役物５６０のみを作動させることが可能な飾り役物駆動機構５
７０を備えるようにしている。ところで、フロントプロジェクタ６２２とフロントミラー
６２４と飾り役物５６０とのうち飾り役物５６０のみを作動させた場合、飾り役物５６０
の後方に配置されるフロントミラー６２４の前面側が露出してしまう。そこで本発明では
、飾り役物５６０が作動したときに露出するフロントミラー６２４の露出部分に、装飾が
施された装飾部を有するようにしている。これにより、飾り役物５６０が作動したときの
美観性を担保しつつ、これまでにない新たな演出を、好適に、行うことが可能となる。
【０５３８】
［１３．本実施形態に係る遊技機の拡張性］
　なお、本実施形態の遊技機１では、フロント投影装置６００から投射された映像光とリ
ア投影装置１２０から投射された映像光とが別のスクリーンに投影されるようになってい
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る（フロント投影装置６００から投射された映像光はフロントスクリーン５１２に投影さ
れ、リア投影装置１２０から投射された映像光はリアスクリーンユニット２９０に投影さ
れる）。そして、フロント投影装置６００から投射された映像光が投影されるフロントス
クリーン５１２と、リア投影装置１２０から投射された映像光が投影されるリアスクリー
ンユニット２９０との位置関係は、前後方向にずれつつ、両スクリーンに投影される映像
が正面視で重なる領域にあらわれる位置関係となっている。ただし、フロント投影装置６
００から投射された映像光により投影される映像と、リア投影装置１２０から投射された
映像光により投影される映像とのうちいずれか一方の映像を視認できないといった事態が
生じたとしても遊技の進行に支障をきたさないようにするといった観点からいえば、必ず
しも、２つのスクリーン（フロントスクリーン５１２，リアスクリーンユニット２９０）
を設ける必要はない。例えば、１枚のスクリーンの裏面に、後方から前方に向けて投射さ
れた映像光により正面視で視認できる映像が投影されるとともに、当該１枚のスクリーン
の表面に、前方から後方に向けて投射された映像光により正面視で視認できる映像が投影
されるようにしてもよい。このような場合には、たとえいずれか一方の映像を視認できな
いといった事態が生じたとしても、遊技の進行に支障をきたすことがない。
【０５３９】
　また、本実施形態の遊技機１では、リア投影装置１２０およびフロント投影装置６００
のそれぞれから投射された映像光により、リアスクリーンユニット２９０およびフロント
スクリーン５１２のそれぞれに映像が投影される態様の一例を、図４７の模式的側面図を
用いて説明したが、図４７に示される構成に代えて、図７８に示される構成であってもよ
い。図７８は、リア投影装置１２０およびフロント投影装置６００のそれぞれから投射さ
れた映像光により、リアスクリーンユニット２９０およびフロントスクリーン５１２のそ
れぞれに映像が投影される態様の一例を示す図であって、図４７の変形例である。なお、
図７８は、図４７と同様に模式図であるから、例えばプロジェクタ１２２，１２６，６２
２の設置角度等、実際のものとは多少の相違がある。
【０５４０】
　具体的には、図７８に示されるように、フロントスクリーン５１２の左右方向の幅と略
同じまたはそれよりも大きな幅で、フロントミラー６２４または飾り役物５６０の下方位
置からフロントスクリーン５１２の下方位置までを、両側面も含めて前方から覆うように
、映像光保護部材５３０が設けられている。この映像光保護部材５３０は、後方を視認で
きるように、透明の板状部材（例えば、ガラス板や樹脂部材）で構成されている。これに
より、フロントプロジェクタ６２２から投射された映像光（フロントミラー６２４で反射
された映像光）を前方から覆うことができるため、例えば遊技者が映像光を遮ったりして
フロントスクリーン５１２に投影される映像に影が入り込んでしまったりする等の不具合
を防止できる。また、図７８に示されるように、映像光保護部材５３０は、飾り役物５６
０の作動範囲（飾り役物５６０の下方）を避けて設けられているため、飾り役物５６０に
よる役物演出の実行が妨げられることもない。
【０５４１】
　また、図７８に示されるように、この変形例では、第１リアプロジェクタ１２２が後方
に向けて映像光を投射するとともに、第１リアプロジェクタ１２２から後方に向けて投射
された映像光を前方に反射させるリアミラー１２８を備えている。これにより、投影面で
ある上側リアスクリーン２９０２までの距離をかせぐことが可能となり、より大きな映像
を上側リアスクリーン２９０２に投影することが可能となる。
【０５４２】
　また、本実施形態の遊技機１は、例えば「１」～「６」の６段階の設定値を、例えばホ
ール関係者によりセットできるように構成されていてもよい。設定値を変更すると、例え
ば内部抽選における大当り確率（内部当選確率）が変更される。
【０５４３】
　本実施形態の遊技機１は、遊技媒体を用いて遊技を行い、その遊技の結果に基づいて特
典が付与される形態全ての遊技機について、本発明を適用することができる。すなわち、
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物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が発射されたり投入されたりすることで遊技を行
い、その遊技の結果に基づいて遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御回路７２
０自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、封入された遊技球を循環させて
行う遊技やメダルレスで行う遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有
する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路７２０に装着され（接続され）、遊技
媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。
【０５４４】
　主制御回路７２０に接続された遊技媒体管理装置が管理する場合、遊技媒体管理装置は
、ＲＯＭおよびＲＷＭ（あるいはＲＡＭ）を有して、遊技機に設けられる装置であって、
図示しない外部の遊技媒体取扱い装置と所定のインターフェイスを介して双方向通信機能
に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作
を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（
当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の
払出を行上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、または遊技の用に供する遊技媒体を
電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また、遊技媒体管理装置は、これら
実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、遊
技機１の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設
けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであ
ってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊
技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。
【０５４５】
　また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を
、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることができる性能を有し、また、遊
技者が直接操作する場合の他、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し
、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられている場
合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示
す信号を送信できない性能を有することが望ましい。
【０５４６】
　遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部
接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例
えばＩＣカード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信ア
ンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部
接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。
【０５４７】
　その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方
法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値
を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊
技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記
操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際に
はいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置
に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排
出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をク
リアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンタ等に持ってい
くか、または他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する
。
【０５４８】
　なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機または遊
技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒
体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金
または現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしても
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よい。また、遊技媒体取扱装置は遊技場の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に
貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。
【０５４９】
　また、遊技機または遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作する
ことにより遊技媒体取扱装置または遊技媒体管理装置に対し遊技媒体または有価価値のデ
ータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワ
ード等遊技者にしか知り得ない情報を設定することや遊技媒体取扱装置に設けられた撮像
手段により遊技者を記録するようにしてもよい。
【０５５０】
　また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチンコ遊技機に適用する場合について説明し
ているが、パチスロ機や、遊技球を用いるスロットマシンや、封入式遊技機においても同
様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。
【０５５１】
　このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技
に供される場合と比べて、遊技機内部の部品点数を減らすことができ、遊技機の原価およ
び製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにするこ
ともでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、部品を減らしたこと
により遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払
出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境
を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。
【０５５２】
　また、遊技媒体が外部に排出されずに遊技可能に構成された封入式の遊技機と、該遊技
機に対して、遊技媒体の消費、貸出および払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータを通
信ケーブルを介して光信号によって送受信が可能に接続された遊技媒体管理装置と、を有
する遊技システムに本発明を適用した場合には、遊技システムを以下のように構成しても
よい。
【０５５３】
　以下に、封入式の遊技機の概略を説明する。封入式の遊技機において、発射装置は、遊
技領域の上方に位置し、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球を発射する。
遊技者がハンドルを操作すると、払出制御回路により球送りソレノイドが駆動させられ、
球送り杵が発射台の方向へと、待機状態の遊技球を押し出す。これにより、遊技球が発射
台へ移動する。また、待機位置から発射台への経路には減算センサが設けられており、発
射台へ移動する遊技球を検出する。減算センサによって遊技球が検出された場合には、持
ち球数が１減算される。このように、遊技領域に対して上方から遊技媒体としての遊技球
を発射するように構成されているため、封入式の遊技機ではいわゆる戻り球（ファール球
）を回避することができる。そして、遊技領域を転動した後に遊技領域から排出された遊
技球は、球磨き装置によって磨かれる。球磨き装置によって磨かれた遊技球は、揚送装置
によって上方へと搬送され、発射装置に導かれる。遊技球は封入式の遊技機の外部に排出
されずに、当該遊技機において一定数（例えば、５０個）の遊技球が一連の経路を循環す
るように構成されている。
【０５５４】
　封入式の遊技機では、遊技球が遊技機の外部に排出されないため、遊技球を一時的に保
持するための上皿や下皿は設けられていない。封入式の遊技機では遊技球が外部に排出さ
れないことから、遊技者の手元に遊技球が実際にあるわけではなく、遊技を行うことによ
り遊技球が現実に増減するわけではない。封入式の遊技機において、遊技者は遊技媒体管
理装置からの貸出により持ち球を得てから遊技を開始する。ここで、持ち球を得るとは、
遊技者が、データ管理上、遊技媒体を得ることをいう。そして、発射装置から遊技球が発
射されることにより持ち球が消費され、持ち球数が減少する。また、遊技球が遊技領域に
設けられた各入賞口等を通過することにより、入賞口に応じて設定された条件に従った数
だけ払出が行われ、持ち球数が増加する。さらに、遊技媒体管理装置からの貸出によって
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も、持ち球数が増加する。なお、「遊技媒体の消費、貸出および払出」とは、持ち球の消
費、貸出および払出が行われることを示す。また、「遊技媒体の増減」とは、消費、貸出
および払出によって持ち球数が増減することを示す。また、「遊技媒体の消費、貸出およ
び払出に伴う遊技媒体の増減に関するデータ」とは遊技球が発射されることによる持ち球
の減少と、貸出および払出による持ち球の増加とに関するデータである。
【０５５５】
　封入式の遊技機は、払出制御回路およびタッチパネル式である液晶表示装置を有してい
る。払出制御回路は、遊技球が各入賞口等の通過を検出する各種センサに接続されている
。払出制御回路は、持ち球数を管理している。例えば、遊技球が各入賞口を通過した場合
には、そのことによる遊技球の払出個数を持ち球数に加算する。また、遊技球が発射され
ると持ち球数を減算する。払出制御回路は、遊技者の操作により、持ち球数に関するデー
タを遊技媒体管理装置へ送信する。また、上記の液晶表示装置は遊技機の上部に位置し、
遊技媒体管理装置で管理する遊技価値から持ち球への変換（球貸し）や、持ち球の計数（
返却）の要求を受け付ける。そして、これらの要求を遊技媒体管理装置を介して払出制御
回路に伝え、払出制御回路が現在の持ち球数に関するデータを遊技媒体管理装置に送信す
るように指示する。ここで、「遊技価値」とは、貨幣・紙幣、プリペイド媒体、トークン
、電子マネーおよびチケット等であり、遊技媒体管理装置によって持ち球に変換すること
が可能であるものを示す。なお、本実施形態において、遊技媒体管理装置は、いわゆるＣ
Ｒユニットであり、紙幣およびプリペイド媒体等を受付可能に構成されている。また、計
数された持ち球は、遊技システムが設置される遊技場などにおいて、景品交換等に用いる
ことができる。
【０５５６】
　また、封入式の遊技機は、バックアップ電源を有している。これにより、夜間等に電源
をＯＦＦにした場合であっても、ＯＦＦにする直前のデータを保持することができる。ま
た、このバックアップ電源により、例えば、扉開放センサによる扉枠開放の検出を継続し
て実行させてもよい。これにより、夜間に不正行為を行われることも防止することができ
る。なお、この場合は、扉枠が開放された回数等の情報を記憶するものであってもよい。
さらに、電源が投入された際に、扉枠が開放された回数等の情報を、遊技機の液晶表示装
置等に出力するものであってもよい。
【０５５７】
　遊技媒体管理装置は、遊技機接続基板を有している。遊技媒体管理装置は、遊技機接続
基板を介して、遊技機とのデータ（送信信号）の送受信を行うように構成されている。送
受信されるデータは、主制御回路に設けられたＣＰＵの固有ＩＤ、払出制御回路に設けら
れたＣＰＵの固有ＩＤ、遊技機に記憶された遊技機製造業者コード、セキュリティチップ
の製造業者コード、遊技機の型式コードなどの情報である。そして、遊技機および前記遊
技媒体管理装置のいずれか一方を送信元とし他方を送信先として、送信元が送信信号を送
信した際に、上記送信信号を受信した送信先が上記送信信号と同じ信号である確認用信号
を上記送信元に送信し、上記送信元は、上記送信信号と上記確認用信号とを比較して、こ
れらが同一か否かを判別するようにしている。
【０５５８】
　このように、送信元において、送信先から送信された確認用信号を送信信号と比較して
、これらが同一か否かを判別することにより、送信元から送信した信号が改ざんされるこ
となく、送信元に送信されていることを確認することができる。これにより、遊技機と遊
技媒体管理装置との間での送受信信号を改ざんする等の不正行為を抑制することができる
。
【０５５９】
　また、上記遊技システムにおいて、上記送信元は信号を変調する変調部を有し、該変調
部により変調された信号を上記送信信号として送信し、上記送信先は上記変調部により変
調された信号を復調する復調部を有することとしてもよい。
【０５６０】
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　これにより、仮に、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号を読み取られたと
しても、この信号の解読は困難であり、遊技機と遊技媒体管理装置との間での送受信信号
を改ざんする等の不正行為を抑制することができる。
【０５６１】
　また、上記遊技システムにおいて、上記送信先は、上記送信元からの上記送信信号を受
信した際に、上記送信信号を受信したことを示す信号である承認信号を、上記確認用信号
とは別に上記送信元に送信することとしてもよい。
【０５６２】
　これにより、送信信号と確認用信号とを比較することにより、正規の信号の送受信が行
われたことを確認するだけでなく、承認信号に基づいて正規の信号の送受信が行われたこ
とを確認することができるので、不正行為の抑制をより強化することができる。
【０５６３】
＜付記＞
［第１～第１３の遊技機］
　従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が受け入れられると内部抽選が
行われ、内部抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。
そして、内部抽選の結果が大当りであると、大当り遊技が実行される。
【０５６４】
　この種の遊技機として、電源のオン・オフによって透明状態と乳白色状態（不透明状態
）とに切り替わるスクリーンシートを表示部の前方に配置し、このスクリーンシートが不
透明状態であるときにレーザー光を出力する遊技機が知られている（例えば、特開２０１
４－２００４７８号公報参照）。
【０５６５】
（第１の課題）
　上記の特開２０１４－２００４７８号公報に記載の遊技機によると、スクリーンシート
への画像表示と、表示部への表示とを組み合わせることで、遊技者に対して視覚的なイン
パクトを与えることができる可能性がある。
【０５６６】
　しかし、近年、さらなる視覚的なインパクトを与えることができる演出を行うことで、
興趣を高めることが可能な遊技機が望まれている。
【０５６７】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１の遊技機を提
供する。
【０５６８】
［第１の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　遊技領域を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）と、
　前記遊技部材よりも後方に配置され、演出が行われる後方演出部材（例えば、リアスク
リーンユニット２９０）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、後方に向けて、映像光を投射可能な前方投影手段
（例えば、フロント投影装置６００）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、前記前方投影手段から投射された映像光により、
正面視で視認可能な演出が行われる前方演出部材（例えば、フロントスクリーン５１２）
と、
　を備え、
　前記前方演出部材は、
　前記前方投影手段から投射された映像光により投影される演出のみならず、前記後方演
出部材において行われる演出についても正面視で視認可能な透過性の投影領域（例えば、
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網状シート５１２４が貼り付けられた領域）を有する
　ことを特徴とする。
【０５６９】
　上記（１）の遊技機によれば、遊技部材（例えば、遊技パネル３００）の後方に配置さ
れた後方演出部材（例えば、リアスクリーンユニット２９０）において行われる演出と、
遊技部材の前方に配置された前方演出部材（例えば、フロントスクリーン５１２）におい
て行われる演出との両方を正面視で視認可能となる。しかも、後方演出部材と前方演出部
材との間には、遊技領域を有する遊技部材が配置されているため、後方の演出と前方の演
出との間で、映像ではない実体物による遊技が行われることとなる。これにより、これま
でにない新たな遊技機を提供することが可能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０５７０】
　なお、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０５７１】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第２の遊技機を提
供する。
【０５７２】
［第２の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　遊技領域を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）と、
　前記遊技部材よりも後方に配置され、前方の投影領域（例えば、リアスクリーンユニッ
ト２９０）に向けて、映像として投影される映像光を投射可能な後方投影手段（例えば、
リア投影装置１２０）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、後方の投影領域（例えば、網状シート５１２４が
貼り付けられた領域）に向けて、映像として投影される映像光を投射可能な前方投影手段
（例えば、フロント投影装置６００）と、
　を備え、
　前記後方投影手段から投射された映像光が投影される投影領域と、前記前方投影手段か
ら投射された映像光が投影される投影領域とが、正面視で重なる領域を有するように構成
される
　ことを特徴とする。
【０５７３】
　上記（１）の遊技機によれば、後方投影手段（例えば、リア投影装置１２０）から投射
された映像光が投影される投影領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）と、前方
投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射された映像光が投影される投影領
域（例えば、フロントスクリーン５１２）とが、正面視で重なる。これにより、これまで
にない新たな表示演出を行うことが可能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０５７４】
　なお、「後方投影手段から投射された映像光が投影される投影領域と、前方投影手段か
ら投射された映像光が投影される投影領域とが、正面視で重なる。」とは、被投影部材が
一つであっても良いし、二つであっても良い。被投影部材が一つである場合には、例えば
、後方投影手段から投射された映像光が裏面に投影され、前方投影手段から投射された映
像光が表面に投影される態様が考えられる。また、被投影部材が二つである場合には、例
えば、前後方向に被投影部材を配置し、後方投影手段から投射された映像光が後方に配置
された被投影部材に投影され、前方投影手段から投射された映像光が前方に配置された被
投影部材に投影される態様が考えられる。
【０５７５】
　また、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０５７６】
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（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記遊技部材は透明領域を有し、
　前記遊技部材よりも後方に配置され、前記後方投影手段から投射された映像光により、
映像が投影される後方被投影部材（例えば、リアスクリーンユニット２９０）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、前記前方投影手段から投射された映像光により、
映像が投影される前方被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）と、
　をさらに備え、
　前記前方被投影部材は、
　前記前方投影手段から投射された映像光により投影される映像のみならず、前記後方投
影手段から投射された映像光により前記後方被投影部材に投影される映像についても正面
視で視認可能な透過性の投影領域（例えば、網状シート５１２４が貼り付けられた領域）
を有することを特徴とする。
【０５７７】
　上記（２）の遊技機によれば、後方被投影部材（例えば、リアスクリーンユニット２９
０）と後方被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）とが正面視で前後方向に重
なる領域に配置される。また、前方被投影部材は、前方投影手段から投射された映像光に
より投影される映像のみならず、後方投影手段に投影される映像についても正面視で視認
可能となる。しかも、後方演出部材と前方演出部材との間には、遊技領域を有する遊技部
材が配置されているため、後方の映像と前方の映像との間で、映像ではない実体物による
遊技が行われることとなる。これにより、これまでにない新たな遊技機提供することが可
能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０５７８】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第３の遊技機を提
供する。
【０５７９】
［第３の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　遊技領域を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）と、
　前記遊技部材よりも後方に配置され、前方の投影領域（例えば、リアスクリーンユニッ
ト２９０）に向けて、演出として投影される映像光を投射可能な後方投影手段（例えば、
リア投影装置１２０）と、
　前記後方投影手段から投射される映像光を制御する後方制御手段（例えば、サブＣＰＵ
７３１）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、後方の投影領域（例えば、フロントスクリーン５
１２）に向けて、演出として投影される映像光を投射可能な前方投影手段（例えば、フロ
ント投影装置６００）と、
　前記前方投影手段から投射される映像光を制御する前方制御手段（例えば、サブＣＰＵ
７３１）と、
　を備え、
　前記後方投影手段から投射された映像光が投影される投影領域と、前記前方投影手段か
ら投射された映像光が投影される投影領域とが、正面視で重なる領域を有するように構成
されており、
　前記後方制御手段または／および前記前方制御手段は、
　前記後方投影手段から投射される映像光により投影される演出と、前記前方投影手段か
ら投影される映像光により投影される演出とで同様の演出が行われるよう制御可能である
　ことを特徴とする。
【０５８０】
　上記（１）の遊技機によれば、後方投影手段（例えば、リア投影装置１２０）から投射
された映像光が投影される投影領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）と、前方
投影手段から投射された映像光が投影される投影領域（例えば、フロントスクリーン５１
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２）とが、正面視で重なる。しかも、後方演出部材と前方演出部材との間には、遊技領域
を有する遊技部材が配置されているため、後方の演出と前方の演出との間で、映像ではな
い実体物による遊技が行われることとなる。これにより、これまでにない新たな遊技機提
供することが可能となる。
【０５８１】
　また、後方投影手段から投射される映像光により投影される演出と、前方投影手段から
投射される映像光により投影される演出とで同様の演出が行われる。そのため、例えば、
いずれか一方の演出が行われないといった事態が生じたとしても、他方の演出を視認する
ことが可能となり、遊技の進行に支障を与えることを回避できる。また、前方投影手段か
ら投射される映像光の光軸を、例えば遊技者の手で遮ることができるような場合には、前
方投影手段から投射される映像光により投影される演出に影が入り込んでしまう虞がある
。しかし、このような場合であっても後方被投影部材に投影される演出を視認できるため
、遊技の進行に支障をきたすことを回避できる。
【０５８２】
　なお、「後方投影手段から投射された映像光が投影される投影領域と、前方投影手段か
ら投射された映像光が投影される投影領域とが、正面視で重なる。」とは、被投影部材が
一つであっても良いし、二つであっても良い。被投影部材が一つである場合には、例えば
、後方投影手段から投射された映像光が裏面に投影され、前方投影手段から投射された映
像光が表面に投影される態様が考えられる。また、被投影部材が二つである場合には、例
えば、前後方向に被投影部材を配置し、後方投影手段から投射された映像光が後方に配置
された被投影部材に投影され、前方投影手段から投射された映像光が前方に配置された被
投影部材に投影される態様が考えられる。
【０５８３】
　また、本発明に記載された「前記後方制御手段または／および前記前方制御手段は、前
記後方投影手段から投射される映像光により投影される演出と、前記前方投影手段から投
影される映像光により投影される演出とで同様の演出が行われるよう制御可能」とは、「
後方制御手段が、前方投影手段から投影される映像光により投影される演出と同様の演出
が行われるように制御する態様」、「前方制御手段が、後方投影手段から投影される映像
光により投影される演出と同様の演出が行われるように制御する態様」および「後方制御
手段と前方制御手段との両方の制御によって、前方投影手段から投影される映像光により
投影される演出と、後方投影手段から投影される映像光により投影される演出とで同様の
演出が行われる態様」のいずれをも含むものである。
【０５８４】
　なお、「同様の演出」とは、形状、大きさ、色合いおよび動き等が全て同じであること
が好ましいが、遊技者から見て同様と認識しうる範囲内であれば、これらのうちのいずれ
かが異なっていてもよい。
【０５８５】
　また、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０５８６】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記遊技部材（例えば、遊技パネル３００）は透明領域を有し、
　前記遊技部材よりも後方に配置される後方被投影部材（例えば、リアスクリーンユニッ
ト２９０）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置される前方被投影部材（例えば、フロントスクリーン５
１２）と、
　をさらに備え、
　前記後方投影手段（例えば、リア投影装置１２０）は、
　前記後方被投影部材の後方から当該後方被投影部材に向けて映像光を投射し、
　前記前方投影手段（例えば、フロント投影装置６００）は、
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　前記前方被投影部材の前方から当該前方被投影部材に向けて映像光を投射する
　ことを特徴とする。
【０５８７】
　上記（２）の遊技機によれば、後方被投影部材と後方被投影部材とが正面視で前後方向
に重なる領域に配置される。また、前方被投影部材は、前方投影手段から投射された映像
光により投影される演出のみならず、後方投影手段に投影される演出についても正面視で
視認できるため、これまでにない新たな表示演出を行うことが可能となり、興趣を高める
ことが可能となる。
【０５８８】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第４の遊技機を提
供する。
【０５８９】
［第４の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　前方に向けて映像光を投射可能な投影手段（例えば、リア投影装置１２０）と、
　前記投影手段から投射された映像光により映像を投影可能であり、一の被投影部材（例
えば、下側リアスクリーン２９０４）と他の被投影部材（例えば、中間リアスクリーン２
９０６）とが接続された接続部を有する被投影部材（例えば、リアスクリーンユニット２
９０）と、
　遊技領域（例えば、遊技領域３２０）を有し、前記一の被投影部材の前方に配置される
遊技部材（例えば、遊技パネル３００）と、
　を備え、
　前記遊技部材は、
　当該遊技部材の周縁部（例えば、遊技パネル３００の上辺）と前記被投影部材の前記接
続部（例えば、下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６との接続部）
とが正面視で略同一直線上となるように構成されている
　ことを特徴とする。
【０５９０】
　上記（１）の遊技機によれば、一の被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４
）と他の被投影部材（例えば、中間リアスクリーン２９０６）とが接続された被投影部材
に映像が投影されるので、広域な投影領域に映像を投影することができる。しかも、遊技
部材（例えば、遊技パネル３００）の周縁部（例えば、遊技パネル３００の上辺）と被投
影部材の接続部（例えば、下側リアスクリーン２９０４と中間リアスクリーン２９０６と
の接続部）とが正面視で略同一直線上となるように構成されているので、被投影部材に投
影される映像に与えうる影響を最小限にとどめることができる。なお、遊技部材の周縁部
と被投影部材の接続部とが正面視で略同一直線上であるか否かは、正面から見る角度によ
っても変わるため、遊技者が遊技機に向かって着座した状態で、遊技者視線で、遊技部材
の周縁部と被投影部材の接続部とが略同一直線上となるように構成されていることが好ま
しい。例えば、遊技者が遊技機に向かって着座した状態で、遊技部材の辺を視る遊技者視
線（遊技者の目と遊技部材の辺とを結ぶ線）が略水平となる場合であれば、遊技部材の周
縁部と被投影部材の接続部とが略水平方向に略同一直線上であれば良い。
【０５９１】
　なお、「遊技部材の周縁部」とは、遊技部材が矩形であって、一の被投影部材の上方に
他の被投影部材が位置するように両者が接続される場合には、遊技部材の上辺に沿う周縁
部が相当する。また、遊技部材が矩形であって、一の被投影部材の下方に他の被投影部材
が位置するように両者が接続される場合には、遊技部材の下辺に沿う周縁部が相当する。
また、遊技部材が矩形であって、一の被投影部材の左方に他の被投影部材が位置するよう
に両者が接続される場合には、遊技部材の左辺に沿う周縁部が相当する。さらに、遊技部
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材が矩形であって、一の被投影部材の右方に他の被投影部材が位置するように両者が接続
される場合には、遊技部材の右辺に沿う周縁部が相当する。
【０５９２】
　また、「遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊技盤ともいう）等
が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０５９３】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記遊技部材（例えば、遊技パネル３００）は、
　当該遊技部材の後方に配置される被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）
に投影される映像を視認可能に構成されている
　ことを特徴とする。
【０５９４】
　上記（２）の遊技機によれば、遊技領域を視認しつつ、遊技部材の後方に配置される被
投影部材に投影される映像をも視認することができる。
【０５９５】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第５の遊技機を提
供する。
【０５９６】
［第５の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　映像光を投射可能な第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）と、
　前記第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例え
ば、上側リアスクリーン２９０２）と、
　映像光を投射可能な第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）と、
　正面視で前記第１被投影部材と離れた位置に配置され、前記第２投影手段から投射され
た映像光により映像が投影される第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４
）と、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材との間に配置される第３被投影部材（例えば
、中間リアスクリーン２９０６）と、
　を備え、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材とのうちいずれか一方が他方よりも前方に配
置されることで、互いに前後方向となるように配置されているとともに、
　前記第３被投影部材は、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材との間をうめるように傾斜して配置されてお
り、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材と前記第３被投影部材とによって連続性のあ
る映像を投影することができる一の表示領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）
となるように、前記第３被投影部材が前記第１被投影部材および前記第２被投影部材と接
続構成されている
　ことを特徴とする。
【０５９７】
　上記（１）の遊技機によれば、第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）
から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例えば、上側リアスクリ
ーン２９０２）と、正面視で第１被投影部材と離れた位置に配置され、第２投影手段（例
えば、第２リアプロジェクタ１２４）から投射された映像光により映像が投影される第２
被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）と、第１被投影部材と第２被投影部
材との間に配置される第３被投影部材（例えば、中間リアスクリーン２９０６）とを備え
ている。第１被投影部材と第２被投影部材とは互いに前後方向となるように配置されてい
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るものの、第３被投影部材が、第１被投影部材と第２被投影部材との間をうめるように、
第１被投影部材および第２被投影部材と接続構成されて傾斜して配置されている。これに
より、第１被投影部材と第２被投影部材とが前後方向にずれつつも一の表示領域（例えば
、リアスクリーンユニット２９０）を形成することができる。これにより、各投影手段と
各被投影部材との距離を最小限に抑えつつ、広域の一の表示領域（例えば、リアスクリー
ンユニット２９０）が前後方向にずれていたとしても、連続性のある映像を投影すること
ができる。例えば、従来よく用いられていた液晶表示器では、表示領域を大きくするとコ
ストが高くなってしまい、複数の液晶表示器を並べたとしても、他の液晶表示器との境界
には画像が表示されないため、映像の連続性を維持することができない。とくに、複数の
液晶表示器を用いて前後方向にずれた表示領域を形成することができない。この点、本発
明によれば、前後方向にずれた広域の一の表示領域に連続性のある映像を投影することが
可能となる。
【０５９８】
　なお、「前記第１被投影部材と前記第２被投影部材との間に配置される第３被投影部材
」は、一つの部材で構成されたものであってもよいし、複数の部材を接続して構成された
ものであってもよい。
【０５９９】
　また、第１投影手段および第２投影手段とは別に、第３被投影部材に映像光を投射する
第３投影手段を備えるようにしてもよいし、第１投影手段または／および第２投影手段か
ら投射された映像光により、第３被投影手段が投影されるようにしてもよい。
【０６００】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第６の遊技機を提
供する。
【０６０１】
［第６の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　映像光を投射可能な第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）と、
　前記第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例え
ば、上側リアスクリーン２９０２）と、
　映像光を投射可能な第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）と、
　正面視で前記第１被投影部材と離れた位置に配置され、前記第２投影手段から投射され
た映像光により映像が投影される第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４
）と、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材との間に配置される第３被投影部材（例えば
、中間リアスクリーン２９０６）と、
　前記第１投影手段および／または前記第２投影手段から投射される映像光を制御可能な
投影制御手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）と、
　を備え、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材とのうちいずれか一方が他方よりも前方に配
置されることで、互いに前後方向となるように配置されているとともに、
　前記第３被投影部材は、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材との間をうめるように傾斜して配置されてお
り、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材と前記第３被投影部材とによって連続性のあ
る映像を投影することができる一の表示領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）
となるように、前記第３被投影部材が前記第１被投影部材および前記第２被投影部材と接
続構成されているとともに、
　前記投影制御手段は、
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　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材と前記第３被投影部材とで構成される前記一
の表示領域に連続性のある一の映像が投影されるように制御する協働投影制御手段と、
　前記第１被投影部材と前記第２被投影部材とで異なる映像が投影されるように制御する
独立投影制御手段とを有する
　ことを特徴とする。
【０６０２】
　上記（１）の遊技機によれば、第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）
から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例えば、上側リアスクリ
ーン２９０２）と、正面視で第１被投影部材と離れた位置に配置され、第２投影手段（例
えば、第２リアプロジェクタ１２４）から投射された映像光により映像が投影される第２
被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）と、第１被投影部材と第２被投影部
材との間に配置される第３被投影部材（例えば、中間リアスクリーン２９０６）とを備え
ている。第１被投影部材と第２被投影部材とは互いに前後方向となるように配置されてい
るものの、第３被投影部材が、第１被投影部材と第２被投影部材との間をうめるように、
第１被投影部材および第２被投影部材と接続構成されて傾斜して配置されている。これに
より、第１被投影部材と第２被投影部材とが前後方向にずれつつも一の表示領域（例えば
、リアスクリーンユニット２９０）を形成することができる。これにより、各投影手段と
各被投影部材との距離を最小限に抑えつつ、広域の一の表示領域（例えば、リアスクリー
ンユニット２９０）が前後方向にずれていたとしても、連続性のある映像を投影すること
ができる。例えば、従来よく用いられていた液晶表示器では、表示領域を大きくするとコ
ストが高くなってしまい、複数の液晶表示器を並べたとしても、他の液晶表示器との境界
には画像が表示されないため、映像の連続性を維持することができない。とくに、複数の
液晶表示器を用いて前後方向にずれた表示領域を形成することができない。この点、本発
明によれば、前後方向にずれた広域の一の表示領域に連続性のある映像を投影することが
可能となる。さらに、第１被投影部材と第２被投影部材と第３被投影部材とで構成される
一の表示領域に連続性のある一の映像が投影される態様と、第１被投影部材と第２被投影
部材とで異なる映像が投影される態様とを、例えば遊技状態に応じて変えることもできる
。
【０６０３】
　なお、「前記第１被投影部材と前記第２被投影部材との間に配置される第３被投影部材
」は、一つの部材で構成されたものであってもよいし、複数の部材を接続して構成された
ものであってもよい。
【０６０４】
　また、第１投影手段および第２投影手段とは別に、第３被投影部材に映像光を投射する
第３投影手段を備えるようにしてもよいし、第１投影手段または／および第２投影手段か
ら投射された映像光により、第３被投影手段が投影されるようにしてもよい。
【０６０５】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第７の遊技機を提
供する。
【０６０６】
［第７の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　映像光を投射可能な第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）と、
　前記第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例え
ば、上側リアスクリーン２９０２）と、
　映像光を投射可能な第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）と、
　前記第２投影手段から投射された映像光により映像が投影されるとともに、前記第１被
投影部材に投影される映像とは正面視で異なる領域に映像が投影されるように配置される
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第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）と、
　を備え、
　前記第１被投影部材は、
　当該第１被投影部材の前方に空間（例えば、演出空間７００）が形成される態様で前記
第２被投影部材よりも後方に配置されている
　ことを特徴とする。
【０６０７】
　上記（１）の遊技機によれば、第１被投影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２
）と第２投影手段（例えば、下側リアスクリーン２９０４）とが、正面視で異なる領域に
映像が投影されるようにずれて配置されている。そしてその上で、第１被投影部材が、当
該第１被投影部材の前方に空間（例えば、演出空間７００）が形成される態様で第２被投
影部材よりも後方に配置されている。これにより、第１被投影部材の前方に形成された空
間を使ってさまざまな演出を行う等、拡張性のある遊技機を提供することが可能となる。
【０６０８】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記第１被投影部材（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）と前記第２被投影部材（
例えば、下側リアスクリーン２９０４）とは、連続性のある映像を投影することができる
一の表示領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）となるよう接続構成されている
　ことを特徴とする。
【０６０９】
　上記（２）の遊技機によれば、第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）
から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例えば、上側リアスクリ
ーン２９０２）と、第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）から投射され
た映像光により映像が投影される第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４
）とが接続構成されている。例えば、従来よく用いられていた液晶表示器では、複数の液
晶表示器を前後方向に配置することで一の液晶表示器の前方に空間を形成することは可能
であるものの、連続性のある映像を投影することができない。この点、本発明によれば、
各投影手段と各被投影部材との距離を最小限に抑えて広域の一の表示領域に連続性のある
映像を投影しつつ、第１被投影部材の前方に空間を形成することができ、演出性に優れた
遊技機を提供することが可能となる。
【０６１０】
　なお、「第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材と
、第２投影手段から投射された映像光により映像が投影される第２被投影部材とが接続構
成されている」とは、第１被投影部材と第２被投影部材とが直接接続されているものに限
られず、第１被投影部材と第２被投影部材とが間接的に接続（例えば第１被投影部材と第
２被投影部材との間に他の被投影部材を挟む等）されていても良い。
【０６１１】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　遊技領域（例えば、遊技領域３２０）を有し、前記第２被投影部材（例えば、下側リア
スクリーン２９０４）に投影される映像を視認可能な態様で当該第２被投影部材の前方に
配置される遊技部材（例えば、遊技パネル３００）をさらに備える
　ことを特徴とする。
【０６１２】
　上記（３）の遊技機によれば、遊技領域（例えば、遊技領域３２０）における遊技と第
２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）に投影される映像との両方を視認
可能としつつ、さらに、第１被投影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２）の前方
の空間（例えば、演出空間７００）を用いて演出を行うことが可能となり、さらなる拡張
性のある遊技機を提供することが可能となる。
【０６１３】
　なお、「遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊技盤ともいう）等
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が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６１４】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第８の遊技機を提
供する。
【０６１５】
［第８の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　遊技領域を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）と、
　前記遊技部材よりも後方に配置され、演出が行われる後方演出部材（例えば、リアスク
リーンユニット２９０）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、後方に向けて、映像光を投射可能な前方投影手段
（例えば、フロント投影装置６００）と、
　前記遊技部材よりも前方に配置され、前記前方投影手段から投射された映像光により、
正面視で視認可能な演出が行われる前方演出部材（例えば、フロントスクリーン５１２）
と、
　作動可能に構成される可動役物（例えば、大型役物本体部２３０）と、
　を備え、
　前記前方演出部材は、
　前記前方投影手段から投射された映像光により投影される演出のみならず、前記後方演
出部材に投影される演出についても正面視で視認可能な透過性の投影領域（例えば、網状
シート５１２４が貼り付けられた領域）を有し、
　前記可動役物は、
　前記抽選の結果にもとづいて、前記前方演出部材において行われる演出と、前記後方演
出部材において行われる演出との間（例えば、演出空間）に進出可能に構成される
　ことを特徴とする。
【０６１６】
　上記（１）の遊技機によれば、遊技部材（例えば、遊技パネル３００）の後方に配置さ
れた後方演出部材（例えば、リアスクリーンユニット２９０）において行われる演出と、
遊技部材の前方に配置された前方演出部材（例えば、フロントスクリーン５１２）におい
て行われる演出との両方を正面視で視認可能となる。しかも、抽選の結果にもとづいて、
後方演出部材において行われる演出と前方演出部材において行われる演出との間（例えば
、演出空間７００）に、映像ではない実体物としての可動役物（例えば、大型役物本体部
２３０）が進出するように構成されているため、より一層、これまでにない新たな演出を
行うことが可能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０６１７】
　なお、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６１８】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第９の遊技機を提
供する。
【０６１９】
［第９の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　遊技領域（例えば、遊技領域３２０）を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）
と、
　前記遊技部材の前方に配置され、前記遊技領域を視認可能とする開口窓（例えば、開口
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窓５００２）が形成された枠状部材（例えば、前扉ユニット５００）と、
　を備え、
　前記枠状部材は、
　前記開口窓に配置され、前記遊技領域を正面視で視認可能な態様で前記抽選の結果にも
とづく演出画像が表示される表示手段（例えば、フロントスクリーン５１２）と、
　前記表示手段の上方に配置され、前記抽選の結果にもとづいて前記表示手段の前方に向
けて作動可能であるとともに、当該遊技機にかかわる情報を示す装飾を有する装飾可動役
物（例えば、飾り役物５６０）と、
　前記表示手段よりも下方に、前記遊技領域に向けて遊技媒体を発射可能な発射操作手段
（例えば、発射ハンドル５８８）と、
　を有する
　ことを特徴とする。
【０６２０】
　上記（１）の遊技機によれば、抽選の結果にもとづく演出画像が表示される表示手段（
例えば、フロントスクリーン５１２）を枠状部材（例えば、前扉ユニット５００）の開口
窓（例えば、開口窓５００２）に有するとともに、抽選の結果にもとづいて表示手段の前
方位置に向けて作動する役物演出が行われる装飾可動役物（例えば、飾り役物５６０）が
表示手段のよりも上方に配置されている。上記の表示手段および装飾可動役物は、それぞ
れ、従来の遊技機における例えば液晶表示器およびセンター役物の上方に配置される可動
役物に相当する。すなわち、本発明では、抽選の結果にもとづく演出画像、および、表示
手段の前方に向けて装飾可動役物が作動する役物演出のいずれもが、従来の遊技機よりも
遊技者に近い位置で行われることとなる。また、枠状部材には、表示手段よりも下方に、
遊技領域に向けて遊技媒体を発射可能な発射操作手段（例えば、発射ハンドル５８８）が
配置されている。そのため、本発明の遊技機において遊技を行う遊技者に対して、従来の
パチンコ機における遊技盤の下方に配置された発射ハンドルからいかにも遊技球を発射し
ているかのような感覚を与えうることとなり、これまでにない斬新な遊技機を提供するこ
とが可能となる。
【０６２１】
　なお、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６２２】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記枠状部材（例えば、前扉ユニット５００）は、
　前記表示手段（例えば、フロントスクリーン５１２）に向けて映像光を投射する投影手
段（例えば、フロント投影装置６００）を有するとともに、
　前記表示手段は、
　前記投影手段から映像光が投射されることにより前記演出画像としての映像が投影され
る投影領域（例えば、網状シート５１２４が貼り付けられた領域）を有し、
　前記投影領域は、
　前記演出画像としての映像と、前記表示手段よりも後方の遊技領域との両方を正面視で
視認可能な透過性の被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）である
　ことを特徴とする。
【０６２３】
　上記（２）の遊技機によれば、枠状部材（例えば、前扉ユニット５００）の開口窓（例
えば、開口窓５００２）に配置された表示手段（例えば、フロントスクリーン５１２）に
おいて、演出画像としての映像と、当該表示手段よりも後方の遊技領域（例えば、遊技領
域３２０）との両方を正面視で視認できるため、好適に、これまでにない斬新な遊技機を
提供することが可能となる。
【０６２４】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１０の遊技機を
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提供する。
【０６２５】
［第１０の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　映像光を投射可能な第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）と、
　前記第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例え
ば、上側リアスクリーン２９０２）と、
　映像光を投射可能な第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）と、
　前記第２投影手段から投射された映像光により映像が投影されるとともに、前記第１被
投影部材に投影される映像とは正面視で異なる領域に映像が投影されるように配置される
第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）と、
　遊技領域（例えば、遊技領域３２０）を有し、前記第２被投影部材に投影される映像を
視認可能な態様で当該第２被投影部材の前方に配置される遊技部材（例えば、遊技パネル
３００）と、
　作動可能に構成される可動役物（例えば、大型役物本体部２３０）と、
　を備え、
　前記第１被投影部材は、
　前記遊技部材および前記第２被投影部材の上方に空間（例えば、演出空間７００）が形
成される態様で当該第２被投影部材よりも後方に配置されており、
　前記可動役物は、
　前記抽選の結果にもとづいて、前記遊技部材および前記第２被投影部材の上方に形成さ
れた前記空間に進出可能に構成される
　ことを特徴とする。
【０６２６】
　上記（１）の遊技機によれば、第１被投影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２
）と第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４）とが、正面視で異なる領域
に映像が投影されるようにずれて配置されている。そしてその上で、第１被投影部材が、
遊技部材（例えば、遊技パネル３００）および第２被投影部材の上方（すなわち、第１被
投影部材の前方）に空間（例えば、演出空間７００）が形成される態様で第２被投影部材
よりも後方に配置されている。そして、遊技部材および第２被投影部材の上方に形成され
た空間に、抽選の結果にもとづいて、可動役物（例えば、大型役物２３２）が進出可能に
構成されている。これにより、第１被投影部材および第２被投影部材による広域な領域に
映像を投影できる。しかも、遊技領域における遊技と、第１被投影部材および第２被投影
部材に投影される映像とのいずれをも視認できる拡張性のある遊技を実行可能であるとと
もに、遊技領域における遊技と第２被投影部材に投影される映像との視認を維持しつつ、
さらに可動役物による可動演出を実行可能とした、これまでにない新たな演出を行うこと
が可能となり、興趣を高めることが可能となる。
【０６２７】
　なお、「遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊技盤ともいう）等
が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６２８】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記第１被投影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２）と前記第２被投影部材（
例えば、下側リアスクリーン２９０４）とは、連続性のある映像を投影することができる
一の表示領域（例えば、リアスクリーンユニット２９０）となるよう接続構成されている
　ことを特徴とする。
【０６２９】
　上記（２）の遊技機によれば、第１投影手段（例えば、第１リアプロジェクタ１２２）
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から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材（例えば、上側リアスクリ
ーン２９０２）と、第２投影手段（例えば、第２リアプロジェクタ１２４）から投射され
た映像光により映像が投影される第２被投影部材（例えば、下側リアスクリーン２９０４
）とが接続構成されている。例えば、従来よく用いられていた液晶表示器では、複数の液
晶表示器を前後方向に配置することで一の液晶表示器の前方に空間を形成することは可能
であるものの、連続性のある映像を投影することができない。この点、本発明によれば、
遊技部材（例えば、遊技パネル３００）および第２被投影部材の上方に形成された空間（
例えば、演出空間７００）に可動役物（例えば、大型役物２３２）が進出していないとき
に、各投影手段と各被投影部材との距離を最小限に抑えて広域の一の表示領域に連続性の
ある映像を投影することが可能となる。
【０６３０】
　なお、「第１投影手段から投射された映像光により映像が投影される第１被投影部材と
、第２投影手段から投射された映像光により映像が投影される第２被投影部材とが接続構
成されている」とは、第１被投影部材と第２被投影部材とが直接接続されているものに限
られず、第１被投影部材と第２被投影部材とが間接的に接続（例えば第１被投影部材と第
２被投影部材との間に他の被投影部材を挟む等）されていても良い。
【０６３１】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１１の遊技機を
提供する。
【０６３２】
［第１１の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　前方に張り出した張出部（例えば、張出部５５２０）を有し、所定の映像光を投射可能
な投影手段（例えば、フロント投影装置６００）が前記張出部に配置される前扉部材（例
えば、前飾り枠５５０）と、
　前記投影手段から投射された映像光により映像が投影される被投影部材（例えば、フロ
ントスクリーン５１２）と、
　を備え、
　前記前扉部材の前記張出部には
　作動可能な可動役物（例えば、飾り役物５６０）と、
　前記投影手段と前記可動役物とのうち前記可動役物のみを作動させることが可能な駆動
機構（例えば、飾り役物駆動機構５７０）と、
　が配置されている
　ことを特徴とする。
【０６３３】
　上記（１）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の張出部（例えば
、張出部５５２０）に配置された投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射
された映像光により映像が被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）に投影され
ることに加えて、抽選の結果にもとづいて作動可能な可動役物（例えば、飾り役物５６０
）を前扉部材の張出部に備えているため、これまでにない新たな演出を行うことが可能と
なる。とくに、可動役物については、従来よりも遊技者に近い位置で作動させる役物演出
を行うことができる。ところで、前扉部材の張出部には、投影手段と可動役物とが配置さ
れているが、被投影手段に映像を適正に投影させるためには、可動役物の作動にかかわら
ず投影手段を常に固定する必要がある。そこで、前扉部材の張出部に配置された投影手段
と可動役物とのうち可動役物のみを作動させることが可能な駆動機構（例えば、飾り役物
駆動機構５７０）を備えることで、可動役物を、鮮明な映像が投影されている状態で被投
影部材（例えば、上側リアスクリーン２９０２）の前方位置に向けて進出させることが可
能となり、これまでにない新たな演出を、好適に、行うことが可能となる。
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【０６３４】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の後方に、遊技領域（例えば、遊技領域３２
０）を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）をさらに備え、
　前記前扉部材には、前記遊技領域を前方から視認可能となるように開口窓（例えば、開
口窓５００２）が形成されているとともに、
　前記開口窓には、前記被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）が支持されて
おり、
　さらに前記被投影部材は、
　前記投影手段から投射された映像光により、前記映像を投影可能であるだけでなく、後
方の前記遊技領域についても正面視で視認可能な透過性の被投影部材である
　ことを特徴とする。
【０６３５】
　なお、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６３６】
　上記（２）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）といった従来より
も遊技者に近い位置で映像と可動役物（例えば、飾り役物５６０）による役物演出との両
方を行うことができ、興趣を高めることが可能となる。しかも、被投影部材（例えば、フ
ロントスクリーン５１２）は、投影手段から投射された映像光により投影される映像のみ
ならず、後方の遊技領域（例えば、遊技領域３２０）についても正面視で視認できるため
、より一層、興趣を高めることが可能となる。
【０６３７】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記遊技部材（例えば、遊技領域３２０）よりも後方に配置され、映像が投影される後
方表示手段（例えば、リアスクリーンユニット２９０）をさらに備え、
　前記遊技部材は
　前記後方表示手段において行われる映像を正面視で視認可能に構成されている
　ことを特徴とする。
【０６３８】
　上記（３）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の張出部（例えば
、張出部５５２０）に配置された投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射
された映像光により投影される映像と、後方表示手段（例えば、リアスクリーンユニット
２９０）に投影される映像との両方を正面視で視認できつつ、さらに遊技者に近い位置で
可動役物（例えば、大型役物２３２）による役物演出が行われるため、より一層、興趣を
高めることが可能となる。
【０６３９】
　なお、本発明に記載された「映像が投影される後方表示手段」とは、映像が投影される
ものであれば特定の部品や部材に限定されるものではなく、投影手段から投射された映像
光により映像が投影される被投影部材であっても良いし、液晶表示器、ドット表示器およ
びセグメント表示器のような表示器であっても良い。
【０６４０】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１２の遊技機を
提供する。
【０６４１】
［第１２の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　前方に張り出した張出部（例えば、張出部５５２０）を有し、所定の映像光を投射可能
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な投影手段（例えば、フロント投影装置６００）が前記張出部に配置される前扉部材（例
えば、前飾り枠５５０）と、
　前記投影手段から投射された映像光によりり演出が投影される被投影部材（例えば、フ
ロントスクリーン５１２）と、
　を備え、
　前記前扉部材の前記張出部には、
　前記投影手段としての、前方に向けて映像光を投射する投射手段（例えば、フロントプ
ロジェクタ６２２）、および、当該投射手段から前方に向けて投射された映像光を後方に
反射させる反射手段（例えば、フロントミラー６２４）と、
　作動可能な可動役物（例えば、飾り役物５６０）と、
　前記投射手段と前記反射手段と前記可動役物とのうち前記可動役物のみを作動させるこ
とが可能な駆動機構（例えば、飾り役物駆動機構５７０）と、
　が配置されており、
　前記反射手段は、
　前記可動役物が作動したときに露出する露出部分を有するとともに、当該露出部分に、
装飾が施された装飾部を有する
　ことを特徴とする。
【０６４２】
　上記（１）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の張出部（例えば
、張出部５５２０）に配置された投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射
された映像光により演出が被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）に投影され
ることに加えて、作動可能な可動役物（例えば、飾り役物５６０）を前扉部材の張出部に
備えているため、これまでにない新たな演出を行うことが可能となる。とくに、可動役物
については、従来よりも遊技者に近い位置で作動させる役物演出を行うことができる。ま
た、前扉部材の張出部には、投影手段（例えば、フロント投影装置６００）と可動役物と
が配置されているが、被投影部材に演出を適正に投影させるためには、可動役物の作動に
かかわらず投射手段（例えば、フロントプロジェクタ６２２）および反射手段（例えば、
フロントミラー６２４）を常に固定する必要がある。そこで、前扉部材の張出部に配置さ
れた投射手段と反射手段と可動役物とのうち可動役物のみを作動させることが可能な駆動
機構（例えば、飾り役物駆動機構５７０）を備えるようにしている。ところで、投射手段
と反射手段と可動役物とのうち可動役物のみを作動させた場合、可動役物の後方に配置さ
れる反射手段が露出してしまう。そこで本発明では、可動役物が作動したときに露出する
反射手段の露出部分に、装飾が施された装飾部を有するようにしている。これにより、可
動役物が作動したときの美観性を担保しつつ、これまでにない新たな演出を、好適に、行
うことが可能となる。
【０６４３】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の後方に、遊技領域（例えば、遊技領域３２
０）を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）をさらに備え、
　前記前扉部材には、前記遊技領域を前方から視認可能となるように開口窓（例えば、開
口窓５００２）が形成されているとともに、
　前記開口窓には、前記被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）が支持されて
おり、
　さらに前記被投影部材は、
　前記投影手段から投射された映像光により、前記演出を投影可能であるだけでなく、後
方の前記遊技領域についても正面視で視認可能な透過性の被投影部材である
　ことを特徴とする。
【０６４４】
　上記（２）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）といった従来より
も遊技者に近い位置で演出と可動役物による役物演出との両方を行うことができ、興趣を
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高めることが可能となる。しかも、被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）は
、投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射された映像光により投影される
演出のみならず、後方の遊技領域（例えば、遊技領域３２０）についても正面視で視認で
きるため、より一層、興趣を高めることが可能となる。
【０６４５】
　なお、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６４６】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記遊技部材（例えば、遊技領域３２０）よりも後方に配置され、演出が行われる後方
表示手段（例えば、リアスクリーンユニット２９０）をさらに備え、
　前記遊技部材は
　前記後方表示手段において行われる演出を正面視で視認可能に構成されている
　ことを特徴とする。
【０６４７】
　上記（３）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の張出部（例えば
、張出部５５２０）に配置された投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射
された映像光により投影される演出と、後方表示手段（例えば、リアスクリーンユニット
２９０）において行われる演出との両方を正面視で視認できつつ、さらに遊技者に近い位
置で可動役物（例えば、飾り役物５６０）による役物演出が行われるため、より一層、興
趣を高めることが可能となる。
【０６４８】
　なお、本発明に記載された「演出が行われる後方表示手段」とは、演出が行われるもの
であれば特定の部品や部材に限定されるものではなく、投影手段から投射された映像光に
より演出が行われる被投影部材であっても良いし、液晶表示器、ドット表示器およびセグ
メント表示器のような表示器であっても良い。
【０６４９】
　上記第１の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１３の遊技機を
提供する。
【０６５０】
［第１３の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　前方に張り出した張出部（例えば、張出部５５２０）を有し、所定の映像光を投射可能
な投影手段（例えば、フロント投影装置６００）が前記張出部に配置される前扉部材（例
えば、前飾り枠５５０）と、
　前記投影手段から投射された映像光により演出が投影される被投影部材（例えば、フロ
ントスクリーン５１２）と、
　を備え、
　前記前扉部材の前記張出部には、
　前記投影手段としての、前方に向けて映像光を投射する投射手段（例えば、フロントプ
ロジェクタ６２２）、および、当該投射手段から前方に向けて投射された映像光を後方に
反射させる反射手段（例えば、フロントミラー６２４）と、
　前記内部抽選の結果にもとづいて作動可能な可動役物（例えば、飾り役物５６０）と、
　前記投射手段と前記反射手段と前記可動役物とのうち前記可動役物のみを作動させるこ
とが可能な駆動機構（例えば、飾り役物駆動機構５７０）と、
　が配置されており、
　前記反射手段は、
　前記可動役物が作動したときに露出する露出部分を有するとともに、当該露出部分に、
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装飾が施された装飾部を有し、
　前記装飾部には、
　前記可動役物とあわせて所定の形態をかたちづくる装飾が施されている
　ことを特徴とする。
【０６５１】
　上記（１）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の張出部（例えば
、張出部５５２０）に配置された投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射
された映像光により演出が被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）に投影され
ることに加えて、作動可能な可動役物（例えば、飾り役物５６０）を前扉部材の張出部に
備えているため、これまでにない新たな演出を行うことが可能となる。とくに、可動役物
については、従来よりも遊技者に近い位置で作動させる役物演出を行うことができる。ま
た、前扉部材の張出部には、投影手段と可動役物とが配置されているが、被投影手段に演
出を適正に投影させるためには、可動役物の作動にかかわらず投射手段（例えば、フロン
トプロジェクタ６２２）および反射手段（例えば、フロントミラー６２４）を常に固定す
る必要がある。そこで、前扉部材の張出部に配置された投射手段と反射手段と可動役物と
のうち可動役物のみを作動させることが可能な駆動機構（例えば、飾り役物駆動機構５７
０）を備えるようにしている。ところで、投射手段と反射手段と可動役物とのうち可動役
物のみを作動させた場合、可動役物の後方に配置される反射手段が露出してしまう。そこ
で本発明では、可動役物が作動したときに露出する反射手段の露出部分に、装飾が施され
た装飾部を有する。これにより、可動役物が作動したときの美観性を担保しつつ、これま
でにない新たな演出を、好適に、行うことが可能となる。しかも、装飾部には、可動役物
とあわせて所定の形態をかたちづくる装飾が施されているため、可動役物の作動前には遊
技者から視認できない所定の形態を、可動役物が作動することによって視認することがで
きるようになるため、より一層、興趣を高めることが可能となる。
【０６５２】
　なお、「所定の形態」とは、例えば、特定のキャラクタや特定のロゴ等が相当する。
【０６５３】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の後方に、遊技領域（例えば、遊技領域３２
０）を有する遊技部材（例えば、遊技パネル３００）をさらに備え、
　前記前扉部材には、前記遊技領域を前方から視認可能となるように開口窓（例えば、開
口窓５００２）が形成されているとともに、
　前記開口窓には、前記被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）が支持されて
おり、
　さらに前記被投影部材は、
　前記投影手段から投射された映像光により、前記演出を投影可能であるだけでなく、後
方の前記遊技領域についても正面視で視認可能な透過性の被投影部材である
　ことを特徴とする。
【０６５４】
　上記（２）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）といった従来より
も遊技者に近い位置で演出と可動役物による役物演出との両方を行うことができ、興趣を
高めることが可能となる。しかも、被投影部材（例えば、フロントスクリーン５１２）は
、投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射された映像光により投影される
演出のみならず、後方の遊技領域（例えば、遊技領域３２０）についても正面視で視認で
きるため、より一層、興趣を高めることが可能となる。
【０６５５】
　なお、「遊技領域を有する遊技部材」は、例えば、パチンコ機であれば遊技パネル（遊
技盤ともいう）等が相当し、パチスロ機であればリール等が相当する。
【０６５６】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
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　前記遊技部材（例えば、遊技領域３２０）よりも後方に配置され、演出が行われる後方
表示手段（例えば、リアスクリーンユニット２９０）をさらに備え、
　前記遊技部材は
　前記後方表示手段において行われる演出を正面視で視認可能に構成されている
　ことを特徴とする。
【０６５７】
　上記（３）の遊技機によれば、前扉部材（例えば、前飾り枠５５０）の張出部（例えば
、張出部５５２０）に配置された投影手段（例えば、フロント投影装置６００）から投射
された映像光により投影される演出と、後方表示手段（例えば、リアスクリーンユニット
２９０）において行われる演出との両方を正面視で視認できつつ、さらに遊技者に近い位
置で可動役物（例えば、飾り役物５６０）による役物演出が行われるため、より一層、興
趣を高めることが可能となる。
【０６５８】
　なお、上記構成の本発明の第１～第１３の遊技機のいずれかに記載された「後方表示手
段」とは、演出が行われるものであれば特定の部品や部材に限定されるものではなく、投
影手段から投射された映像光により演出が行われる被投影部材であっても良いし、液晶表
示器、ドット表示器およびセグメント表示器のような表示器であっても良い。また、「前
方演出部材」についても、例えば透過液晶のように、後方を視認できる態様で映像が表示
（投影含む）されるデバイスであれば、投影手段（例えば、プロジェクタ）から投射され
た映像光により映像が投影される例えば被投影部材（例えば、スクリーン）に限定されな
い。
【０６５９】
　上記構成の本発明の第１～第１３の遊技機によれば、興趣を高めることが可能な遊技機
を提供することができる。
【０６６０】
［第１４～第１８の遊技機］
　従来、パチンコ機等の遊技機において、始動口に遊技球が受け入れられると内部抽選が
行われ、内部抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器などに演出画像が表示される。
そして、内部抽選の結果が大当りであると、大当り遊技が実行される。
【０６６１】
　この種の遊技機として、内部抽選の結果にもとづいて、例えば液晶表示器の前方に可動
役物が進出し、内部抽選の結果に期待を持たせるようにした遊技機が知られている（例え
ば、特開２０１５－０９２８８５号公報参照）。
【０６６２】
（第２の課題）
　上記の特開２０１５－０９２８８５号公報に記載の遊技機のように可動役物が液晶表示
器の前方に進出する役物演出が行われると、遊技者に期待を持たせることができる。
【０６６３】
　しかし、近年、さらなるインパクトを与えることができる役物演出を行うことで、興趣
を高めることが可能な遊技機が望まれている。
【０６６４】
　上記第２の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１４の遊技機を
提供する。
【０６６５】
［第１４の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　後方に収容空間（例えば、収容空間２３２４）を有する主役物（例えば、大型役物２３
２）と、
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　前記主役物と対向して当該主役物の後方に配置される第１後方役物（例えば、前側導光
板２３４）と、
　前記第１後方役物よりも前方に配置され、前記第１後方役物を、前記主役物の後方にお
いて作動させることが可能な第１駆動機構（例えば、前側導光板回転駆動機構２３４０と
、
　前記第１後方役物よりもさらに後方に配置される第２後方役物（例えば、後側導光板２
３６）と、
　前記第２後方役物よりも後方に配置され、前記第２後方役物を、前記第１後方役物の後
方において作動させることが可能な第２駆動機構（例えば、後側導光板回転駆動機構２３
６０）と、
　を備え、
　前記第１駆動機構は、
　前記主役物の背面側の前記収容空間に配置されるとともに、前記主役物の後方において
前記第１後方役物を回動させることができるように構成されており、
　前記第２駆動機構は、
　前記第２後方役物を、前記第１後方役物とは異なる動きを行うように前記第２後方役物
を作動させることができるように構成されている
　ことを特徴とする。
【０６６６】
　上記（１）の遊技機によれば、第１後方役物（例えば、前側導光板２３４）を作動させ
ることができる第１駆動機構（例えば、前側導光板回転駆動機構２３４０）は、第１後方
役物よりも前方に配置されるとともに、主役物（例えば、大型役物２３２）の背面側の収
容空間（例えば、収容空間２３２４）に配置されており、主役物の後方において第１後方
役物を回動させることができるように構成されている。また、第２後方役物（例えば、後
側導光板２３６）を作動させることができる後側導光板回転駆動機構２３６０は、第２後
方役物よりも後方に配置されており、第２後方役物を、第１後方役物の後方において、当
該第１後方役物とは異なる動きを行うように作動させることができるように構成されてい
る。そのため、主役物に第１後方役物を近接させて主役物の後方で回るように作動させる
とともに、第１後方役物に第２後方役物を近接させて第１後方役物とは異なる動きが行わ
れるので、前後方向をコンパクトにしつつ、主役物を大きく見せることができるとともに
当該主役物を強調させる動きを行わせることができる。また、主役物が例えば停止してい
たり小さな動きしか行っていないような場合であっても、実際の動きよりも大きく主役物
が動いているかのように見せることが可能となる。従来の遊技機では、主役物を大型化す
ると、主役物に動きを与える役物演出を行うことが困難となるが、本発明によれば、主役
物を強調させて見せることができることに加え、主役物の実際の動きよりも大きな動きを
行っているかのような効果的な役物演出を行うことが可能となる。
【０６６７】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記主役物（例えば、大型役物２３２）は、後方側が平面状に形成されているとともに
、
　前記第１後方役物（例えば、前側導光板２３４）および前記第２後方役物（例えば、後
側導光板２３６）は、いずれも板状部材であって、
　前記主役物の後方側に形成された平面と前記第１役物とが近接して対向し、
　前記第１役物と前記第２役物とが近接して対向するように構成されている
　ことを特徴とする。
【０６６８】
　上記（２）の遊技機によれば、主役物（例えば、大型役物２３２）は、後方側が平面状
に形成されているとともに、第１後方役物（例えば、前側導光板２３４）および第２後方
役物（例えば、後側導光板２３６）がいずれも板状部材であり、主役物の後方側に形成さ
れた平面と第１役物とが近接して対向し、第１役物と第２役物とが近接して対向するよう
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に構成されているため、前後方向をより一層コンパクトにすることができる。しかも、主
役物とより近い位置で前側導光板２３４および後側導光板２３６が作動するため、より一
層、主役物を大きく見せることが可能となる。
【０６６９】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）は、
　前方に向けて発光可能に構成されているとともに、
　正面視で前記主役物（例えば、大型役物２３２）よりも大きい略相似形である
　ことを特徴とする。
【０６７０】
　上記（３）の遊技機によれば、後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３
６）が前方に向けて発光可能に構成されているため、主役物（例えば、大型役物２３２）
と対向しつつ当該主役物の後方において回動させることで、後方役物から発光される光の
残像と相俟って、より一層、主役物を大きく見せたり、主役物の実際の動きよりも大きな
動きを行っているかのように見せることが可能となる。しかも、後方役物が正面視で主役
物よりも大きい略相似形であるため、主役物そのものを強調させ、別部材としての後方役
物の存在を意識させ難くすることが可能となる。
【０６７１】
　上記第２の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１５の遊技機を
提供する。
【０６７２】
［第１５の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）と、
　前記内部抽選の結果にもとづいて作動可能に構成される可動役物（例えば、大型役物本
体部２３０）と、
　を備え、前記抽選の結果にもとづいて遊技が進行する遊技機であって、
　前記可動役物は、
　主役物（例えば、大型役物２３２）および当該主役物と対向して当該主役物の後方に配
置される後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）を有し、
　前記後方役物は、
　前記主役物と対向し、当該主役物の後方において直線的な運動を行いつつ回動可能に構
成される
　ことを特徴とする。
【０６７３】
　上記（１）の遊技機によれば、主役物（例えば、大型役物２３２）の後方に配置される
後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）を、当該主役物と対向し、当
該主役物の後方において直線的な運動を行いつつ回動可能に構成されるため、主役物を強
調させることができ、また、主役物が例えば停止していたり小さな動きしか行っていない
ような場合であっても、実際の動きよりも大きく主役物が動いているかのように見せるこ
とが可能となる。従来の遊技機では、主役物を大型化すると、主役物に動きを与える役物
演出を行うことが困難となるが、本発明によれば、主役物を強調させて見せることができ
ることに加え、主役物の実際の動きよりも大きな動きを行っているかのような効果的な役
物演出を行うことが可能となる。
【０６７４】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）は、
　第１の後方役物（例えば、前側導光板２３４）と、
　前記第１の後方役物と対向して当該第１の後方役物の後方に配置される第２の後方役物
（例えば、後側導光板２３６）と、



(99) JP 2019-24835 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

　を有し、
　前記第１の後方役物と前記第２の後方役物とが、正面視でいずれも視認できる態様で作
動可能に構成される
　ことを特徴とする。
【０６７５】
　上記（２）の遊技機によれば、第１の後方役物（例えば、前側導光板２３４）と、当該
第１の後方役物の後方に配置される第２の後方役物（例えば、後側導光板２３６）とを、
正面視でいずれも視認できる態様で作動させることができるため、より一層、主役物を強
調させたり、主役物の実際の動きよりも大きな動きを行っているかのように見せることが
可能となる。
【０６７６】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）は、
　前方に向けて発光可能に構成されているとともに、
　正面視で前記主役物よりも大きい略相似形である
　ことを特徴とする。
【０６７７】
　上記（３）の遊技機によれば、後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３
６）が前方に向けて発光可能に構成されているため、主役物（例えば、大型役物２３２）
と対向し、当該主役物の後方において直線的な運動を行いつつ回動させることで、後方役
物から発光される光の残像と相俟って、より一層、主役物を大きく見せたり、主役物の実
際の動きよりも大きな動きを行っているかのように見せることが可能となる。しかも、後
方役物が正面視で主役物よりも大きい略相似形であるため、主役物そのものを強調させ、
別部材としての後方役物の存在を意識させ難くすることが可能となる。
【０６７８】
　上記第２の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１６の遊技機を
提供する。
【０６７９】
［第１６の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽選の結果にもとづ
いて遊技が進行する遊技機であって、
　作動可能に構成される可動役物（例えば、大型役物本体部２３０）と、
　前記可動役物を作動させることが可能な駆動機構（例えば、大型役物左駆動機構２４０
，大型役物右駆動機構２６０）と、
　前記駆動機構の駆動を制御する可動制御手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）と、
　を備え、
　前記可動役物は、
　主役物（例えば、大型役物２３２）と、
　前記主役物と対向して当該主役物の後方に配置される後方役物（例えば、前側導光板２
３４，後側導光板２３６）とを有し、
　前記駆動機構は、
　前記後方役物を、前記主役物と対向しつつ当該主役物の後方において回動させることが
可能な回動機構（例えば、前側導光板回転駆動機構２３４０，後側導光板回転駆動機構２
３６０）と、
　前記後方役物を、前記主役物と対向しつつ当該主役物の後方において直線的に作動させ
ることが可能な直動機構（例えば、導光板上下駆動機構２３９，導光板上下駆動機構２７
０）と、
　を有し、
　前記可動制御手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）は、
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　前記回動機構と前記直動機構との両方を駆動させることにより、前記主役物の後方にお
いて回動と直線的な作動とを合成した前記後方役物の動きを実行可能ならしめる
　ことを特徴とする。
【０６８０】
　上記（１）の遊技機によれば、主役物（例えば、大型役物２３２）の後方に配置される
後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）を、主役物と対向しつつ当該
主役物の後方において回動させる動きと、主役物と対向しつつ当該主役物の後方における
直線的な動きとの両方を実現できるため、主役物を強調させることができ、また、主役物
が例えば停止していたり小さな動きしか行っていないような場合であっても、実際の動き
よりも大きく主役物が動いているかのように見せることが可能となる。従来の遊技機では
、主役物を大型化すると、主役物に動きを与える役物演出を行うことが困難となるが、本
発明によれば、主役物を強調させて見せることができることに加え、主役物の実際の動き
よりも大きな動きを行っているかのような効果的な役物演出を行うことが可能となる。
【０６８１】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）は、
　第１の後方役物（例えば、前側導光板２３４）と、
　前記第１の後方役物の後方に配置される第２の後方役物（例えば、後側導光板２３６）
と、
　を有し、
　前記可動制御手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）は、
　前記第１の後方役物と前記第２の後方役物とを、正面視でいずれも視認できる態様で作
動させる制御を実行可能である
　ことを特徴とする。
【０６８２】
　上記（２）の遊技機によれば、第１の後方役物（例えば、前側導光板２３４）と、当該
第１の後方役物の後方に配置される第２の後方役物（例えば、後側導光板２３６）とを、
正面視でいずれも視認できる態様で作動させることができるため、より一層、主役物を強
調させたり、主役物（例えば、大型役物２３２）の実際の動きよりも大きな動きを行って
いるかのように見せることが可能となる。
【０６８３】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３６）は、
　前方に向けて発光可能に構成されているとともに、
　正面視で前記主役物よりも大きい略相似形である
　ことを特徴とする。
【０６８４】
　上記（３）の遊技機によれば、後方役物（例えば、前側導光板２３４，後側導光板２３
６）が前方に向けて発光可能に構成されているため、主役物（例えば、大型役物２３２）
と対向し、当該主役物の後方において直線的な運動を行いつつ回動させることで、後方役
物から発光される光の残像と相俟って、より一層、主役物を大きく見せたり、主役物の実
際の動きよりも大きな動きを行っているかのように見せることが可能となる。しかも、後
方役物が正面視で主役物よりも大きい略相似形であるため、主役物そのものを強調させ、
別部材としての後方役物の存在を意識させ難くすることが可能となる。
【０６８５】
　上記第２の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１７の遊技機を
提供する。
【０６８６】
［第１７の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
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　抽選を行う抽選手段（例えば、メインＣＰＵ７２１）を備え、前記抽抽選の結果にもと
づいて遊技が進行する遊技機であって、
　所定の役物部材（例えば、大型役物本体部２３０）と、
　前記所定の役物部材を左方で支持しつつ上下方向に昇降させることが可能な左側昇降機
構（例えば、大型役物左駆動機構２４０）と、
　前記所定の役物部材を右方で支持しつつ上下方向に昇降させることが可能な右側昇降機
構（例えば、大型役物右駆動機構２６０）と、
　前記左側昇降機構および前記右側昇降機構を駆動させて、左方および右方の両方で支持
される前記所定の役物部材を昇降させることが可能な昇降制御手段（例えば、サブＣＰＵ
７３１）と、
　を備え、
　前記左側昇降機構および／または前記右側昇降機構は、
　前記所定の役物部材を載置する台座（例えば、台座２５２）を有し、
　前記所定の役物部材は、
　左方および／または右方において、上方向に固定されないよう前記台座に載置されるこ
とにより、前記左側昇降機構および／または前記右側昇降機構に支持されている
　ことを特徴とする。
【０６８７】
　上記（１）の遊技機によれば、所定の役物部材（例えば、大型役物本体部２３０）は、
左方および／または右方において、左側昇降機構（例えば、大型役物左駆動機構２４０）
および／または右側昇降機構（例えば、大型役物右駆動機構２６０）に支持されている。
このように、所定の役物部材が左方および右方の両方で支持されている場合（すなわち、
両持ちの場合）、左側昇降機構による昇降速度と右側昇降機構による昇降速度とが一致し
なければ、スムーズな昇降ができないだけでなく、場合によっては昇降できないといった
事態も生じうる。とくに、所定の役物部材が重量物である場合にはその傾向が顕著である
。左側昇降機構による昇降速度と右側昇降機構による昇降速度との不一致は、例えば異物
の噛み込み等、些細な事が原因となって生じうる。この点、本発明によれば、上方向にお
ける自由度が大きくなるように、所定の役物部材が左方および／または右方において上方
向に固定されないよう台座（例えば、台座２５２）に載置されている。そのため、左側昇
降機構による昇降速度と右側昇降機構による昇降速度とが必ずしも一致していなくても、
スムーズな昇降を、極力、維持することが可能となる。その結果、所定の役物部材の大型
化を図ることができ、大きなインパクトを与えることができる役物演出を実行することが
可能となる。
【０６８８】
（２）上記（１）に記載の遊技機において、
　前記左側昇降機構（例えば、大型役物左駆動機構２４０）および／または前記右側昇降
機構（例えば、大型役物右駆動機構２６０）は、
　前記台座（例えば、台座２５２）に載置される前記所定の役物部材（例えば、大型役物
本体部２３０）の前後方向への動きを規制する落下防止部材（例えば、アーム支持ガイド
２４７）を有する
　ことを特徴とする。
【０６８９】
　上記（２）の遊技機によれば、台座（例えば、台座２５２）に載置される所定の役物部
材（例えば、大型役物本体部２３０）の前後方向への動きが規制されているため、上方向
における所定の役物部材の自由度を大きくしつつも、当該所定の役物部材が台座から落下
してしまうことを防止することが可能となる。
【０６９０】
（３）上記（１）または（２）に記載の遊技機において、
　前記左側昇降機構（例えば、大型役物左駆動機構２４０）は、
　前記所定の役物（例えば、大型役物本体部２３０）を左方で載置する台座（例えば、台
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座２５２）を有するとともに、
　前記右側昇降機構（例えば、大型役物右駆動機構２６０）は、
　前記所定の役物を右方で載置する台座（例えば、台座２５２）を有し、
　前記所定の役物部材は、
　左右両側がそれぞれ前記台座に載置されることにより、前記左側昇降機構および前記右
側昇降機構に支持されている
　ことを特徴とする。
【０６９１】
　上記（３）の遊技機によれば、所定の役物部材が左方および右方の両方において、上方
向に固定されないよう台座に載置されているため、スムーズな昇降を、より一層、維持す
ることが可能となり、ひいては、より一層、所定の役物部材の大型化を図ることが可能と
なる。
【０６９２】
　上記第２の課題を解決するために、本発明では、以下のような構成の第１８の遊技機を
提供する。
【０６９３】
［第１８の遊技機］
（１）本発明に係る遊技機は、
　抽選を行う抽選手段（例えば、サブＣＰＵ７３１）を備え、前記抽選の結果にもとづい
て遊技が進行する遊技機であって、
　所定の役物部材（例えば、大型役物２３２）と、
　前記所定の役物部材を支持しつつ上下方向に昇降させることが可能な昇降機構（例えば
、大型役物左駆動機構２４０，大型役物右駆動機構２６０）と、
　前記昇降機構を駆動させて、前記所定の役物部材を昇降させることが可能な昇降制御手
段（例えば、サブＣＰＵ７３１）と、
　を備え、
　前記昇降機構は、
　前記所定の役物部材が上方に位置するときに、当該上方の位置において保持することが
可能な係止機構（例えば、ロック機構２５０）を有し、
　前記係止機構は、
　前記所定の役物部材を下方から支えることで上方において保持することが可能な保持態
様と、当該所定の役物部材の上下方向の移動軌跡から退避することで前記保持態様が解除
される開放態様とを、回転運動により切り替え可能に構成されている
　ことを特徴とする。
【０６９４】
　上記（１）の遊技機によれば、所定の役物部材（例えば、大型役物２３２）が上方（例
えば、原点位置）に位置するときに、当該上方の位置において係止機構（例えば、ロック
機構２５０）により保持することができるため、所定の役物部材の大型化を図ったとして
も、重力作用により自然落下してしまうことを防止でき、大きなインパクトを与えること
ができる役物演出を実行することが可能となる。ところで、所定の役物部材を下方から支
えて保持する場合、かかる保持を、所定の役物の下面に対して係止機構をスライドさせて
解除しようとすると、所定の役物部材の重みによって相当の力を要する。この点、本発明
によれば、スライドさせることなく係止機構の回転運動によって保持態様と開放態様とを
切り替えることができるので、大きな力を左程必要とすることなく、所定の役物の下面に
対して係止機構を保持態様から開放態様に切り替えることができる。
【０６９５】
　なお、本発明に記載された「所定の役物部材の上下方向の移動軌跡から退避する」とは
、係止機構（例えば、ロック機構２５０）によって所定の役物部材（例えば、大型役物２
３２）の上下方向の移動が妨げられないように、係止機構を、所定の役物部材が上方から
下方に移動するときに当該所定の役物部材と衝突しない位置に移動させること等が相当す
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【０６９６】
　上記構成の本発明の第１４～第１８の遊技機によれば、好適に、興趣を高めることが可
能な遊技機を提供することができる。
【符号の説明】
【０６９７】
　１２０　リア投影装置
　１２２　第１リアプロジェクタ
　１２４　第２リアプロジェクタ
　２３０　大型役物本体部
　２３４　前側導光板
　２３６　後側導光板
　２３９　導光板上下駆動機構
　２４０　大型役物左駆動機構
　２５０　ロック機構
　２５２　台座
　２６０　大型役物右駆動機構
　２７０　導光板上下駆動機構
　２３４０　前側導光板回転駆動機構
　２３６０　後側導光板回転駆動機構
　２９０　リアスクリーンユニット
　２９０２　上側リアスクリーン
　２９０４　下側リアスクリーン
　２９０６　中間リアスクリーン
　３００　遊技パネル
　３２０　遊技領域
　２９０　リアスクリーンユニット
　５００　前扉ユニット
　５５０　前飾り枠
　５６０　飾り役物
　５７０　飾り役物駆動機構
　５８８　発射ハンドル
　６００　フロント投影装置
　６２２　フロントプロジェクタ
　６２４　フロントミラー
　５１０　フロントスクリーンユニット
　５１２　フロントスクリーン
　７００　演出空間
　７２１　メインＣＰＵ
　７３１　サブＣＰＵ
　５１２４　網状シート
　５５２０　張出部
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